
第 2 回 ｢産科医療補償制度運営委員会｣ 次第

日 時 : 平成 2 0 年 1 2 月 1 7 日 (水 )

午後 3 時 0 0 分~ 5 時 0 0 分
場所 : 評価機構 大会議室

1 . 開 会

2 . 議 事

1 ) 第 1 回運営委員会

( 1 ) 第 1 回運営委員会の主な意見

( 2 ) 第 1 回運営委員会での意見に関連する事項

2 ) 産科医療補償制度の動向 につ い て

( 1 ) 加入状況について

( 2 ) 第 1 回運営委員会以降の産科医療補償制度に関連 した動向 につ
いて

3 ) 審査 、 原因分析 、 再発防止に つ いて

( 1 ) 審査 について

( 2 ) 原因分析について

( 3 ) 再発防止について

4 ) 運営経費につ い て

5 ) そ の 他

3 . 閉 会



1 ) 第 1 回運営委員会

( 1 ) 第 1 回運営委員会の主な意見

1 . 制度の経緯、 概要並びに運営体制に つ いて

○ 親の虐待で児が死亡 した場合、 親が離婚 した場合ぺ 養子縁組 した場合な どの

補償金の受給権者について 、 予め整理 してお く 必要があ る 。

○ ①児が死亡 した場合の請求権者、 ②補償申請者が誰に対 して不服申 立を行 う

のか、 ③誰が求償する のか、 以上 3 点 について制度開始前に法的に整理 してお

く べき 。

○ 策u度見直 しの際には、 補償金額を抑え る な どに よ り 、 補償対象を広げる こ と

について検討 して ほ しい。

○ 審査委員会 と 異議審査委員会での異な っ た場合の結論の調整な ど、 それぞれ

の委員会の関係 、 位置づけについて予め整理 してお く 必要があ る 。

○ 審査体制 について 、 適切に診断する た め に 、 各地域におけ る 専門医の確保が

重要であ り 、 複数の診断医に よ る診断を行 う の かな ど を検討するべ き 。

○ 制度の周知並びに傍聴者以外の方が情報取得でき る よ う 、 運営委員会の資料

と 議事録は、 準備委員会 と 同様ホームページにおいて公開する べき 。 ま た 、 他

の委員会について も 、 透明性の確保の観点か ら 、 個人情報に十分配慮等 した う

えで情報公開す る こ と が望ま しい。

2 . 当面の主な課題につ いて

①診断基準作成

0 診断書作成段階が補償可否を決定する重大な要素であ り 、 制度発足後混乱

しない よ う 、 各地域において重症度等を適切に診断出来る 医師を予め リ ス ト

ア ッ プする な どの体制構築が重要。

②原因分析

○ 原因分析については医学的に分析を行い 、 その結果問題があればその 旨報

告書に記載する べき だが 、 遡及的ではな く 、 その時点で ど う するべき だっ た

か と い う 視点で分析す る こ と が今後の再発防止や産科医療の質の 向上 と い
う 点で重要であ る 。

○ 従来、 事実経過の認識相違が紛争の原因 と なっ ていた傾向があ り 、 制度開

始を機に 、 事実経過の適切な記載が重要であ る こ と を周知 、 徹底 して ほ しい。

○ 原因分析結果の報告書について 、 例え ば医学的に論争があ る こ と や 、 複数

の考え方があ る こ と な ど 、 患者の立場の方が素朴に疑問に思 う こ と について

も紹介する こ と が納得感のあ る報告書に な る と 考え る 。 ま た 、 こ の よ う な疑

問は法的評価の前提 と して弁護士が着眼する こ と と も 一致する ため 、 報告書
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を作成する原因分析委員会に法律家を入れてほ しい。

○ 原因分析結果の報告書について 、 妊産婦を主 と した一般国民の 目 線でわか

り やす く 、 信頼でき る も の に して ほ しい。

○ 患者の立場の方が納得感を得 られる報告書にする た め に 、 専門用語を分か

り やす く 翻訳する役割を果たせ る方を原因分析委員会の委員 に加えて ほ し

　 　 　

0 原因分析結果の報告書について 、 分か り やす く する こ と も必要だが 、 簡単

にする のではな く 、 必要な部分では専門用語を用い る な ど適切で十分な情報

の掲載は必要であ る 。

③普及啓発

0 普及啓発に あた っ ては 、 本制度で補償対象 と な ら ない脳性麻痺の児及び家

族に対 して誤解 さ れる よ う な こ と が無い よ う 、 表現等に留意するべ き 。

○ 本制度の補償対象 と な ら ない事例に対 して も 、 医療機関 と して防 ぐ こ と が

出来なかっ た と い う こ と を き ち ん と説明するべ き であ り 、 こ の よ う な適切な

対応を行 う こ と の重要性を本制度において も 医療機関に促すべき 。

○ 臨床を行 う 産科医等の間では 、 本制度 と 医療関連死 と が混同 されてい る ケ

ース が あ り 、 制度周知 に 当 た っ て は こ の点について も 留意が必要であ る 。

3 . 上記以外の主な意見

○ 民間保険の活用 に あた り 、 制度が破綻 しない よ う &こ 、 まずは加入率を高め る

こ と が重要であ る 。 ま た 、 2 0 年 も の間補償金を支払い続け る こ と か ら 、 継続

性の リ ス クヘ ッ ジが必要であ り 、 複数の保険会社に よ る 引 受が望ま しい。

○ 標準補償約款第 3 条の ｢ 当 院の管理下にお け る分娩｣ について 、 当 院に到着

する 前の分娩は ど う な る のか。 善意で緊急搬送を引 き受けた救急病院が対応に

困 ら ない よ う に具体的なケース を整理す るべき 。

( 2 ) 第 1 回運営委員会での意見に関連す る事項

1 . 児が死亡 し た場合等の補償金の請求権

○ 本制度にお け る補償金の受給権者は児であ り 、 児の保護者 (親権者又は未成

年後見人) が児の法定代理人 と して補償請求を行 う 。

○ 親が離婚 した場合は親権の あ る親が 、 養子縁組の場合は養親に親権が移る た

め養親が補償請求者 と な る (受給権者が児であ る こ と は変わ ら ない) 。

0 児が死亡 した場合の補償金の受給権は 、 民法の規定に基づ き法定相続人に相

続 される 。 なお 、 民法で規定 され る相続人の欠格事由や推定相続人の廃除に該

当 し相続権を失 う こ と が決定 さ れた場合には、 その決定に従 う 。

P 2



2 . 補償申請者が不服申立 を行 う 相手

○ ｢ 3 ) 審査 、 原因分析、 再発防止について ｣ に記載の通 り 、 不服申 立の相手

は運営組織 と な り 、 不服 申 立の結果に も 不服があ る場合は、 関係法令に よ る対

応 (裁判等) に よ る こ と と な る 。

3 . 求償 (調整 ) の主体

0 本制度において調整の要否に係 る判断を行 う の は 、 原因分析委員会及び調整

委員会が設置 さ れる運営組織であ り 、 調整の主体は運営組織 と 考えてい る 。 重

過失案件に対 し分娩機関が補償金の返還に応 じ ない場合の法的対応 も運営組

織が主体 と なっ て行 う こ と を想定 してい る が 、 具体的な対応は本制度引受保険

会社 と 検討 してい く 。

4 . 当院の管理下の分娩

○ 管理下 と は、 分娩機関が 自 ら の医学的管理の下に分娩を取 り 扱っ た場合を指

し 、 複数の分娩機関が管理する場合は、 基本的 に (分娩取扱いの対価であ る )

分娩料を徴収す る 分娩機関の管理下に あ る も の と して補償 さ れる も の と 考 え

られる 。

○ ただ し 、 自 宅や緊急搬送中 の分娩等については 、 関与す る分娩機関 、 娩出時

の状況等に従い 、 児の不利益 と な ら ない よ う 、 個別 に検討を行っ て決定する 。

P 3



2 ) 産科医療補償制度の動向 について

( 1 ) 加入状況につ いて

平成 2 0 年 1 2 月 1 6 日 現在

区 分 分 娩 機 関 数 加入分娩機関数 加 入 率 (% )

病 院 1 , 1 9 0 1 , 1 8 8 9 9 . 8

診 療 所 1 , 6 5 5 1 , 6 3 2 9 8 . 6

助 産 所 4 2 4 4 0 1 9 4 . 6

合 計 3 , 2 6 9 3 , 2 2 1 9 8 . 5

注) 分娩機関数について

病院 ･ 診療所 ･ ･ 平成 2 0 年 1 2 月 1 6 日 現在、 日 本産婦人科医会調査数

助 産 所 ･ ･ 平成 2 0 年 1 2 月 1 6 日 現在、 日 本助産師会調査数

( 2 ) 第 1 回運営委員会以降の産科医療補償制度に関連 し た動向 につ いて

1 . 社会保障審議会医療保険部会 ( 9 月 1 2 日 )

本制度発足 と 同時に 2 1 年 1 月 よ り 出産育児一時金を 引 き 上げる ( 3 5 万円

→ 3 8 万円 : 掛金相 当額の 3 万円 の範囲) こ と が審議 さ れ了承 された。

上述を踏ま え 、 1 2 月 1 2 日 ま でに政省令が改正 (公布) さ れた。 あわせて 、

生活保護制度にお け る 出産扶助並びに入院助産制度において も 同様の対応がな

され る よ う 、 国か ら 地方 自 治体等に対 し 、 通知等発出 さ れる予定。

※参考資料

: ｢ ○ 平成 2 0 年 1 2 月 5 日

･ 健康保険法施行令等の一部 を改正する 政令の施行について ｣

｢○ 平成 2 0 年 1 2 月 1 2 日

･ 健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の

施行について ｣

2 . 医療情報の提供のあ り 方等に関する検討会 ( 9 月 2 6 日 )

医療機能に関す る情報提供制度お よ び医療広告におけ る 産科医療補償制度の

取 り 扱いが審議 さ れ、 次の こ と が了承 された。 ( 1 1 月 4 日 よ り )

○ 都道府県がホームページ等を通 じ て行 う 医療機能に関する 情報提供の項 目
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に本制度の加入状況を追加する こ と

○ 医療機関が広告でき る項 目 に本制度加入を追加する こ と

※参考資料

: ｢ 0 平成 2 0 年 1 1 月 4 日

･ 医療機能情報提供制度の実施に 当 た っ ての留意事項の改正について

･ 医業、 歯科医業若 し く は助産師の業務又は病院、 診療所若 し く は助産

所に関 して広告する こ と ができ る事項の一部を改正する件

･ ｢ 医業若 し く は歯科医業又は病院若 し く は診療所に関 して広告 し得る

事項等及び広告適正化のた め の指導等に関する 指針 (医療広告ガイ ド

ライ ン) ｣ の改正について ｣

3 . 中央社会保険医療協議会総会 ( 1 1 月 5 日 )

ハイ リ ス ク 妊娠管理加算お よびハイ リ ス ク 分娩管理加算の施設基準に 、 本制度

への加入を算定条件に追加する こ と が 、 ①特例措置であ る こ と 、 ②原因分析 ･ 再

発防止の運営 について 中 医協へ適宜報告する こ と の 2 点の付帯条件をつ け る こ

と で了承 さ れた。

※参考資料

: ｢ ○ 平成 2 0 年 1 1 月 2 8 日

･ 基本診療料の施設基準等の一部を改正する件

･ ハイ リ ス ク 妊娠管理加算及びハイ リ ス ク 分娩管理加算の算定要件の改

正について ｣

4 . 制度の周知 ･ 広報活動

○ 機構よ り 8 月 1 8 日 付けで都道府県等に対 し 、 母子健康手帳交付時の制度紹

介等についての協力依頼文書を発出 した。 更に 、 ｢全国保健師等ブ ロ ッ ク研修

会｣ において も協力依頼を実施。

0 8 月 以降、 妊産婦向 けの周知活動の一環 と して 、 本制度加入分娩機関に対し

て 、 本制度に加入 してい る こ と を証す る プ レー ト加工 した ｢加入証｣ を機構 よ

り 送付。

0 1 0 月 以降、 当機構ホームページ (http : //www. s anka‐hp . j c qhc . or . jp/) に

おいて制度を分か り やす く 解説 した妊産婦向け コ ンテ ンツや、 都道府県別の本

制度加入分娩機関一覧等を掲載。

0 1 1 月 下旬以降 、 政府広報 と して 、 新聞突き 出 し広告 (以下参照 ) 、 政府広

報オン ラ イ ン及び女性誌等で本制度について紹介。 更に 、 機構 よ り 妊産婦向け

情報誌に対 し、 広告掲載 (政府広報の転載) 。

※別紙 1 ･ ･ 女性誌等への掲載イ メ ージ

○ 既に作成 ･ 配布 してい る リ ー フ レ ッ ト に加 えて 、 妊産婦向 けの制度紹介 ビラ

を作成 し 、 1 2 月 下旬 に加入機関へ送付する予定。

※別紙 2 ･ ･ 妊産婦向 け制度紹介ビラ のイ メ ージ

○ その他
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3 ) 審査、 原因分析、 再発防止について

<審査 ･ 原因分析 ･ 再発防止の全体像>

審査 ･ 原因分析 ･ 再発防止について

1 . 分娩機関が運営組織に対 し補償申請 申請書類I 粉鰯- I 力總纖 対 “, .匍m Lキ ー題』川
2 . 運営組織にて補償対象の可否を審査

3 . 補償金の良識払い

恒 原因分析 再発防止 員 穢盤 鬘4 . 原因分析、 再発防止
◆ -

5 . 事例情報の公開、 産科医療の質の向上

( 1 ) 審査につ いて

1 . 基本的な考え方

○ 審査の手順は、 速やかな補償を 目 的 と して 、 効率的かつ適切な仕組み とする 。

○ 重度脳性麻痺の場合には、 早期に診断ができ る よ う 、 専用 の診断項 目 を設け 、

それに対応 した専用の診断書を作成する 。

○ 補償請求者 (児の家族等) が診断を受け る 際の利便性等を考慮 して 、 ｢診断協

力医｣ の仕組みを設け る 。

2 . 審査の主な手順

3 .

護露釜 □ 襲爵の
2 .1 .

医師に よ る

書類審査

補償申請
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① ｢ 1 . 補償申請｣ に必要な書類は以下の と お り

② ｢ 2 . 医師によ る書類審査｣ につ いて

○ 小児科医 : 診断書の記載内容を中心に審査を行 う 。 相 当程度の審査件数が

○ 産科医

想定される ため 、 評価機構に小児科医 を数名確保する 。

: 在胎週数 2 8 週以上であ り 、 出生体重が 2 , 0 0 0 グラ ム以上

かつ在胎週数 3 3 週以上の条件に該当 しない場合に 、 心拍数の

状況等が補償対象基準に該当する か杏かの審査を行 う 。 相 当程

度の審査件数が想定 される ため 、 評価機構に産科医を数名確保

する 。

③ ｢ 3 . 審査委員会によ る審査｣ つ いて

書類審査の結果を受けて 、 補償の可否を決定する 。 審査委員会は産科医 、 小児

科医お よび学識経験者等 1 0 名程度で構成する 。 審査内容の特性上、 委員会は非

公開 と する 。

3 . 診断書

生後 6 か月 以降の乳幼児に対 して 、 早期に正確な重症度や先天性の要因等の診断

ができ る よ う 、 専用 の診断項 目 を設け 、 それに対応 した専用 の診断書を作成する 。

なお、 審査の結果補償対象外 と な る ケース については診断書料の一部負担を検討す

る 。 .
※資料 1 ･ ･ 『産科医療補償制度に係 る診断基準作成に関する検討会報告書』

4 . 診断する 医師

○ 標準補償約款第二条において以下の と お り 診断する 医師を規定 している が 、 補

償請求者がそれ ら の医師の診断を受け る際の利便性を図 る た めに、 あ ら か じめ該

補償請求者が準備する書類 (標準補償約款 別表第二)

一 運営組織が別に定め る補償認定依頼書

二 当院が交付する登録証の写 し

三 児の脳性麻痺の障害等級の程度を証明する脳性麻痺に関する専門知識を有する
医師の診断書

四 母子健康手帳の写 し

五 一か ら 四 までのほか運営組織が必要 と認めた書類

分娩機関が準備する書類 (標準補償約款 別表第三)

- 運営組織が別に定め る認定請求書

二 診療録又は助産録及び検査データ の写 し

三 出産証明書

四 別表第一の補償対象基準を満たすこ と を証明する書類

五 医師賠償責任保険又は助産所賠償責任保険の保険証券又は加入者証の写し
六 一か ら五までのほか運営組織が必要 と認めた書類
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当する 医師に対 して協力 を募 り 、 診断に協力する意向のあ る者を ｢診断協力医｣

と して委嘱 し 、 本制度のホームページ等で紹介する 。

○ 本制度の診断基準に従っ て診断を行 う ために、 運営組織は診断協力医に対 して 、

診断に係る研修や必要 と なる 情報提供等を行 う 。

○ 診断協力医については関係団体を通 じた募集活動を行 う こ と と し 、 地域的な偏

在等に配慮するため に可能な限 り 多 く の医師への委嘱を 目 指す。

○ 本制度では診断協力医以外の診断を除外する も のではないが、 出来る 限 り 診断

協力医の仕組みの普及に継続的に努め る。

5 . 審査結果に不服があ る場合の対応

○ 審査結果に不服があ る場合、 補償請求者は運営組織に対 して再審査を 申 し出 る

こ と ができ る 。

○ 運営組織では産科医、 小児科医お よび学識経験者等 1 0 名 以内で構成する異議

審査委員会において改めて審査を行 う こ と と する 。 なお 、 審査委員会 と 異議審査
委員会の委員は重複 しない。

○ 審査内容の特性上、 委員会は非公開 とする 。

○ 審査委員会 と異議審査委員会の審査結果が異なっ た場合は、 異議審査委員会の

審査結果を優先する こ と と する 。 なお 、 異議審査委員会の審査結果に不服があ る
ケース に関 しては、 特段の不服対応の仕組みを設けないため 、 関係法令に よ る対

応 と なる 。

l (参考)

l 審査につ いて ｢産科医療補償制度運営組織準備委員会報告書｣ よ り

l o 補償対象であ る か否かは一元的に運営組織において審査する 。

f o 補償申請者は分娩機関であ り 、 児 (代理人を含む。 ) か ら の 申請依頼に も と づいて 、 分娩機関が 申

! 譜を行 う 。

! ○ 申請にあた っ ては、 児 (代理人を含む。 ) が脳性麻痺に関する 医学的専門知識を有する 小児科医か

i ら 受け取っ た診断書や、 分娩機関が作成する 専用の 申請書類等が速やかに提出 される必要が ある。

l o 申請の開始時期 については、 原則 と し て脳性麻痺の確実な診断が行われる生後 1 年以降 とする 。 た

だ し、 極めて重症の場合は、 生後 6 か月 以降において も 申請可能 と する 。

○ 脳性麻痺に関する 医学的専門知識を有する産科医、 小児科医が 申請書類に も と づき 書類審査を行い、

こ の結果を受けて 、 ｢審査委員会｣ で最終的に補償可否を決定する 。

0 審査委員会は、 審査件数に応 じて毎月 の定期的な開催を基本と する 。 審査委員会では書類審査にお

いて判断が困難であ っ た事例を中州こ審査を行 う 。 委員会 メ ンバーはこ の分野に精通する産科医、 小

児科医、 お よ び学識経験者を中心に構成する 。

0 審査内容に異議 ･ 不服が ある場合の再審査等の要請に対応する ための仕組みが必要であ る 。l o 審査内容に異議 ･ 不服が ある場合の再審査等の要請に対応する ための仕組みが必要であ る 。

身体障害者福祉法第十五条第一項の規定に基づ く 障害区分 ｢肢体不 自 由 ｣ の認定に

係 る小児の診療等を専門分野 と する 医師又は 日 本小児神経学会の定め る小児神経科

専門医の認定を受けた医師
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( 2 ) 原因分析について

1 . 基本的な考え方

○ 分娩機関か ら提出 された診療録 ･ 助産録等、 お よび児 ･ 家族か ら の情報に も と

づいて医学的な観点で分析し、 発症 した重度脳性麻痺の原因について 、 児 ･ 家族、

お よび分娩機関の理解を深め る と と も に 、 産科医療の質の向上を図 る こ と を 目 的

と する 。

○ 具体的には、 十分な情報収集に努め る と と も に 、 運営組織に原因分析委員会を

設置 し 、 原因分析委員会において周産期医療の専門家が 中心 と なっ て事例を分析

し、 報告書を取 り ま と め 、 児 ･ 家族 と 分娩機関へ報告する 。

0 補償の対象 と な る者を年間 8 0 0 件程度 と 見込んだ場合、 1 か月 約 7 0 件、 1

週間で 1 7 件程度の事例の原因分析を行 う 必要が あ る こ と か ら 、 効率的な原因分

析を行 う ため に、 原因分析委員会の中に分科会を設置する 。

2 . 情報収集

○ 原因分析を適切に行 う ためには 、 分娩に係る診療内容等の記録の正確性が重要

であ り 、 かつ資料と して忠実に提出 される必要があ る こ と か ら 、 診療録 ･ 助産録

等の記載事項について 、 制度開始前に分娩機関に十分に周知徹底する 。 ま た 、 必

要に応 じて診療録 ･ 助産録等の記載事項の見直 しを行って 、 適切な資料が提出 さ

れる よ う 改善を図 る 。

※資料 2 ･ ･ 『産科医療補償制度の原因分析 ･ 再発防止に係 る診療録 ･ 助産録等

の記載事項に関する検討会報告書』

0 児 ･ 家族か らの情報収集については、 医師か ら受けた説明お よび疑問に関する

意見等があれば文書に よ り情報提供する よ う 、 審査結果の通知に合わせて案内 し、

補償金請求書類 と合わせて提出する こ と な どに よ り情報収集を行 う 。

○ 原因分析のために必要 と 判断 した場合には追加 して情報収集を行 う 。

○ 診療録等の記載内容が不十分なために原因分析が困難な場合は、 報告書の 中で

記載内容が不十分であ る こ と を強 く 指摘 し 、 該当する分娩機関及び医師、 助産師

に改善のための指導を実施する 。

3 . 原因分析委員会について

①委員会の構成

○ 原因分析は、 周産期医療の専門家が医学的な観点で事例を検証 ･ 分析する こ

と か ら 、 原因分析委員会の委員は、 周産期医療の専門家であ る産科医、 小児科

医、 助産師を中心 と する 。 ま た 、 児 ･ 家族、 国民等に と っ て も分 り やす く 、 信

頼でき る報告書の内容とする ために、 法律家、 医療を受ける立場の有識者も委

員に含め、 あわせて 1 5 名程度で構成する 。

0 審議を十分かつ効率的に行 う ために、 原因分析委員会の分科会を設け、 各分

科会単位で医学的な観点で事例を検証 ･ 分析する 。 分科会単位の構成は、 原因
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分析委員会の一部の委員 ( 3 名程度) 及び専門委員 と して産科医、 助産師、 法

律家を加え、 合計 6 名程度 とする 。 ま た 、 1 週間に 1 7 件程度の分析を行 う こ

と を想定 し、 概ね 6 つの分科会を設置する ( 1 つの分科会で 3 件程度対応) 。

②原因分析の手順

※ P 1 2 の図 1 の と お り

4 。 その他

原因分析委員会で、 医学的な観点か ら原因分析を行った結果、 分娩機関に重大な

過失が明 ら かである と 思料されるケース については、 運営組織は医療訴訟に精通 し

た弁護士等を委員 とする調整委員会に諮っ て 、 法律的な観点か ら検討し、 その結論

を得て、 当該分娩機関 と の間で補償金 と損害賠償金の調整を行 う も の と する が 、 調

整委員会の具体的な運営等に関 しては、 今後検討する 。

l (参考)

l 原因分析について ｢産科医療補償制度運営組織準備委員会報告書｣ よ り

l o 運営組織において 、 十分な情報収集に も と づき専門家が医学的な観点で事例を検証 ･ 分析する 。

l o その結果を分娩機関 と 児 ･ 家族に フ ィ ー ドバッ ク する こ と に よ り 、 紛争の防止 ･ 早期解決を図 る こ !

l o 原因分析を適切に行 う ためには、 分娩に係る診療内容等の記録の正確性が重要であ り 、 かつ資料と !

･ して忠実に提出される必要があ る ため 、 分娩機関か ら運営組織への書類やデータ の提出を制度化すべ l

き である 。

! ○ 提出書類の種類、 標準的に必要 と な る記載事項、 提出要領等は、 本制度が開始される前に 、 各分娩 l

機関に十分に周知徹底 しなければな ら ない。

l o 更に 、 十分な情報収集の観点か ら 、 児 ･ 家族か ら の情報提供を促進すべき であ る 。
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原 因 分 析 の 手 順
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0 分科会の委員である産科医、 助産師が

報告書素案を作成する 。

0 報告書素案を も と に 医学的な観点で

審議 し 、 報告書案を作成する 。

○ 産科医等は医学的評価を行い、 法律家

等は、 論点整理をする こ と や、 報告書が

児 ･ 家族に と っ て分か り やすい内容と な

る よ う にする 。
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く原因分析本委員会>

0 報告書案を も と に 医学的な観点で審議

し 、 報告書を作成する 。

0 各分科会において議論 ･ 懸案と な っ た事

例について重点的に審議する 。

0 再発防止や産科医療の質の向上のため、

個人情報が特定で き な し、 よ う に十分配慮

した上で 、 原因分析報告書を公表する 。
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( 3 ) 再発防止について

1 . 基本的な考え方

原因分析された個々 の事例情報を体系的に整理 ･ 蓄積 し分析を行っ て 、 将来の同

種事例の発生の防止に役立て る な ど 、 産科医療の質の向上を図 る こ と を 目 的 と する 。

2 . 再発防止の主な手順

1 .

情報の整理分析

3 .

再 発 防止 委員

会に よ る検討

公表

(再発防止に係

る報告書等)

① ｢ 1 . 情報の整理分析｣ について

原因分析を行っ た事例の中の重要な項 目 を統計 と して整理する と と も に 、 脳性麻

痺発症の原因や背景要因等を抽出 し事例の類型化を行 う こ と な どに よ り 、 再発防止

策の案を検討する 。

② ｢ 2 . 再発防止委員会によ る検討｣ について

将来の同種事例の発生の防止に役立つ再発防止策の検討を行 う 。 再発防止委員

会の委員は、 周産期医療の専門家であ る産科医、 小児科医、 助産師および医療を

受け る 立場の有識者、 弁護士、 医療安全に精通 した研究者、 関係団体の代表等 と

し 、 1 5 名程度で構成する 。

③ ｢ 3 。 公表｣ につ し 、て

将来の同種事例の発生の防止に資する情報を提供する こ と を 目 的 と して 、 再発

防止に係る報告書を定期的に発行する こ と な どに よ り 、 広 く 社会に公表する 。

: ･

; (参考)
･:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

…

再発防止について ｢産科医療補償制度運営組織準備委員会報告書｣ よ り

○ 運営組織において 、 原因分析 さ れた個々 の事例情報を体系的に整理 ･ 蓄積 し 、 広 く 社会に公開す

る こ と に よ り 、 将来の同種の医療事故の再発防止等、 産科医療の質の向上を図 る こ と を 目 的 と する 。 ー
0 再発防止策の検討に あた っ ては 、 広 く 一般的に共有でき る再発防止策に加え 、 特定の分娩機関に !

向 けた施策について も あわせて検討する 。

0 具体的な施策は ｢報告書の定期的発行｣ ｢関係団体や行政機関 と 連携 ･ 協力 した研修会の開催｣ ｢ガ l

イ ド ラ イ ン 、 マニュ アルの作成｣ ｢国の実施する再教育制度 と の連携｣ 等が挙げ られる 。 .
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4 ) 運営経費について

1 . 収支の基本的な考え方につ いて

平成 2 1 年の 1 年間 に生まれた児に係 る保険料で、 同年に生まれた補償対象

と な る児に対する補償金 と 、 制度を運営する た めの経費を賄 う 。

事務コ ス ト については、 以下の と お り 見込んでい る 。

5 2 , 4 億円

4 . 2 億円

(事務 コ ス ト )

1 シス テ ム 開発等経費 ( 5 年間限 り )

分娩機関 ･ 妊産婦登録システ ム 開発費等の償還分

準備経費

2 妊産婦登録 ･ 審査等経費

( 1 ) 妊産婦情報管理経費

4 1 ゞ 6 億円

2 7 . 5 億円

契約管理経費 (人件費、 物件費)

システ ム 関係維持 ･ 管理経費

( 2 ) 審査、 支払等経費 1 4 . 1 億 円

人件費 、 委員会 (運営、審査、 異議審査、調整) 経費、

事務所、 機器等借料、 支払等事務経費、

3 長期分割金管理等経費 6 . 6 億円

なお、 (社) 日 本損害保険協会に よ る協会加盟会社の平成 1 9 年度決算概況で

は、 保険料収入に 占 め る給付の割合は 6 2 . 8 % と なっ てお り 、 事務 コ ス ト 等

は約 4 割 と なっ てい る 。 しか し なが ら 、 産科医療補償制度においては、 詳細な

制度設計な どを 国が支援 し 、 加入分娩機関への説明や募集を 日 本医師会、 日 本

産婦人科医会、 日 本助産師会の協力 を得る こ と で代理店経費を節減する こ と な

どに よ り 、 保険料収入の 8 割以上を給付に充て 、 1 7 %程度の事務コ ス ト みこ抑

えてい る 。

(平成 2 0 年 1 1 月 1 7 日 社会保障審議会医療保険部会への回答 (抜粋) )

2 . 事務コ ス ト の う ち 運営組織において必要 と な る経費の見込額につ いて

( P 1 6 ｢運営経費収支見込みについて (概算) ｣ 参照 )

① 平成 2 0 年度 … 4 5 8 百万 円

平成 2 0 年度にお け る運営組織に係 る事務 コ ス ト については、

･ 制度立上げのための準備経費 (ポス タ ー 、 リ ー フ レ ッ ト 作成な どの広報経

費、 各都道府県におけ る制度説明会経費 、 ハ ン ドブ ッ ク 作成等の加入手続

に関す る事務経費)

P 1 4



･ 分娩機関 、 妊産婦や分娩情報を管理する ため のシス テ ム 開発、 維持経費

･ 加入分娩機関の登録や問い合わせに対応するための コ ールセ ンター等の外

部委託費

等を主 と して計上。

② 平成 2 1 年度 … 1 , 2 4 7 百万円

平成 2 1 年度におけ る運営組織に係 る事務コ ス ト は 、 平成 2 0 年度に計上

してい る 委託費等の経費の平年度化以外に 、 平成 2 1 年 7 月 以降開始 される

審査 (補償 申請) 及び原因分析委員会等の運営のために必要 と な る 医師 ･ 助

産師等の人件費 ･ 会議費等を主 と して追加的に計上。

3 . 収支 (決算) 状況等の公表につ いて

本制度の収支状況については、 当運営委員会に報告する と と も に 、 公表する

こ と と し 、 社会保障審議会医療部会及び医療保険部会に も適宜報告 し、 透明性

の高い運営を行 う こ と と する 。

さ ら に 、 遅 く と も 5 年後 を 目 処に 、 本制度の内容について検証 し 、 補償対象

者の範囲 、 補償水準、 掛金、 組織体制等について適宜必要な見直 し を行 う 。

P 1 5



運営経費収支見込について (概算)

科 目 平成20年度
(H20 .4 . 1 ~H2 1 .3 .3 1 )

平成2 1 年度
(H2l , 4. 1 ~ H22 . 3 . 3 1 )

備考

1 . 収入の部

( 1 ) 保険事務手数料収入 442 1 , 1 4 1

( 2 ) その他 16 10 6 分娩機関廃止に伴う保険料立巷経費

収入合計 (A) 458 1 , 247

,

2 . 支出の部

( 1 ) 人件費等 106 184
給与 ･報酬等、 福利厚生費、 社会保険料
H20年18名 つ H2 1年40名程度を想定

( 2 ) 会議諸費 1 5 18 1
審査、 原因分析等に係る会議費、 旅費交通
費、 会場借料、 諸謝金

( 3 ) 印刷製本費、 発送料等 29 41
印刷製本費 、 通信運搬費
( 1 0 0万件のリーフレット 、 ビラ発注業務等)

( 4 ) 事務所借料等 41 4 1 賃借料、 光熱水料

( 5 ) 事務所拡張経費 O 1 54 会議室、 書類庫等 (H2 1 . 1 0~)

( 6 ) 委託費 1 34 273
妊産婦登録事務、 コールセンター、 集金代
行等

( 7 ) システム保守 ･ 開発費 87 1 54 システム保守料、 ソフ トウェア改修費

( 8 ) 保険料立替経費 1 6 106 分娩機関廃止に伴う保険料立替経費

( 9 ) 予備費 6 38 分割金等支払に係る経費

( 10 ) その他 24 76
消耗什器備品 、 消耗品質、 租税公課、 雑費
等

支出合計 (B) 458 1 , 247

当期収支差額 (A‐B) O O

P 1 6



よ り 質 の 高 い産科 医療 を 目 指 し て

産 科 医療補 償 制度が
は じ ま り ま す 。

妊婦 の 皆様 が安心 し て産科 J . * ･ 蕁 ･
　

医療を受け ら れ る よ う もこ 、 分娩

機 関 が加 入す る 制 度 です。

、 こ の制度 に 加入 し て い る 分娩

ミ ･ 機 関 でお産す る と 、 万一 の 時 ~ '
も＼ ′ -

に 補 償 の対象 と な り ま す。
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“産科医療補償制度は、 分娩時のな らかの理由により重度の り 産科医療の崩壊を一刻も早く阻止するために、 民間の損害保
脳性まひとなった赤ちゃんとご家族の経済的負担を速やかに 険を活用 して立ち上げられた制度です。

補償する制度です。 ▼ 加入 している分娩機関にはシンボルマークの付いた加入証が
▼原因分析によって将来の同種事例の防止に役立つ情報を提 掲示され、対象となる妊婦の皆様には ｢登録証｣が交付されま莢
供することなどにより 、 紛争の防止 ･ 早期解決及び産科医療の

質の向上を図ります。 転売詩脳ひ謙譲謡 -‐鞄藤瀞蓋≦対巍趣帷ぎ嶽豊熟-回避豊 -

　 　　　　　　　 　 　　　　　　　　財団 法人 日 本医 療輯 撻 評 価 機 構
TEL: 03‐5 800‐2 23t 受付 時間 : 午前9時~午後5鯛 (土日枳隊◇

“平成2 f 年1 月 以降に生まれた赤ちゃんから対象となり 、 所定の 財 団 法 人 日 本医 療輯 撻 評 価 機 構
要件を満 たした場合 、 一時金600万円 と分割金2 , 4 0 0万円 が TEL: 03‐5 800‐2 23t 受付 随崗 : 午前9蜷~午後5賞 (±日枳隊◇
補償金として支払われます。

◆ 本制度に加入してい る分娩機関な どの詳 しい情報は ･ 右 記を ご覧く ださい o h t t P : / /www ･ s a n k かh P J G q h c ･ o r J P / 寒

く 、 > - " - ゞ ′ ;炊こ I 無窮 .なろ ゞ 漸 等ト病 ん' , 卓 ‘ せ れ ‐ ゞ ‐
きネガ,市高話孵せこ , チ ‘ を"附 , M m.執 彬 ′ 5母乳概評親等夕 日打ちん鍋釜.財 蹴ら‘饅

別紙1



妊産婦、 ご家族の皆様へ

、 劃医園鬮填挺蝿圓@琶嚢回

産科医療補償制度とは

分娩に関連 して発症 した重度脳性まひの赤ち ゃんと その家族に経済的補償を速やかに提供する こ と に加えて 、 重度
脳性まひ発症の原因分析を行い 、 将来の同種事例の防止に役立つ情報を提供する こ となど によ り 、 紛争の防止 ･ 早
期解決 、 産科医療の質の向上を図 り ま す。 妊産婦の皆様が安心 して産科医療を受けられるよ う に 、 当院が民間の損
害保険に加入 して補償する制度です。

補償対象について

◎2009年 1 月 1 日 以降に出生 した児のうち 、 右の基準を満たす児が補
償の対象とな り ます。

◎なお、 出生体重、 在胎週数の基準を下回る場合でも 、 在胎週数28週
以上の児については、 ｢個別審査｣ によ り補償となる こ とがあ り ます。

･ (詳 し く は登録証裏面の補償約款 ｢別表第一｣ を ご確認 く ださい。 )
◎先天性要因、 新生児期の要因は、 本制度の補償対象と な り ません。

◎ 嚢麓霰箋鑓滅盤湖よかっ
◎ 麗麗群勲纒織禰

!
l

i
l

補償内容について

妊産婦の皆様へのお願い

◎この制度に加入 している当院では、 妊産婦の皆様にこの制度の対象とな
る こ と を示す ｢登録証｣ を交付 し ます。 必要事項のご記入などについて
ご協力をお願い します。 (裏面に補償約款が印字されています。 )

◎ ｢登録証｣ は 、 母子健康手帳に挟み込むな と して 、 出産後 5 年間は大切
に保管 して く だ さ い。

当 院
運 営

組 織 鬮 財団法人 日本医療機能評価機構(厚生労圓省所管)

　 　　　　　　 　 　　　　　　
･ -‐ ‐ " - - - - - - - ≦‐こ

　 　 　 　 　 　 　　　 　　
　 　 　

‐ 『 -- ‐ ~ - -
- - ‐‐ ‐ --"‐ - - 、‐ -

- - ‐ ‐- --- - -

テ ー す れ ニー ･ - ゞ - - - : -
　 　 　 　 　 　 　 　　 　　

-- 十 三 、 --

別紙2

健康で元気な赤ちゃんが無事に生まれて きてほ しいと いう妊産婦とご家族の願いをかなえるために、
医師や助産師は全力で取 り 組んでお り ます。 しか しながら 、 予期せぬこ と によ り 、 障害を持って生
まれて く る赤ちゃんがいる こ と も事実です。 万が一、 赤ち ゃんに 、 分娩に関連 して重度の脳性まひ
が発症 した場合には、 赤ちゃんとそのご家族をサポー ト したいと いう想いから 、 当院は ｢産科医療
補償制度｣ に加入 しています。

分娩に関連して発症 した重度脳性まひと認定された場合には、 準備一時金600万円 と補償分割金2 , 400万円の補償金
(総額3 , 000万円 ) をお支払い し ます。

看護 ･ 介護を行うための基盤整備のために 看護 ･ 介護費用として 、 毎年定期的に給付

十 ′ 補償分割金 総額 2 400 万円
く年間 1 20万円を 20回)



制度の仕組みについて

&裟鸚, が ! 契約可 l 保険者 グ'

[(財
)日
本
医
療
機
能

　 　 　 　 　

鰯 ‐ ･ 運 ◎ 、機 掛 金 溝 鞭 保険料

損
害
保
険
会
社

　 　 　　 　 　 　
　 　 　 　 　ム △

補償金 (保険金)※2 - 1

※ ↑ : 運営組織が定めた標準補償約款を使用 して補償の約束を し ます。

※ 2 : 運営組織にて補償対象と認定されますと 、 運営組織が当院の代わ り に保険会社に保険金を請求し 、 保険金が補償金と して支払われます。

◎本制度は当院が加入する制度です。 従い ま して、 補償に向けた掛金は当院がお支払いするものです。

◎ これに伴いま して 、 掛金相当分の分娩費の引上げを実施いた し ますが、 当院で出産された場合 (2 2週以降の分娩)

には出産育児一時金35万円に 3万円が加算されるこ とから 、 妊産婦の皆様のご負担は軽減されます。

- -こむ r h , - - . " 月影 ! きき %“翔彩彩彩%移%勿彩勿%%彩勿彩翔勿勿彩翔彩移勿%

医学的観点から原因を分析し、 事例情報 収集 した事例を体系的 ‘こ整 広く ‐檄, 産科医療の
児と分娩機関の双方に結果 の義 理 し 、 再発防止策を策定 し 公開･ 提言 質の向上
をフ イ ー ドバツ ク し ま す。 ます。

補償申請について

◎補償申請は、 原則 と して 、 脳性まひの確実な診断が行われる生後 1 年以降に行う こ と ができ ます。 ただ し 、 極めて重症の

場合には、 生後 6 ヶ月 以降で診断が可能となる場合があるため、 所定の要件を満たせば生後6 ヶ月以降においても 申請を

行う こ と ができます。

◎なお 、 補償請求者 (児) が生後 6 ケ 月未満で死亡した場合には 、 脳性まひと診断する こ とが困難であるため、 本制度の補償対

象と して認定されません。

◎申請にかかる具体的な手続きについては、 出産された分娩機関または運営組織である財団法人日本医療機能評価機構 (電話 :

03‐ 5800 ‐ 2 23 1 ) にご確認く ださい。

その他注意事項

1 ) 産科医療補償制度に加入 している分娩機関での出産が、 本制度の補償対象とな り ま す。 転院される場合には 、 転院先の

分娩機関が本制度の加入分娩機関かと うが (財) 日本医療機能評価機橋のホームページ (h tt p : //www . sanka - h p , j cqhc , o r , i p/)
で事前にご確認 く だ さい。

※本制度に加入 していない分娩機関で出産された場合には 、 補償対象 とな り ませんのでご注意 く だ さ い。

2 ) 分娩機関に過失が認められ損害賠償金が支払われる場合、 補償金と損害賠償金を二重に受け取る こ とはできません。

補償金と損害賠償金の調整が行われます。

3 ) 制度に関する詳細は、 補償約款 、 (財) 日 本医療機能評価機構のホームページ (ht tp : //www . san ka‐h p .j cq hc . o r . i p / ) を
ご確認 く だ さい。

も一一:
【産科医療補償制度についてのお問い合わせ先】

シンボルマークです産科医療補償制度専用コールセンター 63 繭鋼鱗
電話 : 03‐5800‐223 1 受付時間 :午前9時~午後5時 (土日祝除く ) m㈱獺翻･

妊
産
婦

(児
)



財団法人 日 本医療機能評価機構

産科医療補償制度運営委員会規則

目 的)

1 条 こ の規則は、 財団法人 日本医療機能評価機構 (以下 ｢機構｣ と い う 。 ) 寄附行為第 3

4 条な らびに機構寄附行為施行規則第 3 条の規定に基づき 、 産科医療補償制度運営委員会

(以下 ｢委員会｣ と い う 。 ) の組織及び運営に関する事項を定め る こ と を 目 的 と する 。

2 条 委員会は 、 執行理事の諮問に応 じて 、 産科医療補償制度の運営に関する事項を審議

する。

沮織等)

3 条 委員会は、 2 0 人以内の委員を も っ て組織する 。

委員は、 学識経験者の 中か ら理事長が委嘱 し 、 その任期は 2 年以内 と する 。 ただ し 、 再

任を妨げない。

補欠又は増員に よ り 委嘱 された委員の任期は 、 前任者又は現任者の残任期間 と する 。

委員の う ち 1 人を委員長 と し 、 理事長が指名する 。

委員長は会務を総理する 。

委員長は 、 あ ら か じめ委員長代理を指名 してお く こ と ができ る 。

4 条 委員会は 、 執行理事が招集する。

委員会は、 委員の過半数の出席がなければ、 開会する こ と ができ ない。

委員会の議事は、 出席 した委員の過半数を も っ て決 し 、 可否同数の と き は、 委員長の決

する と こ ろ に よ る 。

会議の公開 )

5 条 委員会の審議は 、 公開 と する 。 但 し 、 個人情報を保護する必要があ る事項等を審議

する場合は、 非公開 と する こ と ができ る 。

、 秘事項)

6 条 委員は、 非公開の委員会の審議の内容を他に漏 ら してはな ら ない。

7 条 委員会の庶務は、 産科医療補償制度運営部において処理する 。



(雑則)

第 8 条 こ の規則に定め る も ののほか、 委員会の運営等に関 し必要な事項は 、 理事長が別に

定め る こ と ができ る 。

附 則

1 こ の規程は平成 2 0 年 4 月 1 日 か ら施行する 。

2 こ の規程の変更は平成 2 0 年 1 2 月 1 7 日 か ら施行する 。



産科医療補償制度に係る診断基準作成に関する検討会報告書

財 団 法 人 日 本 医 療 機 能 評 価 機 構

産科医療補償制度に係 る診断基準作成に関す る検討会

平成 2 0 年 1 1 月 2 8 日

資料1
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は じめに

産科医療補償制度は、 平成 21 年 1 月 1 日 よ り 開始される こ と と なった。 産科医療の厳

しい現状に対応するため、 本制度の創設の検討が行われ、 早期に制度開始の運びと なっ

た こ と は、 産科医療に と って大変意義のある こ と と 考える 。

｢産科医療補償制度運営糸測織準備委員会報告書費こおいては、 分娩に係る医療事故 (過

誤を伴 う 事故及び過誤を伴わない事故の両方を含む) に よ り 、 脳性麻痺と なった児及び

その家族の経済的負担を速やかに補償する こ とや、 身体障害者等級の 1 級及び 2 級に相

当する者を補償の対象とする こ と 、 申請の開始時期は、 原則 と して、 脳性麻痺の確実な

診断が行われる生後 定年以降とするが、 極めて重症の場合は、 生後 6 ヶ 月 で診断が可能

と なる場合があるため、 一定の要件、 例えば複数の脳性麻痺に関する医学的知識を有す

る小児科医によ る診断等を満た"柚場合には、 生後 6 ヶ月 以降においても 申請可能とする

こ と 、 正確な診断を行 う ために、 生後 3 年程度まで経過を見なければ診断できない場合

も ある こ と 、 等が記載されている。

こ の よ う &こ 、 本制度における補償を円滑に進めるためには、脳性麻痺に関 して早期に、

かつ正確に診断する こ と が求め られる。 そ こで、 現行の身体障害認定の仕組みを参考に

しつつ、 早期の、 かつ正確な認定に資する よ う 、 診断基準を検討した。 脳性麻痺に関す

る診断にあたっては、 小児科医や リ ハ ビ リ テーシ ョ ン科医等の役割が重要である 。

産科医療補償制度標準補償約款では、 補償盤認定請求時及び補償分割金請求時に、 脳性

麻痺に関する診断書を提出する こ と と しているため 、 診断基準を盛 り 込んだそれぞれの

診断書の様式を作成した。

本報告書の作成にあたっては、 日本小児神経学会 (大澤真木子理事長) 、 日 本 リ ハビ リ

テーショ ン医学会 (里宇明元理事長) のご協力 をいただいた。

本検討会の成果が、 本制度の円滑な運営に資する こ と を願 う ものである 。



1 . 診断基準の基本的な考え方

身体障害者等級の 1 級又は 2級に相当する脳性麻痺の重症度を判断するために、 まず、

身体障害者福祉法によ る身体障害認定の考え方について、 本制度と の関連を中心に整理

した。

本制度の重症度の診断は、 身体障害者福祉法によ る身体障害認定の考え方に基づ く こ

と が適当 と考え られたが、 速やかに補償を 目指す本制度の特性から 、 診断基準を新たに

作成 し、 それに伴い診断書の様式も新たに作成する必要がある と整理した。

新たに作成する診断基準は、 ｢産科医療補償制度運営組織準備委員会報告書｣ の趣旨に

即 して下肢、 体幹の障害に注 目 したもの と し、 生後 6 ヶ月 以降満 5歳までの乳幼児の診

断に適当な内容と した。

2 . 身体障害者福祉法によ る身体障害認定の考え方

身体障害者福祉法に関する ｢身体障害認定基準及び繧認定要領｣ の内、 本制度におけ

る診断基準に関連する項囲ま以下の と お り である 。

[以下、 ｢第 1 章総括的事項 主身体障害認定基準 第 =総括事項｣ よ り 抜粋 (資料 2 ) ]

1 ) 意識障害を伴 う 身体障害者についても 、 日 常生活能力の回復の可能性又は身体障

害の程度に着 目する こ と に よ って障害認定を行 う こ 割ま可能である こ と 。 なお、 意

識障害の場合の障害認定は、 常時の医学的管理を要しな く なった時点において行 う

ものである こ と 。
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2 ) 乳幼児に係る障害認定は、 障害の種類に応 じて、 障害の程度を判定する こ と が可

能と なる年齢 (概ね満 3 歳) 以降に行 う こ と 。

3 ) 第 2 の個別事項の解説は、 主と して 1 8 歳以上の者について作成されたものであ

るから 、 児童の障害認定の判定については、 その年齢を考慮して妥当 と 思われる等

級を認定する こ と 。

4 ) 治療や訓練を行 う こ と るこ よ って将来障害が軽減する と 予想される と き は、 残存す

る と 予想される障害の限度でその障害を認定 して身体障害者手帳を交付 し、 必要と

あれば適当な時期に診査等の結果によって再認定を行 う こ と 。

[以下、 ｢第 5 章肢体不自 由 n身体障害認定基準 1 総括的解説｣ よ り 抜粋 (資料 3 ) ]

5 ) 乳幼児期以前に発現 した非進行性の脳病変に よってもた ら された脳原性運動機能

障害については、 その障害の特性を考慮 し、 上肢不 自 由 、 下肢不自 由 、 体幹不 自 由

の一般的認定方法によ らず別途の方法によ る こ と と した ものである こ と 。

[以下、 ｢第 5 章肢体不自 由 m身体障害認定要領 1 診断書の作成について｣ よ り 抜粋 (資料4 ) ]

6 ) 身体障害者障害程度等級表 (身体障害者福祉法施行規則第 5 条に定める別表 5 )

においては、 肢体不 自 由を、 上肢、 下肢、 体幹及び乳幼児期以前の非進行性の脳病

変によ る運動機能障害に区分 している こ と 。

7 ) 乳幼児期以前に発現 した脳原性運動機能障害については、 専用の別様式診断書 ｢脳

原性運動機能障害用｣ を用いる こ と と し、 その他の上肢、 下肢、 体幹の障害につい

ては、 別様式診断書 ｢肢体不 自 由の状況及び所見｣ を用いる こ と 。



[以下、 ｢第 5 章肢体不自 由 m身体障害認定要領 2 障害程度の認定について｣ よ り 抜粋 (資料4 ) ]

8 ) 脳原性運動機能障害は、 脳原性障害の中でも特に生活経験の獲得と い う点で極め

て不利な状態に置かれている乳幼児期以前に発現 した障害について特に設け られ

た区分である こ と 。

3 . 診断基準作成の必要性

重症度については、 身体障害者等級の 1 級又は 2級に相当するか杏かの診断を行 う た

め 、 基本的には身体障害者障害程度等級表 (資料 1 ) 及び現行の身体障害認定基準及び認,

定要領 (資料 2 、 資料 3 ) の考え方に基づ く こ と が適当 と考え られる。

しかし、 本制度では、 速やかに補償する こ と を 目 的の一つ と しているため、 生後 6 ヶ

月 以降 と い う 比較的早期の段階に注 目 した診断基準である こ と 、 現行の身体障害認定の

う ち 、 肢体不 自 由 侶茵原性運動機能障害を含む) の 2 級 と 3 級と を区別する基準が必ず

しも明確でないこ と か ら 、 その点に係る判断に考慮 した診断基準である こ と 、 また、 本

制度では、 再審査、 再認定によ る重症度判定の変更を想定していないため 、 早期に実施

しても 、 でき るだけ正確な重症度判定ができ る診断基準である こ と が求め られている。

したがって、 新たな診断基準を作成する こ と と し、 それに伴い診断書の様式も新たに

作成した。

4 . 診断基準作成の考え方

生後 6 ヶ月 か ら満 5 歳までの児に対する診断書の様式を作成する にあたっての考え方
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は以下の と お り である。

｢身体障害者障害程度等級表｣ の 、 ｢肢体不 自 由 障害程度等級表｣ を参考 と して 、 ｢産

科医療補償制度障害程度等級表｣ を作成 した。 また、 それに伴って本制度に適 した診断

書の様式を作成 した。

新 し く 作成する診断書の様式は、 本制度の申請時期である生後 6 ヶ月 か ら満 5 歳まで

の全ての期間に適用する こ と と し、 現行の診断書 ･ 意見書は使用 しない。

本制度では、 生後 6 ヶ月 以降満 5 歳まで乳幼児が申請する こ と と なるため、 診断にあ

たっては、 児の発達を加味する必要がある 。 現在、 脳性麻痺児の運動機能障害の評価に

使用 されている G事疵偽 (Gross Motor Funct 1on C1ass 1f1 cat 1on Sys tem) (資料 7 ) は、 客

観性があ り 、 長期データ も ある こ と か ら 、 予後判断に使用でき るので、 鍋樹CS を参考に、

｢下肢 ･ 体幹運動に関する項 目 ｣ を作成 した。 一方、 上肢の運動機能障害の評価は、 ｢遠

城寺 ･ 乳幼児分析発達検査表 (九大小児科改訂版) ｣ 等を参考に、 ｢上肢運動に関する項

目 ｣ を作成した。

生後 6 ヶ 月 か ら満 1 歳までについては、 よ り慎重に判断する必要がある こ と か ら 、 神

経学的所見及び臨床経過の提出も求める。

また 、 除外基準を判断するために必要な検査は、 診断にあたって過度の負担が生じな

いよ う な項 目 と した。
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5 . その他

重度脳性麻痺に対しては、 適切な医療や リ ハ ビ リ テーシ ョ ン、 生活介助等が行われてい

る こ と が重要であ り 、 また、 障害児に対する虐待が大き な問題と なっている こ と か ら ｢治

療及び リ ハ ビ リ テーシ ョ ンの状況｣ 、 旧 常生活及び介助の状況｣ の項 目 を設けた。

本制度の申請にあたっての診断が適切に行われる よ う "こ 、 診断に携わる医師に対する診

断書記載マニュアルの作成及び研修を行 う 必要がある。
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診 断 書 の 内 容 構 成

1 , 診断書の構成

( 1 ) 補償認定請求用

1 ) (総括表) 脳性麻痺診断書 く 2 枚) 総括 ‐ 1 =総括 ‐ 劉

2 ) 脳性麻痺の状況及び所見 ( 3 枚) 所見 ‐ 1 I 國見 ‐ 2 I 断見 ‐ 3 I

3 ) 検査結果 ( 2 枚) 隧査 ‐ 1 - 隧査 ‐ 2 -

4 ) 神経学的所見及び臨床経過 ( 2 枚) 踵症 ‐ 1 I 踵症 ‐ 2 -

5 ) 写真及び検査データ貼付欄 ( 2 枚)

( 2 ) 補償分割金請求用

診断書 ( 1 枚)

2 . 診断書運用方法

( 1 ) 申 請 される児が満 1 歳以上の場合

総括 ‐ u 総括 ‐ 2｣ 所見 - 1 I 随見 ‐ 2 I 腕見 ‐ 3 I 検査 ‐ 1 ｣ 検査 ‐ 劉の

合計 7枚を使用する 。

( 2 ) 申請 さ れる児が生後 6 ヶ 月 以上満 1 歳未満の場合

総括 ‐ 1 =総括 ‐ 2 I 晒見 ‐ 1 I 所見 ‐ 2 - 所見 ‐ 3 =重症 ‐ 1 I 厘症 ‐ 劉

検査 ‐ 1 I 隧査 ‐ 2 -の合計 9 枚を使用する 。

( 3 ) 補償分割金請求の場合、 ｢診断書 く補償分割金請求用 ) ｣ を使用する 。
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産科医療補償制度

補償請求用 専用診断書
(補償認定請求用)

こ の診断書は、 産科医療補償制度におけ る補償請求時に必要な 、 脳性麻痺に関する診断

書です。 記入に際 しては、 以下の点にご注意いただき ますよ う お願いいた します。

く ご記入にあた っ ての注意点>

L 産科医療補償制度では、 こ の診断書は次のいずれかの条件を満たす医師に記入いただ

く も の と しています。

① 身体障害者福祉法第十五条第一項の規定に基づ く 障害区分 ｢肢体不 自 由 ｣ の認定

に係 る小児の診療等を専門分野 と する 医師

② 日 本小児神経学会の定め る小児神経科専門医の認定を受けた医師

2 . 診断書への記入は 、 原則、 患者の満 1 歳の誕生 日 か ら満 5 歳の誕生 日 までに診断 し

た内容を記入 して く ださ い。 ただ し 、 重度脳性麻痺であ る と の診断が可能な場合は、

生後 6 ケ 月 を経過 した以降に診断した内容を記入いただ く こ と が可能です。

3 . 生後 6 ヶ 月 か ら満 1 歳の誕生 日 ま でに診断する場合は 、 本診断書の 8 枚 目 及び 9 枚

目 の ｢神経学的所見及び臨床経過｣ も合わせて記入 して く ださい。

4 , ご記入に際 して ご不明な点等がございま した ら 、 以下の問い合わせ先までお問い合わ

【診断書記入に関するお問い合わせ先】

財団法人 日 本医療機能評価機構

産科医療補償制度運営部 審査 ･ 補償担当

TBL : 03‐52 17‐ 3 188

受付時間 : 9 : 00~ 17 : 00 (土 日 祝除 く )

<産科医療補償制度運営組織使用欄>

B ‐206 (1) 08 . 1 2 ‐ 5 , 000
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- 総括 ‐ 1 -

(総括表) 脳 性 麻 痺 診 断 書

氏 名

フ リ ガナ

箱
西暦 年 月 日

( 歳 ヶ 月 )

男 ･ 女

住 所
T

電 話

保護者

氏名

① 診断 (脳性麻痺) □痙直型 口アテ ト ーゼ型 ( ) □混合型 ( )

口失調型 口その他 (例 : 弛緩型等 )

② 等級区分 : ｢A 1 ｣ ｢A2｣ ｢A3 ｣ ｢ B 1 ｣ ｢ B2｣ ｢B3 ｣ の う ち該当す る項 目 に○ を記入 し て く だ さ い (複数可 ) 。

産 科 医 療 補 償 制 度 障 害 程 度 等 級 表

＼＼ 上 肢 不 自 由 田 下 鼓 不 自 由 [2] 体 幹 不 自 由 [3]

A [Aq [A2] [A3]
両上肢の機能を全廃 したもの 両下肢の機能を全廃 したもの 体幹の機能障害によ り座っている こ とができな し 、 もの

[B 1 ] [B2] [B3]

B 1 ) 両上肢の機能の著しい障害 両下肢の機能の著しい障害 1 ) 体幹の機能障害によ り 座位又は起立位を保つこ とが
困難なもの

2 ) 一上肢の機能を全廃 したもの 2 ) 体幹の機能障害によ り立ち上がる こ とが困難なもの

＼ 上 肢 不 自 由 [1 ] 下 肢 不 自 由 [2] 体 幹 不 自 由 [3]

A
[Aq

両上肢の機能を全廃 したもの

[A2]

両下肢の機能を全廃 したもの

[A3]

体幹の機能障害によ り座っている こ とができな し 、 もの

B

[B 1 ]

1 ) 両上肢の機能の著しい障害

2 ) 一上肢の機能を全廃 したもの

[B2]

両下肢の機能の著しい障害

[B3]

1 ) 体幹の機能障害によ り 座位又は起立位を保つこ とが
困難なもの

2 ) 体幹の機能障害によ り立ち上がる こ とが困難なもの

③ 現在の身体測定値

･ 体重 ( kg) ･ 身長 ( cm) ･ 頭囲 ( cm)
④ 新生児期か らの障害の経過 ･ 現症

(生後 6 ヶ 月 以上か ら溝 1 歳未満で申請の場合、 本欄ではな く ｢ (重症用 ) 神経学的所見及び臨床経過｣ の欄に記入 して く だ さ い。 )

⑤ その他参考と なる合併症

･ 知的障害 口無 口有 (精神発達 歳 ヶ 月 相当 )

･ 合併症 口無 口有 (口呼吸障害 口嚥下障害 口その他 ( ) )

⑥ 治療及び リ ハ ビ リ テーシ ョ ンの状況 (虐待等を疑 う 所見があれば記入 し て く だ さ い。 )

⑦ 日 常生活及び介助の状況

9



I 総括 - 2 I

⑧ その他の特記事項

⑨ 除外基準の項 目 (検査結果よ り 、 該当する項目 の 口 に し点 を記入 し て く だ さ い。 )

* 下記の疾患等が新生児期 ･ 乳児早期か ら の運動障害について明 らかな原因と推定 される場合、 ｢有｣ を

選択 して く だ さ い。

* 除外診断に関する検査結果についてl検査‐ 1 扱垪検査2転記入 して く だ さ い。

* 画像診断の検査結果の コ ピーを添付 して く だ さ い。

* 検査が未実施である場合には、 検査を実施 しない理由 をl検査‐ 21の ｢ 2 . そ の他=こ記入 して く ださ い。

1 . 先天性要因

1 ) 南側性の広範な脳奇形

( 1 ) 滑脳症 口無 口有

( 2 ) 多小脳回 口無 口右

( 3 ) 裂脳症 口無 口有

( 4 ) 水 (頭) 無脳症 口無 口有

( 5 ) その他 口無 □有 ( )

2 ) 染色体異常 (G‐バン ド "こ よ る ) □無 口有 ( )

* 染色体検査未施行の場合 染色体異常を示唆する所見 口無 口有

3 ) 遺伝子異常 口無 口有 ( )

* 遺伝子検査未施行の場合 遺伝子異常を示唆する所見 口無 口有

4 ) 先天性代謝異常 口無 口有 ( )

5 ) 先天異常 口無 口有 ( )

2 . 分娩後に 、 妊娠、 分娩 と は無関係に発症 し た疾患等

1 ) 髄膜炎 口無 口有

2 ) 脳炎 口無 口有

3 ) その他の神経疾患 口無 口有

4 ) 虐待 口無 口有

5 ) その他の外傷 口無 口有

上記の と お り 診断する 。

併せて画像 (CT ･ MRI ･ 頭部エ コ ー) 、 検査 (脳波 ･ 血液データ等) 結果を付す。

西暦 年 月 日

医 療 機 関 の 名 称

所 在 地

電 話 番 号

診療担当料名 料 医師氏名 ◎

〔 口身体障害者福祉法第 1 5 条指定医 (肢体不 自 由 ) □小児神経科専門医 〕
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1 所見 - 1 -

脳 性 麻 痺 の 状 況 及 び 所 見

1 . 神経学的所見、 その他の機能障害の所見

*該当する項 目 の口に し点を記入 し、 ( )内には所見 ･ 理由 を記入して く ださ い。

1 ) 運動障害

□痙性麻痺 口不随意運動 口運動失調 口弛緩性麻痺

口その他 ( )

* 弛緩性麻痺の場合に 、 脳性である と 考え られる所見 ･ 理由 を記入 して く だ さ い。 ま た、 脊髄性又

は末梢神経障害、 神経筋疾患 (脊髄性筋萎縮症、 筋ジス ト ロ フ ィ ー 、 先天性 ミ オパチ一等) に よ

る運動障害ではない と考え る所見 ･ 理由 を記入 して く ださ い。

2 ) 麻痺部位

口 四肢麻痺 口両麻痺 口両側片麻痺 口対麻痺 口三肢麻痺 口片麻痺 口単麻痺

* 麻痺の発現部位 !こ 、 横線を記入 して く だ さ い。 ･ ･ 人
( ｣

、 ノ

3 ) 反射異常 (該当する箇所に○を記入 して く だ さ い。 )

無 有

右 左 右 左

バ ビンス キー反射

消 失 減 弱 正 常 亢 進

右 左 右 左 右 左 右 左

上腕二頭筋

上腕三頭筋

膝蓋腱反射

アキ レス腱反射

4 ) 姿勢異常 口無 口有 (

5 ) 関節拘縦 口無 口有 (部位 :

1 1



- 所見 - 2 -

2 . 動作 ･ 活動の診察所見 (可能一〇 不可能一 × を記入)

1 ) 下肢 ･ 体幹運動に関する項 目

No 項 目 判 定

1
頚がすわ る (坐位で胸部を支えて も ら っ て 、 頭を真っ直 ぐに上げ 3 秒以上保持で

き る )

2 横向 き に半分寝返 り をする (臀部 と 肩甲骨のいずれもが 、 床面か ら離れる )

3 寝返 り をする (背臥位か ら腹臥位へ : 左右いずれかの一方ができれば可)

4 肘這いをする (腹部が床につ き 、 上肢を使っ て移動する )

5 床の上で、 後方か ら腰を支え る と 坐位を保持でき る

6 介助 して坐 らせる と 、 床に手をつけ 、 ひ と り で坐る ( 5 秒間 、 保持可能)

7 腹臥位で頭部を垂直に拳上

8 自 分で、 臥位か ら坐位へ起き上が る

9 手をつかずにひ と り で坐る ( 3 秒以上)

10 手をつかずにひ と り で坐っ て 、 45 度後方のお も ち ゃ に手を伸ばせる

1 1 四つ這いする が 、 下肢を交互に動か さず、 バニーホ ッ プやい ざ り 這いする

12 下肢を交互に動か して 、 四つ這いする

13 机につかま って立ち上がれる

14 こ たつや手す り な どにつかま っ て伝い歩きでき る ( 5 歩以上)

1 5 歩行補助具 (杖、 歩行器) を使っ て移動する が 、 方向転換時に介助を要する

16 歩行補助具を使っ て 、 移動する 。 介助は不要

17 大人の介助があれば、 階段を上がれる

18 支持な しで、 1 0 歩、 歩け る

19
支持な し (装具も な し) で 10 歩、 歩いて停止 し 、 転ばずに も と居た場所に戻って く

る

20 支持な しで立位を保持でき る ( 3 秒以上)

2 1 床か ら立ち上が り 立位を と る

22 手す り を使っ て 、 4 段、 階段を上がれる (同 じ段に足をそ ろ えずに)

2 3 手す り を使わずに 、 4 段、 階段を上がれる (同 じ段に足をそ ろ えずに)

1 2



I 所見 - 3｣

2 ) 上肢運動に関する項 目

No 項 目
判 定

右 左

14 手にふれた も の をつかむ (反射は除 く )

2 手を 口 に持っ てい く

3 手を開 く こ と ができ る

4 ガラ ガラ を少 しの間 、 握って遊ぶ

5 顔に掛けたハンカチを と る

6 近 く の も の を手を伸ば してつかむ

7 お も ち ゃ等を も ちかえ る

8 哺乳瓶を 自 分で持て る

9 小 さい も の を親指 と 人差し指でつまむ

10 ス プーンが持てる

1 1 リ モ コ ンのボ タ ンを押せる

12 知 っ てい る も の を見て指で さ す

13 な ぐ り 書き をする

14 積み木を 1 つ積め る

15 積み木を 2 つか 3 つ積め る

16 お箸が持て る

17 はずむボールをつかむ

18 鉄棒な どにぶ ら さ が る

3 ) 姿勢や移動状況 (坐位、 臥位、 車椅子移乗等) が確認でき る全身の写真を裏面に必ず氏名 、 生年

月 日 を記入 し 、 写真貼付欄にの り づけ して く だ さ い (複数枚可) 。

注 : 写真は、 医師が適切に選択 し 、 焼き付けた写真を原則 と し ますが、 医師が必要である と判断 した場

合は動画も可と し ます。

1 3



I 検査 - 1 -

検 査 結 果
*検査結果の検査項目 が記載されている 、 検査データ等を検査貼付欄に貼付した場合、 記入する必要はあ り ません。

1 ー 1 . 頭部画像検査 ( 3 回以上実施 し た場合には生後か ら早期 、 中期 、 最近の代表的な 3 回分を記入 し て く ださ い。 )

頭部画像検査名

(MR I 又は C T を記入)
実 施 年 月 日 所 見

. ･

. ･

. ･

1 ー 2 . 染色体検査 ( G バン ド検査 )

実 施 年 月 日 結 果 (核型)

. ･

1 4



- 検査 - 2 I

1 ー 3 . 血液検査 (最近の代表的なデータ を記入 して く だ さ い。 )

血 液 検 査 内 容 実 施 年 月 日 検 査 結 果

血 算

WB C (/ # @) . ･

R B C (X 1 04/ 彩 @) . ･

H b (g/dの . ･

P L T (x104/mの . ･

肝 機 能

A S T (GOT) (IU/@) . ･

A L T (GPT) ( IU/@) . ･

L D H ( IU/@) . ･

ア ンモニア (mg/dの . ･

血 液 ガ ス 分析

該当に○を付す 動脈 ･ 静脈

p H . ･

p02 (皿Hg) . ･

pC02 (mmHg) . ･

HC03 ‐ (mEq/@) . ･

Base Exc ess (直q/@) . ･

An1on Gap (mEq/@) . ･

乳 酸 (mg/dの . ･

ピ ル ビ ン 酸 (mg/dの . ･

血 漿 ア ミ ノ 酸 分 析
異常高値 ケミ ノ酸名) . ･

異常低値 ケミ ノ酸爲 . ･

2 . その他

1 ) 上記の検査を実施 しなかっ た場合には、 その理由 を必ず記入 して く だ さ い。

2 ) 上記の検査以外に実施 した検査 ( ク レアチンキナーゼ (CK) 、 血清銅、 アイ ソザイ ム等) があれ

ば、 その 日 付又は年齢 と検査結果を必ず記入 して く だ さい。

1 5



l 重症 - 1 -

神 経 学 的 所 見 及 び 臨 床 経 過
*生後 6 ヶ月 以上から満 1 歳未満で申請の場合のみ記入

*検査 (頭部エ コー、 脳波、 聴性脳幹反応等) 結果及び治療 ･ 診断 (N I CU 退院サマ リ ーのコ ピー等) を

一緒に提出 し て く ださ い。

1 . 重度脳性麻痺に関する診断 ･ 治療経過サマ リ ー

2 . 診断割こお ける中枢神経系の所見について 、 該当する項 目 の口 に し点を記入 し て く だ さ い。

1 ) 意識障害 口無 口有 程度 (

2 ) 自 発運動 口無 口有 程度 (

3 ) 除脳硬直 口無 口有 程度 (

4 ) 除皮質硬直 口無 口有 程度 (

5 ) 痙攣 口無 口有 程度 (

6 ) 瞳孔反応

0散瞳 (散大) □無 口有 程度 (

0固定 口無 口有 程度 (

0対光反射 口無 口有 程度 (

7 ) 注視 口無 口有

8 ) 迫視 口無 口有

9 ) 咽頭反射 口無 口有 程度 (

10) 自 発呼吸 口無 口有 程度 (

1 6



I 重症 - 2 I

1 1 ) 嚥下障害 □無 口有 程度 ( ) □ 不明

12) 薬物使用 口無 口有 種類 (

13) 酸素使用 口無 口有 量 ( ) % ( ) @/皿in

夜間酸素使用 口無 口有

14) 気道処置 (加湿 ･ 吸引等) □無 口有

15) 気管内挿管 ･ 気管切開 口無 口有 種類 ( )

16 ) 人工呼吸器の使用 口無 口有

17) 経管栄養 口無 口有 種類 (例 " 胃瘻等 )

3 . その他 (脳波、 聴性脳幹反応等)

1 7



写 真 及 び 検 査 ナ ー タ 貼 付 欄
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写 真 及 び 検 査 丁 一 タ 貼 付 欄
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産科医療補償制度

補償請求用 専用診断書
(補償分割金請求用)

この診断書は、 産科医療補償制度における補償分割金請求時に必要な、 脳性う麻痺に関する診断

書です。 記入に際しては、 以下の点々こご注意いただきますよ う お願いいた します。

く ご記入にあたっての注意点>

L 産科医療補償制度では、 この診断書は次のいずれかの条件を満たし、 か錫継続的に児の状態を診

察している医師の記入を推奨しています。

① 身f榔章害者福祉法第十五条第一項の規定に基づく 障害区分 ｢肢体不自 由｣ の認定に係る

小児の診療等を専門分野とする医師

② 日本刀･ク薔朝窿≦学会の定める小児神経科専門医の認定を受けた医師

2 . ご記入に際してご不明な点がございま した ら 、 以下の問い合わせ先までお問い合わせく さだ九 ~

【診断書記久に関するお問い合わせ先】

財団法人 日本医療機鑽評価機構

産科医療補償制度運営部 審査 ･ 補償担当

肥EL : 03‐5217‐3188

受付時間 : 9 : 00~17 : 00 (土日視除く )

<産科医療補償制度運営組織邇吏用欄>

f j l i i 美 !
B .206 の 鱒. 12･ 5,…
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氏 名

フ リ ガナ

篩
西暦 年 月 日

( 歳 ヶ月 )
男 ･ 女

住 所
T

電 話

保護者
賂

① 脳艦麻痺病型 解瀞型が分か赫ば滴り、 して く ださい。 ) その他の病酩 ( )

② 現在の障藝覇程度及び粗大濾せ乙; 状況 鮮U定の欄に○ : でき る 、 × : できない、 を記入して く ださ し し )

No 項 目 判 定

1 寝返り をする 桔ヒ臥位から腹臥位へ : 左右いずれかの一方ができればぞ可)

2 手をつかずにひと り で坐って、 4朝薪後方のおもちゃに手を伸ばせる

3 下肢を交互に動かして、 四つ這いする

4 こたつや手すり などるこつかまって伝い歩きができる ( 5歩以上)

5 メ垪縦縞補助具を使って移動する 仂向転園興時をこ介助は不要)

6 支持なし (柴具もなし) で 10 歩、 歩いて停止し、 転ばずにも と居た場所に戻って く る

7 床から立ち上が り 立位を と る

8 手すり を使わずに、 4段、 階段を上がれる (同 じ段に足をそろえずに)

9 近く のものを手を伸ばしてつかむ

10 リ モコンのボタ ンを押せる

1 1 “まずむボールをつかむ

③ 治療及びリ ハビリ テーシ ョ 珍状況

④ 日常生活及び介助の状況

⑤ その他特記事項

⑥ 現在の身体測定値 体重 ( k g ) 身長 ( cm)

上記の とお り診断する。

西暦 年 月 日

医 療 機 関 の 名 称

所 在 地

電 話 番 号

診療担当料名 料 医師氏名 ◎

〔 □身体障害者福祉法第 1 5条指定医 肢体不自 由) □小児神経科専門医 □その他 ( ) 〕
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資料- 1

第5章 肢体不自 由 I 障害程度等級表

肢体不自 由

上肢 下肢 体幹
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
上肢機能 移動機能

1 級
1 . 両上肢の機能を全廃したもの

2 , 両上肢を手関節以上で欠くもの

1 . 両下肢の機能を全廃したもの

2 . 両下肢を大腿の2分の 1 以上で欠くもの

体幹の機能障害により坐っていることができない
もの

不随意運動 ･ 失調等により上肢を使用する
日 常生活動作がほとんど不可能なもの

不随意運動 ･ 失調等により 歩行が不可能な
もの

2級

1 . 両上肢の機能の著しい障害

2 . 両上肢のすべての指を欠くもの

3 . 一上肢の上腕の2分の 1 以上で欠くもの

4. 一上肢の機能を全廃したもの

1 . 両下肢の機能の著しい障害

2. 両下肢の下腿の2分の T 以上で欠くも
の

1 . 体幹機能障害により坐位又は起立位を保つ
ことが困難なもの

2 . 体幹の機能障害によ り立ち上がることが困難
なもの

不随意運動 ･ 失調等により上肢を使用する
日 常生活動作が極度に制限されるもの

不随意運動 ･ 失調等により歩行が極度に制
限されるもの

3級

1 . 両上肢のおや指及びひとさし指を欠 くもの

2 . 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全
廃したもの

3. 一上肢の機能の著しい障害

4。 一上肢のすべての指を欠くもの

5. 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの

1 . 両下肢をショパー関節以上で欠くもの

2 . 一下肢を大腿の2分の 1 以上で欠くもの

3 . 一下肢の機能を全廃したもの 体幹機能障害により歩行が困難なもの
不随意運動 ･ 失調等により上肢を使用する
日常生活動作が著しく制限されるもの

不随意運動 ･ 失調等により歩行が家庭内で
の 日 常生活活動に制限されるもの

4扱

- . 面上談のおや婿を欠くもの

2 面上肢のおや指の淺優を全廃したもの

a 一上眩の蒲団節、 尉國節又は半関節の うち 、 いずれかの一震節の橙蛙を全廃したもの

4‐ 一上肢のおや鰭及びひとさし指を欠くもの

5. 一上肢のおや指及びひとさし指の搜撻を全廃したもの

6. おや指又はひ とさ し指舵;含めて-上肢の三指を欠くもの

7. おや指又はひ とさし指を含めて一上肢の三指の総韓を全廃 したもの

& おや鮨又はひとさし指を含めて一 事毀の四緒の檮鐙の著しい韓吾

1 . 両下肢のすべての指を欠くもの

2 面下肢のすべての指の櫨蛙を全廃したもの

3 ‐ 一下肢を下理の2分の 1 以上で欠くもの

4 . 一下霞の檀篝の著しい障害

5. 一下肢の段関騎又は鯵開館の役能を全廃したもの

6. 一下度が襞倒に比して、 1 く鞄ンチメートル以上又は屋健の長さの1 0分の 1 以上

短いもの

不瓱母連繋 . 失鏡等による上鼓の桜鐘韓害により社会での 日箒生活活動が著しく創國さ
れるもの

不陸意廷勒 ･ 矢講等により社会での 日食生活活動が著しく編賑され るもの

5級

1 . 面上鼓のおや指の殺鯰の署しい陣舂

a 一上段の肩関節、 肘関節又は手関節のうち 、 いずれか一鱒節の緩鐙の著 しい腱吾

3. 一上肢のおや指を欠くもの

4‐ 一上肢のおや指の役饒を全廃したもの

5. 一上肢のおや鮨及びひとさし指の緩能の著しい噂喜

色 おや指又はひ とさ し指を含めて一上肢の三指の漫撻の著しい薄暮

1 . 一下鼓の設題筋又は辰関節の攪醒の蚕しい隠啓

之 一下毀の足罠箇の豊能を全廃 したもの

3. 一下酸が霊園に比して5センチメートル以上又は豊艶の装さの 1 5分の1 以上短し、
もの 体銭の縊能の著しい障害

不随章蓮動 ･ 失霰等による上肢の役箋障害により 社会での 日常生活后勒に支障のある
もの

不随意延動 ･ 矢諒等により社会での 日 常生活活動に主導のあるもの

6鍛

l . 一上肢のおや指の攪撻の蚕しい障害

之 ひ とさし措を含めて一上肢の=指を欠くもの

a ひとさし指を含めて一上談の二箱の槐蜷を金堕したもの

I . 一下弦をリ スフラン國篇以上で欠くもの

2 一下鮫の足萬節の笈髭の溌しい障害 不随葦湾動 ･ 矢蜑等により上肢の橙鎚の劣るもの 不陸意遅勒 ･ 失調等により移動獲鐙の劣るもの

7緻

1 . 一上肢の槐橇の経度の障害

名 一上鼓の属聾篇、 肘関節又は手閉節のうち 、 いずれか一関節の壊錠の経度の障害

a 一上鼓の手摺の淺義の難反の障害

急 ひ とさし指を含めて一上肢の二指の橙義の著しい障害

5‐ 一上鼓のなか指、 くすり指及び小指を欠くもの

儀 一上肢のなか指、 くす り 措及び小指の橙皀を全廃したもの

1 . 両下肢のすべての指の彼義の著しい薄暮

a 一下肢の淺錢の軽度の障害

3. 一下肢の殴国師、 匿胡顎又は尾関罰のうち 、 いずれか一顔簿の提篝の瓱最の薄
目

4 . 一下肢のすべての指を欠くもの

5. 一下肢のすべての指の機能を会擁したもの

& -下肢が霊留に比して3センチメートル以上又は膣倒の長さの20分の 1 以上短い

上肢に不納君蓬動･ 失調等を有する もの 下肢に不轤憲運動･ 失調等を有するもの

備考

1 . 同 一の等級について二つの重複する障害がある場合は 、 1 級うえの級とする 。 ただし 、 二つの重複する障害が特に本表中に指定されているものは 、 該当等級とする 。

2 . 肢体不 自 由においては 、 7級に該当する障害が2以上重複する場合は 、 6級とする。

3. 異なる等級について2以上の重複する障害がある場合については、 障害の程度を勘案して当該等級より上の級とすることができる。

4. ｢指を欠くもの ｣ とは 、 おや指については指骨間関節 、 その他の指については第 1 指骨間関節以上を欠くものをいう 。

5 . ｢指の機能障害 ｣ とは 、 中 手指節関節以下の障害をいい 、 おや指については 、 対抗運動障害をも含むものとする。

6. 上肢又は下肢欠損の断端の長さは、 実用長 く上腕においては腋窩より 、 大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの ) をもって計測 したものをいう 。

7. 下肢の長さは、 前腸骨棘より 内くるぶし下端までを計測したものをいう 。
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資料- 2

第 1 章 総 括 的 事 項

I 身体障害認定基準

第 1 総括事項

身体障害者福祉法 (昭和24年法律第283号。 以下 ｢法｣ と い う 。 ) は 、 身体障害者

の更生援護を 目 的 とする も のであ る が 、 こ の場合の ｢更生｣ と は必ず し も経済的、 社

会的独立を意味する も のではな く 、 日 常生活能力の回復を も含む広義の も のであ る こ

と 。 従っ て 、 加齢現象に伴 う 身体障害及び意識障害を伴 う 身体障害について も 、 日 常

生活能力の回復の可能性又は身体障害の程度に着 目 する こ と に よ っ て障害認定を行 う

こ と は可能であ る こ と 。 なお 、 意識障害の場合の障害認定は、 常時の医学的管理を要

しな く なっ た時点において行 う も のであ る こ と 。

法別表に規定する ｢永続する ｣ 障害 と は、 その障害が将来 と も 回復する可能性が極

めて少ない も のであれば足 り る と い う 趣旨であっ て 、 将来にわたっ て障害程度が不変

の も の に限 られる も のではない こ と 。

乳幼児に係 る 障害認定は、 障害の種類に応 じて 、 障害の程度を判定する こ と が可能

と な る年齢 (概ね満 3 歳) 以降に行 う こ と 。

ま た 、 第 2 の個別事項の解説は主 と して 18歳以上の者について作成 された も のであ

る か ら 、 児童の障害程度の判定については、 その年齢を考慮 して妥当 と 思われる等級

を認定する こ と 。 こ の場合、 治療や訓練を行 う こ と に よ っ て将来障害が軽減する と 予

想される と き は 、 残存する と 予想 される障害の限度でその障害を認定 して身体障害者

手帳を交付 し、 必要 と あれば適当 な時期に診査等に よ っ て再認定を行 う こ と 。

身体障害の判定に当たっ ては、 知的障害等の有無にかかわ らず、 法別表に掲げる 障

害を有する と 認め られる者は、 法の対象 と して取 り 扱っ て差 し支えない こ と 。 なお 、

身体機能の障害が明 ら かに知的障害等に起因する場合は、 身体障害 と して認定する こ

と は適当ではないので、 こ の点については、 発達障害の判定に十分な経験を有する 医

2

3

4
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師 ( こ の場合の発達障害には精神及び運動感覚を含む。 ) の診断を求め 、 適切な取扱

いを行 う こ と 。

5 7 級の障害は、 1 つのみでは法の対象 と な ら ないが、 7 級の障害が 2 つ以上重複す

る場合又は 7 級の障害が 6 級以上の障害 と 重複する場合は、 法の対象 と な る も のであ

る こ と 。

6 障害の程度が明 ら かに手帳に記載されてい る も の と 異な る場合には、 法第 1 7 条の

2 第 1 項の規定に よ る診査に よ っ て再認定を行 う こ と 。 正当 な理由 な く こ の診査を拒

み忌避 した と き は 、 法第 1 6 条第 2 項の規定に よ る手帳返還命令等の手段に よ り 障害

認定の適正化に努め る こ と 。

第 2 個別事項

六 2 つ以上の障害が重複する場合の取扱い

2 つ以上の障害が重複する場合の障害等級は、 次に よ り 認定する 。

1 障害等級の認定方法

( 1 ) 2 つ以上の障害が重複する場合の障害等級は、 重複する 障害の合計指数に応 じ

て 、 次に よ り 認定する 。

合 計 指 数 認 定 等 級

18 以 上

1 1 () 1 7

7 ^) 1 0

4 ~ 6

2 ~ 3

1

1 級

2 "

3 "

4 "

5 "

6 "

( 2 ) 合計指数の算定方法

ア 合計指数は 、 次の等級別指数表に よ り 各々 の障害の該当する等級の指数を合
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計 した も の と する 。

障 害 等 級 指 数

1 級

2 "

3 "

4 "

5 "

6 "

7 "

1 8

1 1

7

4

2

1

0 . 5

イ 合計指数算定の特例

同一の上肢又は下肢に重複 して障害があ る場合の 当該一上肢又は一下肢に係

る合計指数は、 機能障害のある 部位 (機能障害が 2 か所以上あ る と き は上位の

部位 と する 。 ) か ら 上肢又は下肢を欠いた場合の障害等級に対応する指数の値

を限度 と する 。

(例 1 )

右上肢のすべての指を欠 く も の 3 級 等級別指数 7

〃 手関節の全廃 4級 〃 4

合 計 1 1

上記の場合、 指数の合計は1 1 と な る が次の障害の指数が限度 と な る ため合

計指数は 7 と な る 。

右上肢を手関節か ら欠 く も の 3 級 等級別指数 7
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(例 2 )

左上肢の肩関節の全廃 4 級 等級別指数 4

〃 肘関節 “ 4 級 〃 4

〃 手関節 〃 4 級 〃 4

合 計 12

上記の場合、 指数の合計は 12 と な る が次の障害の指数が限度 と な る た め合

計指数は1 1 と な る 。

左上肢を肩関節か ら欠 く も の 2 級 等級別指数 1 1

2 認定上の留意事項

( 1 ) 音声機能障害、 言語機能障害及びそ しゃ く 機能障害の重複について は 1 の認定

方法を適用 しない。

( 2 ) 体幹機能障害 と 下肢機能障害は原則 と して 1 の認定方法を適用 して さ しつかえ

ないが 、 例えば、 神経麻痺で起立困難な も の等については体幹及び下肢の機能障

害 と して重複認定すべき ではな く 、 体幹又は下肢の単独の障害 と して認定する も

の と する 。

( 3 ) 聴覚障害 と 音声 ･ 言語機能障害が重複する場合は、 1 の認定方法を適用 して さ

しつかえない。

例えば、 聴力 レベル10odB以上の聴覚障害 ( 2 級指数1 1 ) と 音声 ･ 言語機能の喪

失 ( 3 級指数 7 ) の障害が重複する場合は 1 級 (合計指数18 ) と する 。

( 4 ) 7 級の障害は、 等級別指数を0 . 5 と し 、 6 級以上の障害 と 同様に取 り 扱っ て合

計指数を算定する 。

3 上記に よ り 認定 される 障害等級が著 し く 均衡を欠 く と 認め られる も の については、

地方社会福祉審議会の意見を聞いて別に定め る も の と する 。
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資料- 3

第 5 章 肢 体 不 自 由

□ 身体障害認定基準

1 総括的解説

( 1 ) 肢体不 自 由 は機能の障害の程度を も っ て判定する も のであ る が 、 その判定は、 強制

さ れて行われた一時的能力で してはな ら ない。

例えば、 肢体不 自 由者が無理をすれば 1 kmの距離は歩行でき る が 、 そのために症状

が悪化 した り 、 又は疲労、 疼痛等のために翌 日 は休業 しなければな ら ない よ う な も の

は 1 km歩行可能者 と はいえない。

( 2 ) 肢体の疼痛又は筋力低下等の障害 も 、 客観的に証明でき又は妥当 と 思われる も のは

機能障害 と して取 り 扱 う 。

具体的な例は次の と お り であ る 。

a 疼痛に よ る機能障害

筋力テス ト 、 関節可動域の測定又はエ ッ ク ス線写真等に よ り 、 疼痛に よ る 障害が あ

る こ と が医学的に証明 される も の

b 筋力低下に よ る機能障害

筋萎縮、 筋の緊張等筋力低下を き たす原因が医学的に認め られ、 かつ 、 徒手筋力テ

ス ト 、 関節可動域の測定等に よ り 、 筋力低下に よ る 障害があ る こ と が医学的に証明 さ

れる も の

( 3 ) 全廃 と は、 関節可動域 (以下、 他動的可動域を意味する 。 ) が 1 0度以内、 筋力では

徒手筋力テス ト で 2 以下に相 当する も の をい う (肩及び足の各関節を除 く 。 ) 。

機能の著 しい障害 と は 、 以下に示す各々 の部位で関節可動域が 日 常生活に支障を き

たす と 見な される値 (概ね90度) のほぼ30% (概ね30度以下) の も の をいい、 筋力で

は徒手筋力テス ト で 3 ( 5 点法沸こ相当する も のをい う (肩及び足の各関節 を除 く 。 ) 。

軽度の障害 と は 、 日 常生活に支障を き たす と 見な される値 (概ね90度で足関節の場
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合は30度を超えない も の。 ) 又は 、 筋力では徒手筋力テス ト で各運動方向平均が 4 に

相当する も のをい う 。

(注 4 ) 関節可動域は連続した運動の範囲 と して と ら え 、 筋力は徒手筋力テス ト の各運

動方向の平均値を も っ て評価する 。

( 4 ) こ の解説においてあげた具体例の数値は、 機能障害の一面を表わ した も のであ る の

で、 その判定に 当た っ ては、 その機能障害全般を総合 した上で定めなければな ら ない。

( 5 ) 7 級は も と よ り 身体障害者手帳交付の対象にな ら ないが 、 等級表の備考に述べ られ

てい る よ う に 、 肢体不 自 由で、 7 級相 当の障害が 2 つ以上あ る時は 6 級にな る ので参

考 と して記載 した も のである 。

( 6 ) 肢体の機能障害の程度の判定は義肢、 装具等の補装具を装着 しない状態で行 う も の

であ る こ と 。 ただ し 、 人工骨頭又は人工関節については、 2 の各項解説に定め る と こ

ろ に よ る 。

( 7 ) 乳幼児期以前に発現 した非進行性の脳病変に よ っ て も た ら さ れた脳原性運動機能障

害については、 その障害の特性を考慮 し、 上肢不 自 由 、 下肢不 自 由 、 体幹不 自 由 の一

般的認定方法に よ らず別途の方法に よ る こ と と した も のであ る 。

2 各項解説

( 1 ) 上肢不 自 由

ア ー上肢の機能障害

(ア ) ｢全廃｣ ( 2 級) と は 、 肩関節 、 肘関節、 手関節、 手指の全ての機能を全廃 し

た も の をい う 。

(イ ) ｢著 しい障害｣ ( 3 級) と は、 握 る 、 摘む 、 なで る (手、 指先の機能) 、 物 を

持ち上げる 、 運ぶ、 投げる 、 押す、 ひっ ぱる (腕の機能) 等の機能の著 しい障

害をい う 。

具体的な例は次の と お り であ る 。
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a 機能障害のある 上肢では 5 kg以内の も の しか下げる こ と ができ ない も の。

こ の際荷物は手指で握っ て も肘でつ り 下げて も よ い

b ー上肢の肩関節、 肘関節又は手関節の う ちいずれか 2 関節の機能を全廃 し

た も の

( ウ ) ｢軽度の障害｣ ( 7 級) の具体的な例は次の と お り であ る 。

a 精密な運動のでき ない も の

b 機能障害の あ る 上肢では1 okg以内の も の しか下げる こ と のでき ない も の

イ 肩関節の機能障害

(ア ) ｢全廃｣ ( 4 級) の具体的な例は次の と お り であ る 。

a 関節可動域30度以下の も の

b 徒手筋力テス ト で 2 以下の も の

(イ ) ｢著 しい障害｣ ( 5 級) の具体的な例は次の と お り であ る 。

a 関節可動域60度以下の も の

b 徒手筋力テス ト で 3 に相当する も の

ウ 肘関節の機能障害

(ア ) ｢全廃｣ ( 4 級) の具体的な例は次の と お り であ る 。

a 関節可動域1 0度以下の も の

b 高度の動揺関節

c 徒手筋力テス ト で 2 以下の も の

(イ ) ｢著 しい障害｣ ( 5 級) の具体的な例は次の と お り であ る 。

a 関節可動域30度以下の も の

b 中等度の動揺関節

c 徒手筋力テス ト で 3 に相当する も の

d 前腕の回内及び回外運動が可動域10度以下の も の
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エ 手関節の機能障害

(ア ) ｢全廃｣ ( 4 級) の具体的な例は次の と お り であ る 。

a 関節可動域10度以下の も の

b 徒手筋力テス ト で 2 以下の も の

(イ ) ｢著 しい障害｣ ( 5 級) の具体的な例は次の と お り であ る 。

a 関節可動域30度以下の も の

b 徒手筋力テス ト で 3 に相当する も の

オ 手指の機能障害

(ア ) 手摺の機能障害の判定には次の注意が必要であ る 。

① 機能障害のあ る指の数が増すにつれて幾何学的にその障害は重 く

なる 。

② おや指、 次いでひ と さ し指の機能は特に重要であ る 。

③ おや指の機能障害は摘む、 握る等の機能を特に考慮 して、 その障害の重 さ を定め

なければな ら ない。

(イ ) -側の五指全体の機能障害

① ｢全廃｣ ( 3 級) の具体的な例は次の と お り であ る 。 字を書いた り 、 箸を持つ こ と

ができ ない も の

② ｢著 しい障害｣ ( 4 級) の具体的な例は次の と お り であ る 。

a 機能障害のあ る手で 5 kg以内の も の しか下げる こ と のでき ない も の

b 機能障害のあ る手の握力が5kg以内の も の

c 機能障害のあ る手で鍬又はかなづち の柄を握 り それぞれの作業のでき な

い も の

③ ｢軽度の障害｣ ( 7 級) の具体的な例は次の と お り であ る 。

a 精密な る運動のでき ない も の
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b 機能障害のあ る手では1okg以内の も の しか下げる こ と のでき ない も の

c 機能障害のあ る手の握力が 15kg以内の も の

( ウ ) 各指の機能障害

① ｢全廃｣ の具体的な例は次の と お り であ る。

a 各々 の関節の可動域10度以下の も の

b 徒手筋力テス ト 2 以下の も の

② ｢著 しい障害｣ の具体的な例は次の と お り であ る 。

a 各々 の関節の可動域30度以下の も の

b 徒手筋力テス ト で 3 に相当する も の

( 2 ) 下肢不 自 由

ア ー下肢の機能障害

(ア ) ｢全廃｣ ( 3 級) と は 、 下肢の連動性 と 支持性をほ と ん ど失っ た も の をい う 。

具体的な例は次の と お り であ る 。

a 下肢全体の筋力の低下のため患肢で立位を保持でき ない も の

b 大腿骨又は脛骨の骨幹部偽関節のため患肢で立位を保持でき ない も の

(イ ) ｢著 しい障害｣ ( 4 級) と は 、 歩 く 、 平衡を と る 、 登 る 、 立っ てい る 、 身体を廻

す、 う ず く ま る 、 膝をつ く 、 座る等の下肢の機能の著 しい障害をい う 。

具体的な例は次の と お り であ る 。

a 1 km以上の歩行不能

b 30分以上起立位を保つ こ と のでき ない も の

c 通常の駅の階段の昇降が手す り “こすが ら ねばでき ない も の

d 通常の腰掛けでは腰掛け る こ と のでき ない も の

e 正座、 あ ぐ ら 、 横座 り のいずれも不可能な も の

( ウ ) ｢軽度の障害｣ ( 7 級) の具体的な例は次の と お り であ る 。
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a 2 km以上の歩行不能

b 1 時間以上の起立位を保つ こ と のでき ない も の

c 横座 り はでき る が正座及びあ ぐ ら のでき ないも の

イ 股関節の機能障害

(ア ) ｢全廃｣ ( 4 級) の具体的な例は次の と お り であ る 。

a 各方向の可動域 (伸展←→屈曲 、 外転←→内転等連続 した可動域) が 1 0度以

下の も の

b 徒手筋力テス ト で 2 以下の も の

c 股関節に人工骨頭又は人工関節を用いた も の

(イ ) ｢著 しい障害｣ ( 5 級) の具体的な例は次の と お り であ る 。

a 可動域30度以下の も の

b 徒手筋力テス ト で 斜こ相 当する も の

( ウ ) ｢軽度の障害｣ ( 7 級) の具体的な例は次の と お り であ る 。

小児の股関節脱臼で軽度の跛行を呈する も の

ウ 膝関節の機能障害

(ア ) ｢全廃｣ ( 4 級) の具体的な例は次の と お り であ る 。

a 関節可動域1 0度以下の も の

b 徒手筋力テス ト で 2 以下の も の

c 膝関節に人工骨頭又は人工関節を用いた も の

d 高度の動揺関節

(イ ) ｢著 しい障害｣ ( 5 級) の具体的な例は次の と お り であ る 。

a 関節可動域30度以下の も の

b 徒手筋力テス ト で 鋭こ相 当する も の

c 中等度の動揺関節
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( ウ ) ｢軽度の障害｣ ( 7 級) の具体的な例は次の と お り であ る 。

a 関節可動域90度以下の も の

b 徒手筋力テス ト で 4 に相 当する も の又は筋力低下で 2 血以上の歩行がで

き ないも の

エ 足関節の機能障害

(ア ) ｢全廃｣ ( 5 級) の具体的な例は次の と お り であ る 。

a 関節可動域 5 度以内の も の

b 徒手筋力テス ト で 2 以下の も の

c 足関節に人工骨頭又は人工関節を用いた も の

d 高度の動揺関節

(イ ) ｢著 しい障害｣ ( 6 級) の具体的な例は次の と お り であ る 。

a 関節可動域1 0度以内の も の

b 徒手筋力テ ス ト で 3 に相 当する も の

c 中等度の動揺関節

オ 足指の機能障害

(ア ) ｢全廃｣ ( 7 級) の具体的な例は次の と お り であ る 。

下駄、 草履をは く こ と のでき ない も の

(イ ) ｢著 しい障害｣ (両側の場合は 7 級) と は特別の工夫を しなければ

下駄、 草履をは く こ と のでき ないも の をい う 。

力 下肢の短縮

計測の原則 と して前腸骨棘よ り 内 く る ぶ し下端までの距離を測る 。

キ 切断

大腿又は下腿の切断の部位及び長 さ は実用長を も っ て計測する 。 従っ て 、 肢断端

に骨の突出 、 瘢痕、 拘縮、 神経断端腫その他の障害があ る と き は、 その障害の程度
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を考慮 して 、 上位の等級に判定する こ と も あ り 得る 。

( 3 ) 体幹不 自 由

体幹 と は 、 頚部、 胸部、 腹部及び腰部を含み、 その機能にはそれ ら各部の運動以外

に体位の保持も重要であ る 。

体幹の不 自 由 を き たすには、 四肢体幹の麻痺、 運動失調、 変形等に よ る運動機能障

害であ る 。

これ ら の多 く の も の はその障害が単に体幹のみな らず四肢に も及ぶ も のが多い。 こ

の よ う な症例におけ る体幹の機能障害 と は、 四肢の機能障害を一応切 り 離 して、 体幹

のみの障害の場合を想定 して判定 した も の をい う 。 従っ て 、 こ の よ う な症例の等級は

体幹 と 四肢の想定した障害の程度を総合 して判定する のであ る が 、 こ の際 2 つの重複

する 障害 と して上位の等級に編入する のには十分注意を要する 。 例えば臀筋麻痺で起

立困難の症例を体幹 と 下肢の両者の機能障害 と して 2 つの 2 級の重複 と して 1 級に編

入する こ と は妥当ではない。

ア ｢座っ てい る こ と のでき ない も の ｣ ( 1 級) と は、 腰掛け 、 正座、 横座 り 及びあ

ぐ ら のいずれも でき ない も のをい う 。

イ ｢座位または起立位を保つ こ と の困難な も の｣ ( 2 級) と は 、 l o分間以上にわた

り 座位ま たは起立位を保っている こ と のでき ない も の をい う 。

ウ ｢起立する こ と の困難な も の ｣ ( 2 級) と は、 臥位又は座位 よ り 起立する こ と が

自 力のみでは不可能で、 他人又は柱、 杖その他の器物の介護に よ り 初めて可能 と

な る も の をい う 。

エ ･ ｢歩行の困難な も の｣ ( 3 級) と は 、 1 0om以上の歩行不能の も の又は片脚に よ る

起立位保持が全 く 不可能な も の をい う 。

オ ｢著 しい障害｣ ( 5 級) と は体幹の機能障害のた め に 2 血以上の歩行不能の も の

をい う 。
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(注 5 ) なお 、 体幹不 自 由 の項では、 1 級、 2 級、 3 級及び 5 級のみが記載 され、

その他の 4 級、 6 級が欠 と なっ ている 。 これは体幹の機能障害は四肢 と 異な

り 、 具体的及び客観的に表現 し難いので、 こ の よ う &こ大き く 分けたのであ る 。

3 級 と 5 級に指定 さ れた症状の 中 間 と 思われる も のがあっ た時も 、 これを 4

級 と すべきではな く 5 級に と め る べき も のであ る 。

(注 6 ) 下肢の異常に よ る も の を含ま ない こ と 。

( 4 ) 脳原性運動機能障害

こ の障害区分に よ り 程度等級を判定する の は、 乳幼児期以前に発現 した非進行性脳

病変に よ っ て も た ら さ れた姿勢及び運動の異常についてであ り 、 具体的な例は脳性麻

痺であ る 。

以下に示す判定方法は、 生活関連動作を主体 と した も のであ る ので、 乳幼児期の判

定に用いる こ と の不適当 な場合は前記 (1 ) ~ (3) の方法に よ る も の とする 。

なお 、 乳幼児期に発現 した障害に よ っ て脳原性運動機能障害 と類似の症状を呈する

者で、 前記 ( 1 ) ~ (3 ) の方法に よ る こ と が著 し く 不利な場合は、 こ の方法に よ る こ と が

でき る も の と する 。

ア 上肢機能障害

(ア ) 両上肢の機能障害があ る場合

両上肢の機能障害の程度は、 紐むすびテス ト の結果に よ っ て次に よ り 判定する も

の と する 。

区 分 紐 む す び テ ス ト の 結 果

等級表 1 級に該当する 障害

等級表 2 級に該当する障害

等級表 3 級に該当する障害

等級表 4級に該当する障害

細むすびのでき た数が 1 9 本以下の も の

紐むすびのでき た数が 3 3 本以下の も の

紐むすびのでき た数が 4 7 本以下の も の

紐むすびのでき た数が 5 6 本以下の も の
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等級表 5 級に該当する障害

等級表 6 級に該当する障害

等級表 7 級に該当する障害

紐むすびのでき た数が 6 5 本以下の も の

細むすびのでき た数が 7 5 本以下の も の

紐むすびのでき た数が 7 6 本以上の も の

(注 7 ) 紐むすびテ ス ト 5 分間に と じ紐 (長 さ概ね43cm) を何本むすぶこ と ができ る

かを検査する も の

(イ ) -上肢の機能に障害があ る場合

-上肢の機能障害の程度は 5 動作の能力テス ト の結果に よ っ て 、 次に よ り 判定す

る も の と する 。

区 分 5 動 作 の 能 力 テ ス ト の 結 果

等級表 1 級に該当する障害

等級表 2級に該当する 障害

等級表 3 級に該当する障害

等級表 4 級に該当する障害

等級表 5 級に該当する障害

等級表 6 級に該当する 障害

等級表 7 級に該当する 障害

5 動作の全てができ ないも の

5 動作の う ち 1 動作 しかでき ない も の

5 動作の う ち 2 動作 しかでき ない も の

5 動作の う ち 3 動作 しかでき ない も の

5 動作の う ち 4 動作 しかでき ない も の

5 動作の全てができ る が 、 上肢に不随意運動 ･

失調等を有する も の

(注 8 ) 5 動作の能力テス ト

次の 5 動作の可否を検査する も の

a 封筒を は さ みで切 る 時に固定する

b さ いふか ら コ イ ンを 出す

c 傘を さ す

d 健側の爪を切 る

e 健側のそでロ のボタ ンを と め る

3 6



イ 移動機能障害

移動機能障害の程度は、 下肢、 体幹機能の評価の結果に よ っ て次に よ り 判定する 。

区 分 下 肢 ･ 体 幹 機 能 の 評 価 の 結 果

等級表 1 級に該当する障害

等級表 2 級に該当する障害

等級表 3 級に該当する障害

等級表 4 級に該当する障害

等級表 5 級に該当する 障害

等級表 6 級に該当する障害

等級表 7 級に該当する 障害

つたい歩き ができ ない も の

つたい歩き のみができ る も の

支持な しで立位を保持 し、 その後 1om歩行する

こ と はでき る が 、 椅子か ら 立ち上が る動作又は

椅子に座る動作ができ ない も の

椅子か ら 立ち上が り 1 om歩行 し再び椅子に座る

動作に 15秒以上かかる も の

椅子か ら立ち上が り 、 1 om歩行 し再び椅子に座

る動作は1 5秒未満ででき る が 、 50 cm幅の範囲 を

直線歩行でき ない も の

50cm幅の範囲を直線歩行でき る が 、 足を開 き 、

しゃ がみこ んで、 再び立ち上が る動作ができ な

い も の

6 級以上には該当 しないが 、 下肢に不随意運

動 ･ 失調等を有する も の
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資料- 4

第 5 章 肢 体 不 自 由

m 身体障害認定要領

1 診断書の作成につ いて

身体障害者障害程度等級表においては、 肢体不 自 由 を上肢、 下肢、 体幹及び乳幼児期以

前の非進行性の脳病変に よ る運動機能障害に区分 している 。 したがっ て 、 肢体不 自 由診断

書の作成に 当 たっ ては、 これを念頭に置き 、 それぞれの障害程度を認定する ため に必要な

事項を記載する 。 併せて障害程度の認定に関する意見を付す。

( 1 ) ｢総括表｣ につ し 、て

ア ｢障害名 ｣ について

こ こ にい う 障害名 と は 、 あ る こ と に よ り 生 じた結果 と しての四肢体幹の障害を指

すも ので、 機能欠損の状態、 あ る いは 目 的動作能力の障害について記載する 。 即ち 、

デ ィ ス フ ァ ン ク シ ョ ン又はイ ンペア メ ン ト の状態をその障害部位 と と も に明記する

こ と で、 例を挙げる と 、 ①上肢機能障害 (右手関節強直、 左肩関節機能全廃) 、 ②

下肢機能障害 (左下肢短縮、 右膝関節著障) 、 ③体幹運動機能障害 (下半身麻痺) 、

④脳原性運動機能障害 (上下肢不随意運動) 等の書き方が標準的であ る 。

イ ｢原因 と なっ た疾病 ･ 外傷名 ｣ について

病名 がわかっ てい る も のについて はでき る だけ明確に記載する こ と が望ま しい。

即ち 、 前項の障害を き た した原因の病名 (足部骨腫瘍、 脊椎損傷、 脳性麻痺、 脳血

管障害等) を記載する こ と であ る 。 例 えば、 右手関節強直の原因 と して ｢慢性関節

リ ウ マチ｣ と 記載 し 、 体幹運動機能障害であれば ｢強直性脊髄炎｣ であ る と か ｢脊

椎側弯症｣ と 記載する 。 さ ら に 、 疾病外傷の直接原因については、 右端に列挙 して

あ る字句の 中で該当する も の を○印で囲み、 該当する も のがない場合にはその他の

欄に直接記載する 。 例えば、 脊髄性小児麻痺であれば疾病に○印を 、 脊髄腫瘍の場

合には さ ら にその他に○印 を した上で、 ( ) 内 には肺癌転移 と 記載する 。 なお、 そ
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の他の事故の意味する も のは、 自 殺企図、 原因不明の頭部外傷、 猟銃暴発等外傷の

原因に該当する字句のない場合を指すも のであ り 、 ( ) 内記載の も の と は区別する 。

ウ ｢参考 と な る 経過 ･ 現症｣ について

初発症状か ら症状固定に至る ま での治療の内容を簡略に記載 し、 機能回復訓練の

終了 日 を も っ て症状の固定 と する 。 ただ し 、 切断の ご と く 欠損部位に よ っ て判定の

下 される も のについて は 、 再手術が見込まれない段階に至っ た時点で診断 して よ い。

現症については、 別様式診断書 ｢肢体不 自 由 の状況及び所見｣ 等の所見欄に記載 さ

れた内容を摘記する 。

エ ｢総合所見｣ について

傷病の経過及び現症の結果 と しての障害の状態、 特に 目 的動作能力の障害を記載

する 。

例 : 上肢運動能力 、 移動能力 、 座位、 起立位等

なお、 成長期の障害、 進行性病変に基づ く 障害、 手術等に よ り 障害程度に変化の

予測 される場合は、 将来再認定の時期等を記載する 。

オ ｢その他参考 と な る 合併症状｣ について

他に障害認定上参考 と な る症状のあ る場合に記載する 。

( 2 ) ｢肢体不 自 由の状況及び所見｣ につ いて

ア 乳幼児期以前に発現 した脳原性運動機能障害については、 専用 の別様式診断書 ｢脳

原性運動機能障害用 ｣ を用い る こ と と し 、 そ の他の上肢、 下肢、 体幹の障害につい

ては、 別様式診断書 ｢肢体不 自 由 の状況及び所見｣ を用い る 。 ただ し 、 痙性麻痺に

ついては、 筋力テス ト を課すのは必要最少眼にする こ と 。

イ 障害認定に当たっ て は、 目 的動作能力 に併せ関節可動域、 筋力テス ト の所見を重

視 してい る ので、 その双方についての診断に遺漏のない よ う 記載する こ と 。

ウ 関節可動域の表示並びに測定方法は 、 日 本整形外科学会身体障害委員会及び 日本
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リ ハ ビ リ テーシ ョ ン医学会評価基準委員会において示された ｢関節可動域表示並び

に測定法｣ に よ り 行 う も の と する 。

エ 筋力テス ト は徒手に よ る 筋力検査に よ っ て行 う も のである が 、 評価は次の内容で

区分する 。

･ 自 分の体部分の重 さ に抗 し得ないが 、 それを排する よ う な

体位では 自 動可能な場合 (著減) 、 又はいかな る体位でも

関節の 自 動が不能な場合 (消失) … … … … … … … … … …… … … ………… ×

･ 検者の加え る抵抗には抗 し得ないが 、 自 分の体部分の重さ

に抗 して 自 動可能な場合 (半減) ……… … …… ……… …… …… …………△

･ 検者の手で加え る十分な抵抗を排 して 自 動可能な場合 (正常) 、

又は検者の手を置いた程度の抵抗を排して 自 動可能な場合 (やや滅) …○

オ 脳原性運動機能障害用については上肢機能障害 と移動機能障害の双方につき 、 一

定の方法に よ り 検査を行 う こ と と さ れてい る が 、 被検者は各動作について未経験の

こ と があ る ので、 テス ト の方法を事前に教示 し試行を経た う えで本検査を行 う こ と

と する 。

2 障害程度の認定につ いて

( 1 ) 肢体不 自 由 の障害程度は、 上肢不 自 由 、 下肢不 自 由 、 体幹不 自 由及び脳原性運動機

能障害 (上肢機能 ･ 移動機能) の別に認定する 。

こ の場合、 上肢、 下肢、 体幹の各障害については、 それ ら が重複する と き は 、 身体

障害認定基準の障害が重複する場合の取扱いに よ り 上位等級に認定する こ と が可能で

あ る が 、 脳原性運動機能障害 (上肢機能 ･ 移動機能) については、 肢体不 自 由 の中で

独立 した障害区分であ る ので、 上肢又は下肢の同一側に対する他の肢体不 自 由 の 区分

(上肢 ･ 下肢 ･ 体幹) と の重複認定はあ り 得ない も のであ る 。

( 2 ) 上肢不 自 由 は 、 機能障害及び欠損障害の 2 つに大別 され、 それぞれの障害程度に応
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じ等級が定め られている 。

機能障害については、 一上肢全体の障害、 三大関節の障害及び手指の障害の身体障

害認定基準が示 されている ので、 診断書の内容を基準に よ く 照 ら し、 的確に認定する 。

欠損障害については、 欠損部位に対する等級の位置付けが身体障害者障害程度等級

表に明示 されてい る ので、 それに基づ き認定する 。

( 3 ) 下肢不 自 由 は 、 機能障害、 欠損障害及び短縮障害に区分 される 。

機能障害については、 一下肢全体の障害、 三大関節の障害及び足指の障害の身体障

害認定基準に照 ら し 、 診断書の記載内容を確認 しつつ認定する 。

欠損障害及び短縮障害については、 診断書におけ る計測値を身体障害者障害程度等

級表上の項 目 に照 ら し認定する 。

( 4 ) 体幹不 自 由 は 、 高度の体幹麻痺を き たす症状に起因する運動機能障害の区分 と して

設け られている も のであっ て 、 その原因疾患の主な も のは脊髄性小児麻痺、 強直性脊

椎炎、 脊髄損傷等であ る 。

体幹不 自 由 は四肢に も障害の及ぶも のが多いので、 特に下肢不 自 由 と の重複認定を

行 う 際には、 身体障害認定基準に も示 されてい る と お り 、 制限事項に十留意する必要

があ る 。

( 5 ) 脳原性運動機能障害は、 脳原性障害の 中で も特に生活経験の獲得 と い う 点で極めて

不利な状態に置かれている乳幼児期以前に発現 した障害について特に設け られた区分

であ る 。

その趣旨に即 して、 適切な障害認定を行 う 必要がある 。
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資料- 5

総括表 身 体 障 害 者 診 断 書 ･ 意 見 書 く 障害用 )

氏 名 篭 明 ･ 大 ･ 昭 ･ 平 年 月 日 男 ･ 女

住 所 T 電話

① 障害名 (部位を明記) 障害の状況及び所見別紙の と お り

② 援用 と鷲 交通労りさ その他の事故、 戦傷 ,戦災、 疾病、 先天性、 その他 (

③ 疾病 ･ 外傷発生年月 日 年 月 日 ･ 場 所

④ 参考 と な る経過 ･ 現症 (エ ッ ク ス線及び検査所見を含む。 )

障害固定又は障害確定 (推定) 年 月 日

⑤ 総合所見

[将来再認定 要 ･ 不要 ]
[再認定の時期 年 月 ]

⑥ その他参考 と なる合併症状

上記の と お り 診断する 。 併せて下記の意見を付す。
平成 年 月 日

病院又は診療所の名称
所 在 地
電 話 番 号

診療担当科名 料 医師氏名 印

身体障害者福祉法第 15 条第 3 項の意見 [障害程度等級について も参考意見を記入する こ と 。 ]

障害の程度は、 身体障害者福祉法別表に掲げる障害に ･ 該当する ( 級相当 )
･ 該当 しない

注 1 障害名 の欄には現在起こ っ ている 障害、 例えば両眼失明 、 両耳ろ う 、 右上下肢麻痺、 心臓機能障害
等を記入 し 、 原因 と な っ た疾病の欄には角膜混濁、 先天性難聴、 脳卒中 、 僧幅弁膜狭窄等原因 と なっ
た疾患名 を具体的に記入 して く だ さ い。

2 障害区分や等級決定のため 、 地方社会福祉審議会か ら改めて障害の状況及び所見について問い合せ
する場合があ り ます。

3 下欄には、 記入 しないで く ださ い。

障害名
障害 ･ 不 自 由 級 頃

重 障害 ･ 不 自 由 級 頃
複 障害 ･ 不 自 由 級 項

早 障害 ･ 不 自 由 級 項

口 障害 ･ 不 自 由 級 項
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肢 体 不 自 由 の 状 況 及 び 所 見

右 左

上 肢 長cm

下 肢 長cm

上腕周径cm

前腕周径cm

大腿周径cm

下腿周径cm

握 力

寝返 り する 排泄のあ と 始末をする 顔を洗い タ オルで拭 く

足をなげ出 して座る
(箸で) 食事をする
(スプーン , 自 助具)

タ オルを絞る

椅子に腰かける コ ッ プで水を飲む 背中 を洗 う

立つ く手す り , 壁,杖, 松葉杖,
義肢, 装具)

シャ ツ を着て脱 ぐ
二階ま で階段 を上っ て 下 り る

(手す り , 杖, 松葉杖)

家の 中 の移動 (壁 , 杖, 松葉
杖, 義肢, 装具,車椅子)

ズボンをはいて脱 ぐ ( 自 助具)
屋外を霧煽動する 像勒齢騙艷弱 (杖,
松葉杖, 車椅子)

洋式便器にすわ る ブラ シで歯をみが く ( 自 助具) 公共の乗 り 物を利用する
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3 関節可動域 (ROM ) と 筋力テス ト (MMT )
筋力テス ト ( ) 関節可動域 筋力テス ト ( ) 関節可動城 筋力テス ト ( )

　 　 　 　 　　 　 　 　
180 150 1 20 90 60 30 0 30 60 90 90 60 30 0 30 60 90 120 160 180

( ) 前屈 鬘獺癈癈鱗 碆 = ! 翳翔 後屈 ( ) 頚 ( ) 左屈 騨燿 ! = ! - l ! =翔磁場翔彪獺 右屈 ( )

o 前屈 鬘獺翔翳翔翔 ! “ 翔翔翔 後屈 ( ) ㈱ ( ) 左屈 鬘鰯 ! - - ; I l l =翔翔翔翔獺獺 右屈 o

右 18。 1 6。 12。 9o 60 3o o 30 60 90
( ) 屈 曲

( ) 外転

( ) 外旋

伸展 (

内転 (

内雄 (

9o 6o 3o o 3o 6o 9o 120 160 180 Z目玉
) ( ) 伸

) 肩 ( ) 内転

) ( ) 内旋

) 肘 (

) 藤 (

( ) 屈曲 薑 = : = : - - : = : = 翔翔燿騨 伸展 (

o 回外 騨翳燿獺 = ‐ = ‐ = ‐ = ‐ = ‐ = 戸内 (

( ) 掌屈 鬘翳翳翔 = ‐ = ‐ = ‐ = 搬 翔 背屈 (

( ) 屈 曲

( ) 屈 曲

( ) 屈 曲

( ) 屈 曲

( ) 屈 曲

( ) 屈 曲

( ) 屈曲

( ) 屈 曲

( ) 屈 曲

( ) 屈 曲

( ) 屈曲 i

伸展 (

伸展 (

伸展 (

伸展 (

) 伸展 瞬鬘鬘麹 ･ ･ - ･ l ･ = ‐獺 屈曲 o

) 回川 = : I 馴 搬 = ; = 翔鬘彪翔 回外 ( )

) 手 ( ) 背屈 搦 ; = ; - - 皺 聞 膝翔癈彪翳 掌屈 ( )

) 中 ( ) 伸展
) 霜 ( ) 伸展
) 節 ( ) 伸展

伸展 ( ) M (

伸展 ( ) ↓ (

伸展 ( ) 近 く ) 伸展
位

伸展 ( ) 措 く ) 伸展
節

伸展 ( ) ( ( ) 伸展

伸展 ( ) ▼ (

屈 曲 ( )

屈 曲 ( )

屈 曲 ( )

屈 曲 ( )

屈 曲 ( )

屈曲 ( )

屈 曲 ( )

屈 曲 ( )

! 屈 曲 。
屈曲 ( )

　 　 　

l l i 屈曲 ( )

外転 ( )

外旋 ( )

屈 曲 ( )

外転 ( )

外旋 ( )

伸展 ( ) ↓ ( ) 伸展

伸展 ( ) ( ) 伸展

内転 ( ) 股 ( ) 内蓋

内旋 ( ) ( ) 内旋

) 膝 (

) 足 (

( ) 屈 曲 搦翳 l = ! = ; l - ! = 場翔翳騨 伸展 (

o 底屈 彪彪翳獺獺翔 " = ! 翔獺翔 背屈 (
参考意見

瀞展 顔煽獺獺 = ; l I ! = ! " 翔翔 屈曲 o

) 背屈 鬘鬘塊 ! = ! I 麹翔翳獺獺翅 底屈 ( )

注 : △印は, 筋力半減 (筋力 3 該当 )

1 , 関節可動域は, 他動的可動域を原則 と する 。 0印は, 筋力正常またはやや減 (筋力 4 , 5 該当 )

2 . 関節可動域は, 基本肢位を 0 度 と する 日 本整形外科学会, 5 . (PIP)の項母指は (IP) 関節を指す。

日 本 リ ハ ビ リ テーシ ョ ン医学会の指定する表示法 と する 。 6 . DIP その他手指の対立内外転等の表示は必要に応 じ備考欄

3 . 関節可動城の図示は, 十÷--→ I の よ う & こ両端に太線 を用 いる 。

をひき , その間 を矢印で結ぶ。 強直の場合は, 強直肢位に 7 . 図 中ぬ り つぶ した部分葉は,参考的正常範囲外の部分で,反

波線 ( ミ ) を 引 く 。 脹膝等の異常可動はこ の部分にはみ出 し記入 と なる 。

4 , 筋力については, 表 ( ) 内 に × △0印を記入する 。 例示

. ･ ･ ･ . . . l

　 　 　 　 　 　 　 　

l l i l
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資料- 6

総括表 身 体 障 害 者 診 断 書 ･ 意 見 書 く 障害用 )

氏 名 篭 明 ･大 ･ 昭 ･ 平 年 月 日 男 ･ 女

住 所 T 電話

① 障害名 (部位を明記) 障害の状況及び所見
別紙の と お り

② 礬癪を 交通、 労災、 その他の事故、 戦傷 ,戦災、 疾病、 先天性、 その他 (

⑧ 疾病 ･ 外傷発生年月 日 年 月 日 ･ 場 所

④ 参考 と な る経過 ･ 現症 (エ ッ ク ス線及び検査所見を含む。 )

障害固定又は障害確定 (推定) 年 月 日

⑤ 総合所見

[将来再認定 要 ･ 不要 ]
[再認定の時期 年 月 ]

⑥ その他参考と な る合併症状

上記の と お り 診断する 。 併せて下記の意見を付す。
平成 年 月 日

病院又は診療所の名称
所 在 地
電 話 番 号

診療担当料名 料 医師氏名 印

身体障害者福祉法第 15 条第 3 項の意見 [障害程度等級について も参考意見を記入する こ と 。 ]

障害の程度は、 身体障害者福祉法別表に掲げる障害に ･ 該当する ( 級相当 )
･ 該当 しない

注 1 障害名 の欄には現在起こ っ てい る障害、 例えば両眼失明 、 両耳ろ う 、 右上下肢麻痺、 心臓機能障害
等を記入 し 、 原因 と な っ た疾病の欄には角膜混濁、 先天性難聴、 脳卒中 、 僧帽弁膜狭窄等原因 と なっ
た疾患名 を具体的に記入 して く ださ い。

2 障害区分や等級決定のため 、 地方社会福祉審議会か ら改めて障害の状況及び所見について問い合せ
する場合があ り ます。

3 下欄には、 記入 しないで く だ さ い。

障害名
障害 ･ 不 自 由 級 項

重 障害 ･ 不 自 由 級 項

複 障害 ･ 不 自 由 纐
盪 障害 ･ 不 自 由 級 項

障害 ･ 不 自 由 級 項
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脳 原 性 運 動 機 能 障 害 用

(該当する も の を0でかこ む こ と )

1 上肢機能障害

ア 両上肢機能障害

<紐むすびテス ト結果 >

1 度 目 の 1 分間 本

2 度 目 の 1 分間 本

3 度 目 の 1 分間 本

4 度 目 の 1 分間 本

5 度 目 の 1 分間 本

計 本

イ ー上肢機能障害

< 5 動作の能力テス ト結果>

a 封筒を鉄で切 る時に固定する (可能 ･ 不可能)

b さ いふか ら コイ ンを出す (可能 ･ 不可能)

c 傘を さ す (可能 ･ 不可能)

d 健側の爪を切る (可能 ･ 不可能)

e 健側のそで ロ のボタ ンを と め る (可能 ･ 不可能)

2 移動機能障害

<下肢 ･ 体幹機能評価結果>

a つたい歩き をする (可能 ･ 不可能)

b 支持な しで立位を保持しその後

1om歩行する (可能 ･ 不可能)

c 椅子か ら 立ち上 り 1om 歩行 し再 (可能 ･ 不可能)

び椅子に坐る 秒

d 50m幅の範囲内 を直線歩行する (可能 ･ 不可能)

e 足を開 き 、 し ゃ がみこ んで再び

立ち上る (可能 ･ 不可能)

(注) こ の様式は, 脳性麻痺及び乳幼児期に発現 した障害に よ っ て脳性麻痺 と類似の症状を呈

する者で肢体不 自 由一般の測定方法を用い る こ と が著 し く 不利な場合に適用する 。
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(備考) 上肢機能テス ト の具体的方法

ア 紐むすびテス ト

事務用 と じ紐 (概ね 43cm 規格の も の) を使用する 。

① と じ紐を机の上, 被験者前方に図の 各 3卿
如 く 置き並べる 。

② 被験者は手前の紐か ら順に紐の両端

をつまんで , 軽 く ひ と むすびする 。

(注) ･ 上肢を体や机に押 し付けて固定

してはいけない。

･ 手を机上に浮か してむすぶこ と 。

③ むすび 目 の位置は問わない。

④ 紐が落ちた り , 位置か ら外れた と き には検査担当者が戻す。

⑤ 紐は検査担当者が随時補充する 。

⑥ 連続 して 5 分間行っ て も , 休み時間を置いて 6 回行っ て も よい。

イ 5 動作の能力テス ト

a 封筒を鋏で切る時に固定する 。

患手で封筒をテーブル上に固定 し, 健手で鋏を用い封筒を切る 。

患手を健手で持っ て封筒の上にのせて も よ い。 封筒の切 る部分をテーブルの端か ら 出

して も よい。 鉄は どの よ う な も の を用いて も よ い。

b さ いふか ら コ イ ンを 出す。

さ いふを患手で持ち , 空中 に支え (テーブル面上ではな く ) , 健手でコ イ ンを出す。

ジ ッパーをあげて しめ る こ と を含む。

c 傘を さす。

開いてい る傘を空中で支え , 10 秒間以上ま っすぐ支えてい る 。 立位でな く 坐位のま

まで よい。 肩にかついではいけない。

d 健側の爪を切 る 。

大き めの爪切 り (約 1 o cm) で特別の細工のない も の を患手で持っ て行 う 。

e 健側のそで ロ のボタ ンを と め る 。

の り の き いていない ワ イ シャ ツ を健肢にそでだけ通 し , 患手でそで ロ のボタ ンをか

け る 。 女性の被害者の場合も男性用 ワ イ シャ ツ を用い る 。
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資料- 7

G留C捌けCent陀 あr Chi ldhood Disabi l耐 R-鮠ea陀h

l鷆鮒砥e あr Appli醐 Hea曲 SC ienCes, MCMaster UnWe聡向,

1 ‘k)O Main 釧蟹詑t 、M錮St, R(兀-m 額)8, Halmi撤m, ON, Canada L8S 乍 C7

Tel: 905･6259雄国- e)“･ 27税即- F則K: 905522:6095

E-mail : CanCh i ld鱒?mcmaster.Ca We応能: WWW.第nCh ild.Ca

GMFCS ‐ E & R

GめSS Motor Fun-正ion CIaI巡i袖盟tio斑畔Stem

E1【panded and Revised

GMFCS - E & R ⑥ RO攪舶 Pal isano, Pe総r R鎖;enbaum, Do l爬en l3al帽e鴬 MiChaeI LivingSbn, 2007
Ca“C鰯囮錢n能ぁr Ch=d如く灯 帷鋤篤R鰡鯏禰, 轤軸輯er Un“e隠癖

GMFCS ⑥ Robert Pa l isano, Pe艶r R(総enbaum, S記Phen W旧lmr, Dianne R繋総el l , EI len Wfood,
Bal中al陥 GaluPPi , T 997

CaねC鰯囮Cen鱒危r鋤聞知頃 D爬幽晦R鯏鯏諭, 櫨瀬輯er U燕班約

(Re俺爬n鮨: 顕W Med Ch i Id Neuゅ門 997;39214223)

l INTRODUCTION & UsER INsTRUCTION到

The G1oss Motor Fun面on CI郊駈鰭don System (GMFCS胸r ce陀b翻 palsy is bas釦 on se絹浦a団 movement, M鮒 emphasis on
si面g, bams俺脇 and mobi l雌 When de節ing a nvelevel 端将s縱鯏腟on s廃絶m, ou r pmm鱒剛enon has 脂en 前at歯e disgn澁ons
匡蝸篤n leveIs must胎 memingm l in da嚇砲Dis=n面ons 銑 basgl on 甜c鱒畑獅薊ons飜e n鯨胸r hand轟dd mobi l的
devi端率uch as w釧Ke脇飢鮪鐙, or随nes) or油的閲 m潮時, and to a mu面 厩鶏r e刈ent, qu釧好 of movement. The d isgn側ons
蛇Meen Levels l and = ale not as pfbnouno銚d as 前e d醜n澁ons 距離een 曲e o世er levels , pa曲硼any 簿r in惚nts l鰓3 甜m 2 \ea脆 0ず
増e.

The expanded GMF第 @00の indudes an age band 俺彎ou前 1 2 to l 8 yea旧 of age and emphasizes 曲e con第P圏nheIent in 鮒e
Wond He釧前 0旭苅囮=on's lntema胸囲 C総sm鯏6on o杵unC□oning, D闇bi l iy and He引鮒 QC円, We encou鱒e u艶臘o 胎 awa旧
of歯e imp知t 析at enviゆnmem旧l 甜d -3e蒔ona駈知わ隠 may have on M1at鯖間爬n 鉗d you析 a旧 ob簿鰍虹 or 脚閲鼈幻 もo do.
Tl1e bcus of飜e GMFCS is on determming 、M1 i面 leve- 庚総t 爬piesents 鮒e

Chi ld 's or you曲's pne封sent abi l雨{掲; and l imi雌朽ons in g梺Gss mobr樋nc幅on . Emphasis is on usuaI
Pe曲om1ance in home, 罐肋l , and のmmumw se範ngs Qe, , M1at 歯ey dの顕飜e曲苅哺at mey舐 如o細 め胎剛e b do at
出eir 購t (卸鋤=蹴 旧s 飜e直弼m即畑tb d機的飢爬nt 匡向mm第 in g鯲mob面ncgon 釧d not to indude iudgme雨
わut 飜e qual iy of movement or p関幅sb｢ impゆYement ,
The 側e b『 ea餉 level 応 忻e me甜閃 of mobi l晦 劭at is most 薊酊a鰤s=c of的中man第 a能r 6 ye鵜 o脚e. 肺e d饌期Pdom of
匍n面ona1 abi瞼 and - i面a蛎ons br e繍 鮑e band 簿 bh閲 甜d a旧 not能nd釦 to de綱胎 釧馬脚s of忻e 魚nC脆n dmd間ual
面 i ld陀吻ou甜 , For example, an in衞tM析 hemipl増ia癪o 蒔 unable b daM on his or her hmds 薊d 顧邨, but o歯eMse ms 歯e
d銚中的n of Leve=鱒節酬b s獅d md w到k), 醐u帽 胎 d編鰍 m Leve= , 計e鯛e 聡 o囮鰯期甜 no intent鱒t 忻e
distan第s 鯆幟n levels 廳のnside薊薊ual or 情欲鯖i ld陀n 鍼 you析榊 篤霰翻園sy鶴薊皿Mi鉗bu鰯細鮒歯錦ve

levels , A summ鷁 o冊e disdn澁ons 鴎鯖艶n ea蘭 pair of lev瑚s p酬団娩$ist in deteminmg 鯖引eve蹄at m鮭姫鱒eげ
れ競mbles a 薊ild劫oums 鯏陀nt g磯motor証ncgon ,

We鰍増nize mat 飜e m甜競わns of gh端 motor 匐ncgon 印e de陀ndent on age, 邸硼a=y dunng in鮒Cy 印d e釧y鉗i Idh禰,
For ea画 level , sep町ate d範蘭p6ons ale plbvid虹 in :幹ve旧l age bfmds, Chi ld爬n l蜷low age 2 shou ld 艶 のnside憲J at d1e ir
co汀ecl国 age げ曲ey 、舵旧 PFemam厄, The des蘭p=ons br the 6 to 1 2 鞄町 and 1 2 to健陀町 age bands 旧飜ed樹e l凹絶n鰯 impaCt of
envi甜men俺cbls @,g , dis獅鵤 in s廟の1 帥d mmmun iげ) and 開閲n剛蹴もo旧 @g, ene期demands md s頭列 P陀危ren端)
m me曲ms of mobni好.
An e俺忙 h鎚端en m司e to emph鷁物e潮-ides r術er man l imi鰯ons, Thus, as a gene畑 Pnndp蜷前e卵鸚問わ血nc脆n of
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ch i ld len imd you鮒 M1o ale able to l端的面 折e mncbons d錦銅bed m any pe直飢廊 level M= Pnめably l端 dassm劫 at or above 折雛
level of軸nc□on前 のnbast, 鮒e gゆss mobr 証n地on of伽ldlen and you拗 M1o cannot 鵬中面 d1e 痴nC60ns of a pを直Cul町 level
should 旛 class斎幻 聴low出at level of向nc6on .

lOPERATIONAL DEFIN ITION判

Body supportwalker ‐ A mobi l晦 de尋篤 忻at sup鈎式s 鮒e 匡Ms 釧d 罰nk. 肺e 蘭=叫℃um is ph粥旧IM邪薦m紬繍e
･村田Ker by anodhe『 Pe農引on .
Hand‐held mobi l i鬱 device ‐ Can爲, 鰓繍邸, and 帥tenor and 師S絶nor wake隠 mat do not Sup即止歯e mlnk du再ng
w副将ng ･

Physical ass is旧nce ‐ Ano鏥er 匡閲n m釧ua=y a$ts me 蘭i臟ou歯 わ move.
Powe陀d mo酬iW - me 面i鱒ou忻 知餉e拶のn巾聡 出e斡ys鯨 or e知=硼 s凧餉 餉at en鋤騰 mde的ndent mob的. 肺e
mobi I増 b畿 may匡 a哺鯰姉air, 鱒熊ror o歯er蛔e of閲we間 mobi的 deM篤,
Selトpropels manuaI Wheelcha ir ‐ The 面i酵ou鞭曲ely u$甜nS and h帥ds or購tb pゆ鵬冊eM1鯛S and move,
T旧nspo中d 【 A pe鱒n mmual" pushes a mobi 1 iMeWce 御. , 軸篤姉air, s的l ler, or p旧m) to move鞭加増ou飜 hom one
P1aoe to ano曲er.
Walks - Un撫s o出eMse s野瀬蜘 ind旧臘 no phwiはl a$総甜第而m 印omer 匡閲n or any use of a handheld mobi的
devi鱒釦 o曲mis g,eP｢纖併 spl ino may胎鞄m

Wheeled mobi l iw ‐ 時俺隠m any bpe of dev鷆榊哺鍵ls 忻at en鋤部 movement (eg ,ぶ的1 ler, mm皿鞘鯛薊銅n or
　　　　　　　　　　 　

【GENERAL HEADINGS FOR EACH LEVEu
LEVEL I ‐ Walks M鉗out um順位ons

LEVEL I I ‐ Wal ks wi衲 Lim熊dons

LE弐′EL I= - Walks Using a Hand‐Held Mobi l iy 暁頑健
LEn′EL N ‐ 総祚Mobi l i鬱Mm Limita6ons; May U玲 Po舵爾 Mobi l的
LEVEL V . Tn劉ns即沌ed in a Manual 、M1ee姉釧｢

IDIsTINCTIONs BEnWEEN LEVEL判

Dis編nc6ons B総bMeen Levels l and l l - Cbmpaned M忻 dhi ld花田 imd 約ut間n Leve= , dhi ld l爬細引1d 約ulm in Level l l have
l imit副ons w鰍ng long d聡節端 and 固獅ng; may ne釦 a脳d轟eld 中軸好 deW篤軸en 熊t leammg to湖k; may u鶏疵eel釦
mob鞄哺en 旧Mel ing long d is節端皿もdの旧 薊d in 餉e mmmun競 闘ui旧 忻e u艶 of a 間l ing b walk up md do瀬 S総帥d 節e
not as卸如蜷 of mnning 釧d iumpmg.
D聡桓nc桓ons Be部een Levels l l and l体 Ch=d帥 釧d y捌忻 m Leve= I 鱒 儒p鋤短 ofw鰍雌榊out a h印dhe国 mobi的
devi篤 錦er増e 4 (almoug軸ey may 薊鵤e to u艶 one at 6m$) , Child旧n md yo岫 in Leve== n蜘 a hmd‐held mobi的 deW第
斡 W到k ind閃応 甜d u鞘禰篤国 mobi的 o脚のls md in 忻e mmmuniy.
Dis日nc輻ons B掬eh梯een Levels l l l and Nr ‐ Chi Id len i司1d 約ul由 in Level l l l s洸 on 飜eir ovv帆 om8Nqui旧 at mdst l面礎国 e畑helmlal
sup酊b s沈ahe mo旧 inde脚dent in standing mns俺燧, 釧d w氷榊a hmdheld mobil i“ de鞍,
Chi国甜 釧d youm m LeveI N扼ncgon m s髄ng 印su鋤 sup雌国) bm se祚mob鱒圏獅弼. Ch=d旧n md y飢m m LeveI N綬
mo把 likely b 匡鮒s瑚蜘 in a mm皿哺篤姉引ror u玲 閲舵閲 mobi l廊
Dis編nc恆ons B燈心Meen Levels IV and V ‐ Ch閘圏n md ※〕u鮒 in L帆eI V have 艶ve碇=imita姫ons in h鋭幻 釧1d m｣nk oonmol
and r関u i旧 e瀬ensNe ass隠閲 t虻hnol硼′ and 姉ysi硼 鮒is節㈱, Se祚mobi l iy is a繍iev釦 on蝸鯖e 鰤増飢鰍ねn leam how b
卸e閼e a l閃舵閲哺鯰ld1air, ⑥犠a臨應雛題mBag報酬事薊加府蝶2d4
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! Gnoss Motor Function Class前Cation System 一 EXPanded and ReVised l

･ (GMFCS ‐ E & R)

IBEFORE 2ND BIRTHDA船

出し佃は痴れm旧 mo鞄 m and om of s価ng and n肋r s從 M諭 加析 hands nee むo mmipu la艀 o垪e碇s ln衞圏離州 on hands a間 離郷, Pu=
もo s細nd amd 団Ke s総ps holdmg on to 匍m向爬, lnれants V畑k l端蝸een 1 8 monuhs and 2 舵als of地e Mnho凪 the ne鋭 衞any鍋艷鰓節舵
mob鱒d馴篤.

u罰し圧L II: -而甜證 mainta in “bor s価ng 軸t may need to use 曲eir hands ゐr副Pm止 to maintain t潮鉗ce. ln鴦ants dn約P on 出ei｢ sbmach or
解湖 on hands そ甜d 如錠窓 lnf釧応 may pul l 虹 鎚md and 団Ke 筑eps ho畑ng on to 証m血旧,

u議定L n江: m資釧ts mam団n 俺or s価雌When d1e bw ba氷 is 割p鈎掩edm鴦帥ts 回l a閲 鉗詑P わト蜥a囮 on 歯eir st訓nad1s,
出斑uN: mれmts h捌e head のn鱒l b武削nk鯏p随托 圏窃qu i徹1 俺r nmr s髄ng, ln籤薊ts c細 耐l to 則pine 釧d m辯mll b pmne,

LEVEL V: Ph州硼 imp釧men圏獅吐ゅlun惚" con鰯 ofmovement -n陶雨 a博 unab蜷 to m銅mam anug団的 head鮒鰓nk膊S胆眺 m
plone :帥d s曲ng . lnれants 罔quiIe adu髄はs醜印第わ訓.

lBETWEEN 2NDAND 4｢H BIRTHDAM
也匠L I: Chi=甜 =肋r帥 い曲 薊前 ha而s 師斡 to m印剛ate ob購證, Movemen総 m釧d o頃 ofnのr s撻ng 釧d standing 鱒 開中汀群刈
蝋ho斌 adu忙 a$isねn第. Child争en 鞭鰍 as 前e p陀俺膿me飜飼 of mobil的 W訛胸蹟劭e n鎧】 俺r any ass燧癖e r巾bi l晦 deM僻.
也VEL肛: Ch閏陀欄Imr s馳mmay haMe d禰釧蝉剛h 回節第癪en 斡飜 hands a旧 f詑e to m釧Pula絶 obi罐sMovemen国n a間馴of
s価ng f蛇 匠両面鋭 いバ從hout adu忙 aは臨も甜Ce, Child len puI - to 鈍甜d on a 戦劫蜷 su巾篤, Chi ld旧n 館湖 on hands and 如機軸h a
n鑓p憲渕関=em, 飢廳 h鯏ng onto 恂m向厳刑湖k usi叩 帥 鷁s髄舵 mobil晦 deW鱒鷁 p旧獅閲 me靴灯s ofmobi的.
LEVEL ]m: Chi国旧n m銅ntam n禰s獅ng o俺en by -W浦nげ 岱髄ng be無給n 胎Xed and in絶mal Iy lb団蜘 hやs and 離郷) and may
脚ui旧 知u忙 a$i鋭an篤 to a$ume s嚢g, Chi帽帥 窃艶p on 析eir stomad1 or館Mon hmds md 離郷 ぐmen V軸硼h瑚pK畑l 蜘
moMemen綣) as 歯eir pn能辯me前頭s o斤鞘=拍obi的. Chi ld旧n may pull to stand on a s顔旗 則陥篤 and 鯏i艶 帥o托 dis細no鮠. Childhen
may V圏k sho止 d i由n邨 indmls usmg a hand‐he尾 mobi的deW㈹ ℃湖keり and adu旧購範衞鱒面st的中g and mmmg,
u副圧uN: Chi ld len gbor s曲膚en plaoe灯, but are unab!e io maintam alignment and b曲抓鱒湖hout use of析eir hands 俺｢ sup閲孔

Chi国陀n 台equen的脚ui旧 釦ap癬e equipmentbr s価ng and s節ding , 鋭拝mob時ゐr鉗0鷹範鰤Ces (榊in a 鬮m)幽面iev司 飜ぬugh
耐陥g抑玲Pmg on 引oma蘭, or解瑚ing on h苅ds 甜d 離郷榊ho血罐p鰍劉脚moMement,
LEMELV: Ph圏硼 imp袖ments r鰈疝ct volunねツ con的l of movement and 鮒e 潮l晦ゎ main桜薊 m傾g圏中ソ head and 制nk p愚痴r眺. 川l
a旧as of motor魚nctbn a鯛im逢引, Fun軸ona=im從a脆ns in s価ng and sね閲ing 印e not mly com的n臨も蜘 危r飜bugh 曲e u鞘 of ad却簾

equipment 鎖l a$i蜘Me t鉱hno胸y. At Le氾I V, 餉i国旧n ha氾 no means of mdependent movement and 鷁能ns閲純麗. &)me面i ld旧n
a面翻e se祚mobi的 using a 閲靴髄疵eel餉aimバ磧h e刈ensMe adap旧鱒鷆.

IBETVVEEN 4TH ‘AND 6一m B="ゞTHDAM

出し圧は: Ch間len get inb and o阻砒 and 釦 m, a 節銅鮒d底ho川 出e ne鋭 危r hand sup抑止 Chi灯胎n mo舵而m 飜e nbor and 罰m面町
s価ng b s細nd ing Mnm鮒鋤e need 価r o旗丈s f胼 sup即孔 Ch髓陀n 鞭刻k indm応 and o脚の脇 and dimb 引ai旧. Erne噂ing 鋤i的b mn :md
iumP.

出し圧L n: Ch間陀旧訛 in a 蘭銅間作=h m前 hands 會ee to m甜叩ula絶 o師eds. Chi灯陀n mo舵mm me n閲rわ 筑a間mg a彊 匍m 蘭引r s価ng

b 鈍りmding b斌 o艶n r門u舵 a s縦由紀 su中第 to pu曲 or pul l up 飼 いバ甜 飜eir arms, Chi頬旧n 、旧lk軸ho抵忻e need 俺r a handheld mobi l的
de瀬蜷 ind(力鷹 and 簿r sho止 d is藪甜端s on 短vel su巾端s o尚鱒博, Chi灯旧n di直 ぐ珀i応 ho灯 ing onto a 団l ing b抵 a旧 unab厩o mn or jump,

u弐圧L ロヱ: Ch間陀n s社 on a r則ul町薊air but 欄彎曲qui陀 的Mc or bun添削p即式 to m鎚m鞘 hand nindion. Chi触len mo鞄 in a皿 o直 of
d1air瀰ng us馳 a由鹸 su庸a蛇 b pu薊 on or 訓I UP 離hme封 am博, Child陀n 翻k靴h a ha中指ld mobi的deW(蜷 節 把陀l su中鰈 and
dimb 税a蒔 いバ曲 蜑将.醜甜篤匍m m adu比 Chi ld陀n n従3quen的術中ms閲粍釦 When lmwli噂 ゐr long d軸帥端S or o岫ddc=s on uneMen
ie甜ain ,

u副圧uN: Chi趨ren 副 on a面銅r but ne釦 釦却簾 sea□ng 佝r削nkmnml and b m雛m髭e ha囮 寵n面on, Chi船旧n mo氾 in and o抵蛍
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餉引r s髄ng Mnh a$軸鉗篤 師Cm an adu= or a s治めle su中第 to push or pu= Up 飼 い曲 折eir arms, Chi帽柁n may at bfき醜絮曲 Sho忙 d応能損節
Wmh a 、剛Ker and 司直 su開Msbn bm have瀰鯏晦tummg 雛輌銅n細mng balm第 on uneMen su徹郎. Cm灯旧n 省鱈能瞬鮒国 in 飜e
commun晦, Chi ld胎n may a鯖き怜 艶祚中川砲usmg a 即舵同軸鯰姉飢
也匠L V: 蹄閼鯏l im爛men圏眺鰍癖olun惚M踊紬ofmovement鉗d 舵 ab鞄m m潮細川帥鮑鰯硫y he釦 釧d制nk po血筋. Nl
a旧as of nno前記nc雌1 a旧 師鉈釦, Fun鱒畑 lm訛錦鉗s in s疝叩 and 戦列ndmg ahe not証晦 com鵬鷆割制 約｢飜巾ugh 師e use of釦ap信氾
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- 資料 2 -

産科医療補償制度の原因分析 ･ 再発防止に係る

診療録 ･ 助産録等の記載事項に関する報告書

財 団 法 人 日 本 医 療 機 能 評 価 機 構

産科園崗爾費制度刻原因分析 ･ 再発防止に係る袴鎚檜

平成 2 0 年 1 1 月 2 5 日





は じめに

産科医療補償制度 (以下 ｢本制度｣ ) は 、 分娩に関連 して発症 した重度脳性麻

痺児 と その家族に 、 速やかに経済的補償を提供する こ と に加 えて 、 事例の原因

分析を行い、 将来の 同種事例の防止に役立つ情報を提供する こ と な どに よ り 、

紛争の防止 ･ 早期解決、 産科医療の質の向上を図 る こ と を 目 的 と して創設 され

ま した。

本制度の創設に向 けて 、 財団法人 日 本医療機能評価機構に産科医療補償制度

運営組織準備委員会が設置 され、 産科医療に従事す る 関係者、 患者の立場の有

識者、 法律家等、 様々 な立場の委員に よ り 議論が行われ、 平成 2 0 年 1 月 、 産

科医療補償制度運営組織準備委員会報告書が取 り ま と め られま した。

こ の報告書において 、 原因分析を適切に行 う ためには、 分娩に係 る診療内容

等の記録の正確性が重要であ り 、 かつ資料 と して忠実に提出 される必要が あ る 、

と 示 されて います。 さ ら に 、 提出書類の種類、 標準的に必要 と な る記載事項、

提出要領等は、 本制度が開始 される前に 、 各分娩機関に十分に周知徹底 しな け

ればな ら ない 、 と 要請 されています。

こ れを受 けて 、 財団法人 日 本医療機能評価機構に設置 された ｢産科医療補償

制度の原因分析 ･ 再発防止に係る検討会｣ において 、 本制度の原因分析 ･ 再発

防止の検討の際に必要 と な る診療録 ･ 助産録等の記載事項について整理 しま し

た。

こ れ ら の項 目 を正確に記載する こ と に よ り 、 原因分析お よび再発防止の検討

の際に有意義な資料 と な り 、 さ ら に 、 産科医療の質の向上につなが る こ と を期

待 します。



産科医療補償制度の審査、 原因分析 ･ 再発防止の検討の際に必要と なる診

療録 ･ 助産録等の記載事項

1 . 各書類の記載事項

診療録 ･ 助産録等の記載事項を、 別紙に示 します。

別紙に示 した内容は、 医師法お よび保健師助産師看護師法に定め られた事項

や、 日 本産婦人科医会発行の研修ノ ー ト 、 日 本産科婦人科学会 ･ 日 本産婦人科

医会監修の産婦人科診療ガイ ドラ イ ン (産科編) 、 日 本助産師会発行の助産所開

業マニ ュ アルお よ び助産所業務ガイ ド ラ イ ン 、 妊婦定期健康診査に関する厚生

労働省通知等を参考に し 、 診療録 ･ 助産録等の記載事項についてま と めた も の

です。

2 . 留意事項

別紙に示 した内容は、 診療録 ･ 助産録等に記載する基本的項 目 です。

なお、 妊娠経過記録の記載事項 と して 、 ｢健診記録｣ に 『内診所見』 を挙げて

いますが 、 健診において常に内診の実施を求めている も のではあ り ません。

助産所においては、 掲げた項 目 全て を記載する も のではな く 、 助産所での分

娩対象外 と な っ てい る異常妊娠経過を有する妊娠等に関する記載は必要あ り ま

せん。 ま た 、 新生児記録中の臍帯動脈血ガス値に関 して も記載の必要はあ り ま

せん。 -
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診療録 ･ 助産録およ び検査データ 等の記載事項

I . 診療録 ･ 助産録

1 . 外来診療録 ･ 助産録

1 ) 妊産婦に関す る基本情報

( 1 ) 氏名 、 年齢、 身長、 体重、 嗜好品 (飲酒、 喫煙) 、 ア レルギー等

( 2 ) 既往歴

( 3 ) 妊娠分娩歴 凄皸因歴、 妊娠 ･ 分娩回数、 帝王切開の既往等

2 ) 妊娠経過記録

( 1 ) 分娩予定 日 決定方法 と 不妊治療の有無

( 2 ) 健診記録 : 健診年月 日 、 妊娠週数、 子宮底長、 腹園 、 血圧、 尿生化

学検査 (糖 ･ 蛋 白 ) 、 浮腫、 体重、 胎児心拍数、 内診所見、 間診 (特

記すべき主訴) 、 保健指導等

( 3 ) 母体情報 : 産科合併症の有無、 偶発合併症の有無等

( 4 ) 胎児お よび付属物情報 : 胎児数、 胎位、 発育、 胎児形態異常、 胎

盤位置、 羊水量、 胎児健康状態 (胎動、 胎児心拍数等) 等

( 5 ) 転院の有無 : 転送先施設名等

2 . 入院診療録 ･ 助産録

1 ) 分娩のための入院時の記録

( 1 ) 母体所見 : 入院 日 時、 妊娠週数、 身体所見 (身長、 体重、 血圧、

体温等) 、 問診 (主訴) 、 内診所見 、 陣痛の有無、 破水の有無、 出

血の有無、 保健指導等

( 2 ) 胎児所見 : 心拍 ( ド ッ プラ ーま たは分娩監視装置の記録) 、 胎位等

( 3 ) その他 : 本人家族への説明内容等

2 ) 分娩経過

( 1 ) 母体所見 : 陣痛 (開始時間 、 状態) 、 破水 ( 日 時、 羊水の性状、 自

然 ･ 人工) 、 出血、 内診所見、 血圧 ･ 体温等の一般状態、 食事摂取、

排泄等

( 2 ) 胎児所見 : 心拍 (異常所見お よびその対応を含む) 、 回旋等

( 3 ) 分娩誘発 ･ 促進の有無 : 器械的操作 ( ラ ミ ナ リ ア法、 メ ト ロ イ リ ー

ゼ法等) 、 薬剤 (薬剤の種類、 投与経路等) 等

( 4 ) その他 : 観察者の職種、 付き添い人の有無等



3 ) 分娩記録

娩出 日 時、 娩出方法 (経腟 自然分娩、 ク リ ステ レル圧出法、 吸引分娩、

鉗子分娩、 帝王切開 ) 、 分娩所要時間、 羊水混濁、 胎盤娩出様式、 胎盤 ･

臍帯所見、 出血量、 会陰所見、 無痛分娩の有無等

4 ) 産褥記録

母体の経過 : 血圧 ･ 体温等の一般状態、 子宮復古状態、 浮腫、 乳房

の状態、 保健指導等

5 ) 新生児記録

( 1 ) 新生児出生時情報 : 出生体重、 性別、 アプガース コ ア 、 体温 ･ 脈

拍 ･ 呼吸等の一般状態、 臍帯動脈血ガス値※注、 出生時蘇生術の有

無 (酸素投与、 マ ス ク 換気、 気管挿管 、 心マ ッサージ、 薬剤の使

用等) 等

※注 : 個別審査対象の児に必要であ り 、他の児について も検査する こ と が望ま しい。

( 2 ) 診断 : 新生児仮死(重症 ･ 中等症) 、 MAS 、 RDS 、 IVH、 頭血腫、

先天異常、 症候性低血糖、 核黄疸、 感染症 、 新生児けいれん等

( 3 ) 治療 : 人工換気、 薬剤の投与 (昇圧剤、 抗けいれん剤等) 等

( 4 ) 退院時の状態 : 身体計測値、 栄養方法、 哺乳状態、 臍の状態、 退

院年月 日 、 新生児搬送の有無、 搬送先施設名等

( 5 ) 新生児代謝ス ク リ ーニ ング結果

( 6 ) 新生児に関する保健指導

3 . その他

分娩経過表 (パル ト グラ ム ) 、 手術記録、 看護記録、 患者に行っ た説明の

記録と 同意書、 他の医療機関か ら の紹介状等。

□ . 検査データ

外来お よび入院中 に実施 した血液検査 ･ 分娩監視装置等の記録 ( コ ピー可) 。

以 上

4



産科園磨副賞制度の原因分析 ･ 再発防止に係る検討会 委員名簿

0是 澤 光 彦 三楽病院産婦人科 部長

石 渡 勇 石渡産婦人科病院 院長

岡 本 喜代子 日 本助産師会 副会長

関 沢 明 彦 昭和大学医学部産婦人科 准教授

高 橋 恒 男 横浜市立大学付属市民総合医療セ ンタ ー 教授

塚 原 優 己 国立成育医療セ ンター周産期診療部産科 医長

中 井 章 人 日本医科大学多摩永山病院 副院長

松 田 義 雄 東京女子医科大学産婦人科 教授

○ 委員長 く委員の記載は五十音順)
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○ 平成 2 0 年 1 1 月 1 7 日

･ 第 3 0 回社会保障審議会医療保険部会において委員 よ り 寄せ られた

質問事項と その回答 ･ ･ P 1

関連通知等

0 平成 2 0 年 1 1 月 4 日

･ 医療機能情報提供制度の実施に当 たっ ての留意事項の改正について

(事務連絡) ‐ ･ P 7

･ 医業 、 歯科医業若 し く は助産師の業務又は病院、 診療所若し く は助

産所に関 して広告する こ と ができ る事項の一部を改正する件

(厚生労働省告示第 5 0 7 号) : 官報 (抜粋) ･ ･ P 1 8

･ ｢医業若 し く は歯科医業又は病院若 し く は診療所に関 して広告 し得

る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針 (医療広告

ガイ ド ラ イ ン) ｣ の改正について (通知) ･ ･ P 1 9

･ 産科医療補償制度に基づき支払われる補償金の所得税法上の取扱い

について (照会) ･ ･ P 2 1

○ 平成 2 0 年 1 1 月 6 日

･ 産科医療補償制度に基づき支払われる補償金の所得税法上の取扱い

について (回答) ※国税庁か ら の回答 ･ ･ P 2 5

0 平成 2 0 年 1 1 月 2 8 日

･ 基本診療料の施設基準等の一部を改正する件

(厚生労働省告示第 5 3 0 号) : 官報 (抜粋) ･ ･ P 2 6

･ ハイ リ ス ク 妊娠管理加算及びハイ リ ス ク 分娩管理加算の算定要件の

改正について (通知) ･ ･ P 2 7

○ 平成 2 0 年 1 2 月 5 日

･ 健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について (通知) ･ ･ P 3 3

0 平成 2 0 年 1 2 月 1 2 日

･ 健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の

施行について (通知) ･ ･ P 3 7





第 3 0 回社会保障審議会医療保険部会に お いて

委員 よ り 寄せ られた質問事項 と その回答

平成 2 0 年 1 1 月 1 7 日

｢議題 1 出産育児一時金制度の見直 し に つ いて (産科医療補償制度関連) ｣ に

関す る 質問及びその回答

【照会先】

( 回答の内容及び産科医療補償制度につ いて )

医政局総務課 03‐5253‐ 1 1 1 1 ( 内線 25 1 5 )

( 出 産育児一時金の見直 uこ つ いて )

保険局保険課 03‐5253‐ 1 1 1 1 ( 内線 3247 )



9 / 1 2 医療保険部会にお ける疑義への回答について

問 1 産科医療補償制度にお し 、て 、 リ ス ク を高めに見積も っ ているのではな いか。

(答)

産科医療補償制度における損害保険の運営においては 、 分娩機関の加入率 と脳性麻痺

の発生率の 2 つの変動 リ ス ク があ り ます 。

本制度は、 法律によ っ て加入を義務付けた制度でな く 任意加入の制度であ り 、 十分な

財源が確保されるか否かは加入率次第であ る こ と か ら 、 国 と して も様々 な加入促進策を

講ずる こ と によ り 全加入を 目 指 してお り ます 。

また 、 発生率につ いては、 補償対象者を概ね 5 0 0 ~ B O O 人程度 と 見込んでいます

が、 こ の推計値は、 産科医療補償制度調査専門委員会の医学的調査報告書における脳性

麻痺の年間発生数推計値 ｢ 2 , 3 0 0 ~ 2 , 4 0 0 人程度｣ を基に 、 ①出生体重、 在胎

週数、 ②在胎週数に係る個別審査基準、 ③重症度 、 ④除外基準 (先天性要因等) を踏ま

えて算出 した も のです。 さ ら に 、 これ ら の数値は地域性のある 、 かつ 、 限定 された範囲

のデータ に基づいて いるため 、 補償対象者は 8 0 0 人 をベースに 、 データ 不足によ る不

確定要素を一定程度補正 してお り ます 。

事務 コ ス ト につ いては 、 年間 1 0 0 万人規模の個人情報を管理 し 、 2 0 年に渡る補償

を行 う ための分娩機関 ･ 妊産婦登録システムの開発及び維持に要する費用 、 制度の運営

や審査等に要する費用 、 補償金の支払い業務を行 う ための事務費 ･ 人件費な どが必要 と

な り ます。

(社) 日 本損害保険協会によ る協会加盟会社の平成 1 9 年度決算概況では、 保険料収入

に占める給付の割合は 6 2 . 8 % と な っ て お り 、 事務 コ ス ト 等は約 4割と な っ て います。

しか しなが ら 、 産科医療補償制度においては、 詳細な制度設計な どを国が支援 した り 、

加入分娩機関への説明や募集を 日本医師会 、 日 本産婦人科医会 、 日 本助産師会の協力 を

得る こ と で代理店経費を節減する こ と な どによ り 、保険料収入の 8 割以上 を給付に充て 、

1 7 %程度の事務コ ス ト に抑えて お り ます。

事務 コ ス ト の内訳は、 別添 1 の と お り と な っ て お り ます 。

本制度の収支状況については、 外部有識者によ っ て組織 され、 公開によ り 開催 される

｢産科医療補償制度運営委員会｣ に報告する と と も に 、 公表す る こ と と し てお り 、 医療

部会及び医療保険部会に も適宜報告 し 、 透明性の高い運営を行 う こ と と し て お り ます 。

さ ら に 、 遅 く と も 5 年後を 目 処に 、 本制度の内容について検証 し 、 補償対象者の範囲 、

補償水準、 保険料の変更、 組織体制等につ いて適宜必要な見直 し を行 う こ と と されて お

り ます 。



問 2 1 年間の経緯 と し て 、 剰余 ･ 欠損が出た場合の処理方法如何。

(答)

産科医療補償制度は、 補償申請の受付期間 を原則満 1 歳の誕生 日 か ら満 5 歳の誕生日

ま で と し 、 児が 2 0 歳にな る まで補償金を分割 し て支払 う 制度です 。 (極めて重症の場

合は生後 6 か月 か ら 受付)

そのため 、 当該 1 年間に生まれた児が満 5 歳の誕生 日 を迎え る 日 までは対象者の数が

確定せず、 補償に必要な額も確定 し ません 。 その間 、 保険料は、 今後支払いが見込まれ

る も の (支払備金) と し て積み立て られます 。 (別添 2 参照 )

平成 2 1 年の 1 年間に生まれた児か ら の 申請が締め切 られる平成 2 6 年 1 2 月 3 1 日

になれば、 補償す る児の数が確定 し 、 平成 4 0 年までの収支も正確に見込む こ と がで き

る よ う にな り ます 。 こ の場合 、 も し脳性麻痺の発生率が見込みよ り 低ければ、 剰余が生

じ る こ と にな り 、 損害保険会社の収益と な り ますが、 逆に発生率が高ければ、 欠損が生

じ る こ と にな り 、 損害保険会社が経済的な負担を負 う こ と にな り ます。

これ ら の決算状況を踏まえ 、 遅 く と も 5 年後を 目 処に制度の見直 し を行 う こ と と し て

お り 、 仮に 5 年を待たずに剰余が大き く 見込まれる こ と になれば、 医療部会及び医療保

険部会にも適宜報告 し 、 早期に制度を見直す こ と も考え られます。

間 3 補償対象が脳性麻痺に限られて いる理由 。

(答 )

補償の対象につ いては、

1 ) 脳性麻痺の児は、 一定の確率で不可避的に生 じ る こ と か ら保険の仕組みが馴染むこ

と

2 ) 思いがけず重度の障害児を持っ た親が、 その原因の究明や障害に対する補償を求め

て医師等に対す る 医療訴訟を起こす こ と が多い こ と

を踏ま え 、 まずは 、 制度の早期実現を図 る観点か ら 、 産科における脳性麻痺だけを対象

と する こ と と さ れた と こ ろ です 。



問 4 現場で起 こ っ ている医療事故の全体像の中で 、 産科補償制度の位置付け。

(答)

医事関係訴訟事件の診療科目 別の状況を見る と 、 平成 1 8 年既済件数 9 8 7 件の う ち 、

産婦人科は 1 6 1 件 と 内科 、 外科に次いで 3 位ですが、 医師 1 , 0 0 0 人当た り の件数

では、 産婦人科の件数が 1 6 . 8 件 と 1 位で 、 2 位の整形外科 ･ 形成外科の 2 . 5 倍 と

な っ て います。

さ ら に 、 こ の産婦人科の中 で も 、 一定の確率で脳性麻痺が発生 し 、 産婦人科訴訟の大

部分を 占めて いる と の現状か ら 、 脳性麻痺を対象と した補償制度を創設する こ と と し た

ものです 。

これまで 、 産婦人科に限 らず他の診療科も含めて医療事故が起きた場合、 医師等に過

失が認め られれば、 医師賠償責任保険等によ り 被害者を救済す る仕組みはあ り ま したが、

医師等の過失が認め られなければ救済がされないのが現状です。 こ のため 、 過失の有無

を巡っ て 、 裁判で長期に争われる傾向があ っ たため 、 脳性麻痺児の救済と 紛争の早期解

決を図るための仕組み と し て 、 無過失の場合に補償する仕組みを創設する こ と と な っ た

も のです 。 基準を満た して いれば補償金は支払われますが、 過失が認定された場合は求

償する仕組みです 。

なお 、 他の診療分野への拡大につ いて は 、 こ の補償制度の運営状況 を踏まえて検討 し

て い く べ き課題である と 考えてお り ます。

問 5 早期の紛争予防に資する理由 を明 らかにすべき 。

(答 )

補償金 を払 う だけの仕組みであれば、 補償金が訴訟原資 と なっ て 、 かえ っ て訴訟が増

え る と の指摘も あ り ます。 こ の制度では、 過失の有無が明 ら かにな る前の段階で早期に

補償す る と と も に 、 これまで訴訟に発展する大き な要因であ っ た発生原因について 、 第

三者であ る運営組織が調査 ･ 分析 して報告する こ と と し てお り 、 これによ り 両者の認識

の違いが埋ま る こ と につながる も の と 考え られます。

これ ら の こ と によ り 、 紛争の防止 ･ 早期解決につながる のではないか と 考えてお り ま

す。



別添 1

事務コ ス ト について

1 システム開発等経費 ( 5 年間限 り ) 4 . 2 億円

分娩機関 妊産婦登録システム開発費等の償還分

準備経費

2 妊産婦登録 ･ 審査等経費 4 1 . 6 億円

( 1 ) 妊産婦情報管理経費 2 7 . 5 億円

契約管理経費 (人件費 、 物件費)

システム関係維持 ･ 管理経費

( 2 ) 審査 、 支払等経費 1 4 . 1 億円

人件費 、 委員会 (運営、 審査、 異議審査、 調整) 経費 、

事務所、 機器等借料、 支払等事務経費 、

3 長期分割金管理等経費 6 . 6 億円

計 5 2 . 4 億円



別添 2

産科医療補償制度における保険収支 (イメージ)

/
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I
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平成2 1 年に生まれた脳性麻痺児の補償は、
同年に集められた掛金より支払われます。

ハ
収
入
〉

X

補側金等

X

平成2 1 年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
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⑧
事 務 連 絡

平成 2 0 年 1 1 月 4 日

各都道府県医政主管部局 御中

厚生労働省医政局総務課

医療機能情報提供制度の実施に当たっ ての留意事項の改正について

平素か ら 大変お世話になっ てお り ます。 ま た 、 医療行政の推進につ き ま して 、 日 々 御

協力いただき 、 厚 く 御礼申 し上げます。

平成 2 1 年 1 月 1 日 よ り 財団法人 日 本医療機能評価機構 (以下 ｢評価機構｣ と い う 。 )

を運営組織 と して産科医療補償制度が開始 さ れる こ と に伴い 、 医療法施行規則の一部 を

改正する省令 (平成20年厚生労働省令第156号) に よ り 、 標記制度において病院、 診療所

又は助産所が都道府県に対 して報告する事項 と して 、 診療科名 に産婦人科 、 産科又は婦

人科を有する 医療機関及び助産所については、 新たに 『財団法人 日 本医療機能評価機構

が定め る 産科医療補償制度標準補償約款と 同一の産科医療補償約款に基づ く 補償の有無』

と い う 項 目 が追加 さ れた と こ ろ です (省令改正の概要について は別添資料 2 ｢新旧対照

表｣ を参照) 。

今般、 産科医療補償制度の実施に伴 う 所要の法令の改正等に併せて 、 ｢ 医療機能情報提

供実施に当 た っ て の留意事項について ｣ (平成1 9年9月 2 5 日 事務連絡) の添付資料を別添

資料 1 の と お り 改めま したので (改正箇所は黄色に塗っ た部分) 、 そ の内容を御確認いた

だき 、 標記制度の 円滑な運用 に向 けて引 き 続き御尽力いただき ま すよ う お願い します。

添付資料

(別添 1 ) 本編資料 【各医療機関別 】 (省令別表第員こ記載 された事項及び留意事項)

(別添 2 ) 医療法施行規則 (昭和23年厚生労働省令第50号) 新旧対照表



I 。管理 ･ 運営 ･サービス ･アメニティに関する事項 詳細 記載上の留意事項

( 1 ) 基本情報

病院の名称

2 病院の開設者

3 病院の管理者

4 病院の所在地

5 病院の案内用の電話番号及びFAX番号

6 診療科 目 I 医療法第6条の6に基づく診療科名を指す。

7 診療科 目 別の診療日 l
8 診療科 目 別の診療時間 標模してし 、る診療科 目 毎の診療を行う時間を記載

9 病床種別及び届出又は許可病床数 -
医療法第7条第2項に規定する病床種別 (一般病床 、 療養病床、 精神病床 、 感染症病床、 結核病床の別 )

医療法の規定に基づき許可を受けた又は届け出た総病床数及び病床種別病床数 (一般病床数、 療養病床数 、 精
神病床数、 感染症病床数、 結核病床数)

( 2 ) 病院へのアクセス

1 0 病院までの主な利用交通手段 病院等の最寄り の公共交通機関の駅等の名称、 当該最寄り の駅等から病院等までの主な交通手段、 所要時間等
を記載

1 1 病院の駐車場

( i ) 駐車場の有無 敷地内及び隣接地 (概ね徒歩5分圏内 ) に駐車場を保有しているかどうか 。

( i i ) 駐車台数 ( i )の駐車場について、 駐車可能な普通乗用車等の台数を記載

( i i i ) 有料又は無料の別 ( i )の駐車場の有料 ･ 無料の区別を記載 (有料の場合 、 料金を記載することも差し支えない。 )

1 2 案内用ホームページアドレス 患者や住民が閲覧可能なホームページを有している場合にURLを記載

1 3 案内用電子メールアドレス 患者や住民が連絡、 相談等を行うことができる電子メールアドレスを有している場合にはそのアドレスを記載

1 4 診療科 目 別の外来受付時間 !

1 5 予約診療の有無

1 6 時間外における対応 別表 1 の 1 )

1 7 面会の 日 及び時間帯

( 3 ) 院内サービス ･ アメニティ

1 8 院内処方の有無 外来患者に対して 、 病院内で処方が行われているかどうか。

1 9 対応することができる外国語の種類

20 障害者に対するサービス内容 別表 1 の2 )

21 車椅子利用者に対するサービス内容 別表 1 の3 )

22 受動喫煙を防止するための措置 別表 1 の4 )

23 医療に関する相談に対する体制の状況

( i ) 医療に関する相談窓 口設置の有無

( i i ) 相談員の人数
医療に関する相談窓口を設置している場合の 、 窓 口対応を行う医療ソーシャルワーカー等の相談員の人数 (※非
常勤も含む。 非常勤を含む場合には常勤換算により記載)

24 入院食の提供方法 別表 1 の 5 )

増
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25 l黎鰹霧駿食堂 (外来者が使用するも
( 4 ) 費用負担等

26
保険医療機関 、 公費負担医療機関及びその他
の病院の種類

別表 1 の 6 )

27 選定療養

( i ) ｢特別の療養環境の提供｣ に係る病室差額料が発生
する病床数及び金額

( i i ) ｢ 予約に基づく診察｣ に係る特別の料金の徴収の有
無及び金額

( i i i ) r保険医療機関が表示する診療時間以外の時間に
おける診察｣に係る特別の料金の徴収の有無及び金額

( iv ) ｢病床数が20 0以上の病院について受けた初診｣ に
係る特別の料金の徴収の有無及び金額

( v ) ｢病床数が200以上の病院について受けた再診｣ に
係る特別の料金の徴収の有無及びその金額

28 治験の実施の有無及び契約件数
薬事法 (昭和3 5年法律第 1 45号) に規定する治験を実施しているかどうか。 実施してし 、る場合は 、 報告を行う年度
の前年度の治験薬樋に係る契約件数

29 ク レジットカードによる料金の支払いの可否

30 先進医療の実施の有無及び内容

病院において、 健康保険法 (大正 1 1 年法律第7 0号 ) によ り厚生労働大臣の定める評価療養のうち 、 先進医療を実
施しているかどうか 。 実施している場合は先進医療の内容 (ただし 、 内容を記載する部分につし 、ては 、 都道府県の
定める様式において 、 字数制限を定めることができる。 )

2 . 提供サービスや医療連携体制に関する事項

( 1 ) 診療内容、 提供保健 ･ 医療 ･ 介護サービス

3 1

医師、 歯科医師、 薬剤師、 看護師その他の医療
従事者の専門性に関する資格の種類及びその
種類毎の人数

月 表 1 の7 )

当する資格を保有する医療従事者OE常勤を含む) が在籍している医療機関は当該専門資格を保有する医療従
者の人数 (非常勤を含む場合には常勤換算により記載) をその種類毎に記載すること

32 保有する施設設備 月 表1 の 8 )

33 併設している介護施設 月 表 1 の 9 ) ※同一敷地内に併設されてし 、るもの

34 対応することができる疾患 ･ 治療の 内容 月 表2

35 対応することができる短期滞在手術
月 表 1 の 1 0 )① ( 日 帰り手術)

月 表 1 の 1 0 ) ② ( 奪白2 日 手術)

36 専門外来の有無及び内容
病院内において 、 設置している特定の患者、 部位、 疾患、 治療を対象とする専門的外来を設置しているがどうか。 設
置している場合 、 医療法に基づき 、 広告が可能な患者特性や治療方法に限る。 また、 名 称を記載する部分について
は、 都道府県が定める様式において、 字数制限を設けることができる。

37 健康診査及び健康相談の実施

( i ) 健康診査の実施の有無及び内容
内容については 、 ｢乳幼児検診｣ 、 ｢ 胃がん検診｣等 、 対象者や部位を付記することは差し支えなく 、 ｢ 人間ドック ｣ とい
う表現も差し支えない。 ただし、 医療法に基づき 、 広告が可能なものに限る。 また、 内容を記載する部分について
は 、 都道府県の定める様式におし 、て字数制限を設けることができる。

( i i ) 健康相談の実施の有無及び内容
内容については、 ｢がんに関する健康相談｣ 、 ｢生活習慣病に関する健康相談｣ 、 ｢歯の健康相談｣等、 対象者や部
位を付記することは差し支えない。 ただし~ 内容については、 医療法に基づき 、 広告が可能なものに限る 。 また、 内
容を記載する部分については、 都道府県の定める様式において字数制限を設けることができる 。

38 対応することができる予防接種 別表 1 の 1 1 )

39 対応することができる在宅医療 別表 1 の 1 2 )

40 対応することができる介護サービス 別表 1 の 1 3 )



41 セカンド ･ オピニオンに関する状況

( i ) セカン ド ･ オピニオンのための診療に関する情報提供
の有無

診療報酬点数表に基づき、 診療情報を提供しているかどうか。 ( 主治医がセカンド ･オピニオンを求める患者又はそ
の家族からの 申し出に基づき 、 治療計画 、 検査結果、 画像診断に係る画像情報等、 他の医師が当該患者の診療方
針について助言を行うために必要かつ適切な情報を添付した診療状況を示す文書を患者又はその家族に提供する
こと )

( i i ) セカンド ･ オピニオンのための診察の有無及び料金
患者がセカンドオピニオンを求めて受診した場合に、 そのための診察を行し 、 、 セカンドオピニオンを行っているかどう
か。 また、 セカンドオピニオンを 自 費診療としている場合の料金

42 地域医療連携体制

( i ) 医療連携体制に関する窓 口の設置の有無
｢地域医療連携室｣など、 医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を確保するための窓口を設置してい
るかどうか。

( i i ) 地域連携クリティカルパスの有無
退院後に患者が治捺を受ける医療機関の間で共有する 、 治療開始から在宅復帰までの全体的な治療計画を導入
しているかどうか。

43
地域の保健医療サービス又は福祉サービスを
提供する者との連携に対する窓 口設置の有無

退院後の相談窓 口 として ~ 病院等以外の保健医療サービス又は福祉サービスを提供している事業所又は施設との
連携についての窓口を設置してし 、るかどうか 。

3 . 医療の実績、 結果に関する事項

“ 病院の人員配置

( i ) 医療従事者の人員数

別表 1 の 1 4 )

常勤者の数と非常勤者について｢医療法第25条第 1 項の規定に基づく立入検査要綱｣別紙 ｢常勤医師等の取扱い
について｣ に基づき常勤換算した数とを足しあわせた数について記載する 。 なお、 担当させている案務内容が2以上
にわたる場合は 、 その主たる業務によって計上し 、 看護師及び助産師の免許を併せて有する者については 、 現に主
として行っている業務内容により 、 その し 、ずれか一方に計上する 。

( i i ) 外来患者を担当する医療従事者の人員数 ( i ) の 医療従事者のうち 、 主として外来患者を担当するもの (病棟担当 と分けられない場合 、 重複計上可)

G i i ) 入院患者を担当する医療従事者の人員数 ( i ) の 医療従事者のうち 、 主として入院患者を担当するもの (外来担当 と分けられない場合 、 重複計上可 )

45 看護師の配置状況

病院の病床別のそれぞれの看護師実質配置の状況 ( 1 対○)

(計算方法) 各病床別の 1 日 平均患者数÷看護師及び准看護師数 (常勤換算)
※ ｢医療法第25条第 1 項の規定に基づく立入検査要綱｣ 及び別紙｢常勤医師等の取扱いについて｣ に基づき算出す
ること

46 法令上の義務以外の医療安全対策

( i ) 医療安全につし 、ての相談窓口の設置の有無 病院内に常設される患者相談窓口を設置し、 患者等からの苦情、 相談に応じられる体制を確保しているかどうか 。

( i i ) 医療安全管理者の配置の有無及び専任又は兼任の別

当該病院における医療に係る安全管理を行う部門の業務に関する企画立案及び評価 、 病院内における医療安全
に関する職員の安全管理に関する意識の向上や指導等の業務を行う者を配置しているかどうか 。
また、 専任は、 医療安全対策の推進に関する業務に専ら従事していることをいい 、 兼任は専任以外の場合をいう 。

( i i i ) 安全管理部門の設置の有無及び部門の構成員の職種
専任の医療に係る安全管理を行う者及びその他必要な職員で構成され 、 医療に係る安全管理のための委員会で
決定された方針に基づき 、 組織横断的に当該病院内の安全管理を行う部門を設置しているかどうか 。

( ~ ) 医療事故情報収集等事業への参加の有無
医療法施行規則に基づく事故等分析事業 (事故等事案に関する情報又は資料を収集し、 及び分析し、 その他事故
等事案に関する科学的な調査研究を行うとともに、 当該分析の結果又は当該調査研究の成果を提供する事業) に
参加してし 、るかどうか。

47 法令上の義務以外の院内感染対策

( i ) 院内感染対策を行う者の配置の有無及び専任又は
兼任の別

当該病院における院内感染対策を行う部門の業務に関する企画立案及び評価 、 病院における職員の院内感染対
策に関する意識の向上や指導等の業務を行う者を配置しているかどうか 。
また、 専任は、 院内感染対策の推進に関する業務に専ら従事していることをし 、い 、 兼任 は専任以外の場合をいう。

( i i ) 院内感染対策部門の設置の有無及び部門の構成員
の職種

専任の院内感染対策を行う者及びその他必要な職員で構成され、 院内感染対策のための委員会で決定された方
針に基づき 、 組織横断的に当該病院内の院内感染対策を行う部門を設置しているかどうか 。

Qi i ) 院内における感染症の発症率に関する分析の実施
の有無

対象を定め 、 継続的 ･ 定期的に集計 ･解析し、 何らかの形で医療機関における院内感染対策の取組として活用して
いるかどうか 。 なお、 分析結果そのものについては記載しないこと。

48
入院診療計画策定時における院内の連携体制
の有無

入院診療計画を策定するにあた り 、 院内において患者の治療の状況に応じた部門間等の連携体制をとっているか
どうか。

49 診療情報管理体制

( i ) オーダリングシステムの導入の有無及び導入状況
別表 1 の 1 5 )

検査、 処方や予約に係る業務をオンライン上で指示したり 、 検査結果を検索 ･参照できるシステム (オーダエントリー
システム) の導入の有無及びその導入範囲 (例 : 検査及び処方まで導入)

( i i ) ICDコードの利用の有無

｢ICDコードの利用 ｣ とは、 ICD ( ※ ) コードに基づいた診療-情報管理を行っていること 。
※ ICD (疾病及び関連保健問題の国際統計分類) : 異なる国や地域から 、 異なる時点で集計された死亡や疾病の
データの体系的な記録、 分析 、 解釈及び比較等を行うことを 目 的に、 世界保健機関 (WHO ) よ り提示されている分
類.

( i i i ) 電子カルテシステムの導入の有無

( iv ) 診療録管理専任従事者の有無及び人数 専任の診療記録を管理する者を配置してし 、るかどうか。



50 情報開示に関する窓口 の有無
病院内に常設される情報開示の手続き等を行う窓口を設置し、 患者等からの診療情報等の情報に関する相談、 開
示請求に応じられる体制を確保しているかどうか。

5 1 症例検討体制
) 臨床病理検討会の有無 当該病院内において定期的に実施している臨床病理検討会 (CPC) があるかどうか 。

′1

) 予後不良症例に関する院内検討体制の有無 当該病院内 におし 、て予後不良症例に関する検討を行う体制 (M &M) があるかどうか 。

52 治療結果情報
′(日

) 死亡率、 再入院率 、 疾患別 ･ 治療行為別の平均在院

数その他の治療結果に関する分析の有無
例えば、 死亡率、 再入院率など、 当該病院における患者に対する治療結果に関して何らかの分析を行っているかど
うか。 なお 、 分析結果そのものについては記載しないこと。

′{日[
i ) 死亡率、 再入院率 、 疾患別 ･ 治療行為別の平均在院
数その他の治療結果に関する分析結果の提供の有無

｢治療結果に関する分析結果の提供｣ は、 治療結果に関する分析の結果について 、 患者等の求めに応じて提供して
いるかどうか 、 または、 年報やホームページで提供しているかどうか 。

53 患者数

) 病床の種別ことの患者数
｢病床の種別ことの患者数｣ は、 r 1 日 平均患者数｣ と し 、 ｢ 医療法第25条第 1 項の規定に基づく立入検査委細｣ に基
づき 、 前年度の入院患者延数をそれぞれ暦 日で除した数を記入する 。

i ) 外来患者数
｢外来患者の数｣ は 、 ｢ 1 日 平均患者数｣ とし 、 ｢ 医療法第25条第 1 項の規定に基づく立入検査要綱 ｣ に基づき 、 前年
度の外来患者延数を実外来診療 日数で除した数を記入する。 この場合、 外来患者数に在宅患者数は含めない。

i ) 在宅患者数
｢在宅患者の数｣ は、 ｢ 1 日 平均患者数｣とし 、 ｢ 医療法第25条第 1 項の規定に基づく立入検査要綱｣ に基づき 、 前年
度の在宅患者延数を実在宅診療 日数で除した数を記入する。

54 平均在院 日数 報告する年度の前年度の 【在院患者延数/ ( 1 /2 x (新入院患者数十退院患者数) ) 】 (病床種別 )

55 患者満足度の調査
( i ) 患者満足度の調査の実施の有無

患者に行う病院に対する満足度についてのアンケート等を実施しているかどうか 。 ただし、 調査結果そのもの につし 、
ては記載しないこと。

( = ) 患者満足度の調査結果の提供の有無 ( i ) のアンケート等の結果を、 患者宅の求めに応じて提供するかどうか。

56 (財) 日 本医療機能評価機構による認定の有無 (財) 日 本医療機能評価機構の病院機能評価を愛暮し~ 認定証を発行されているかどうか。

57

診療科名に産婦人科 、 産科又は婦人科を有す
る病院にあっては、 (財) 日 本医療機能評価機
構が定める産科医療補償制度標準補償約款と
同一の産科医療補償約款に基づく補償の有無

(財) 日 本医療機能評価機構を運営組織とする産科医療補償制度に加入しているかどうか。



.管理 ･ 運営 ･ サービス ･ アメニティに関する事項 詳細 記載上の留意事項

( 1 ) 基本情報

診療所の名称

2 診療所の開設者

3 診療所の管理者

4 診療所の所在地
･

5 診療所の案内用の電話番号及びFAX番号

6 診療科 目 医療法第6条の6に基づく診療科名 を指す。

7 診療科 目 兄 の診療 日

8 診療科 目 月 の診療時間 穣棲している診療科 目毎の診療を行う時間を記載

9 病床種別及び届出又は許可病床数

医療法第7条第2項に規定する病床種別 (一般病床 、 療養病床の別 )

医療法の規定に基づき許可を受けた又は届け出た総病床数及び病床種別病床数 (一般病床数、 療養病床
数)

(2 ) 診療所へのアクセス
、 ~ ‐ - ‐ ･ L - 、 -

l o 診療所までの主な利用交通手段
病院等の最寄りの公共交通機関の駅等の名称、 当該最寄りの駅等から府醜守までの主な交通手段、 所要
時間等を記載

1 1 診療所の駐車場

( i 潟主事場の有無 敷地内及び隣接地 (概ね徒歩5分圏内 ) に駐車場を保有しているかどうか。

( i i ) 駐車台数 ( i )の駐車場について 、 駐車可能な普通乗用車等の台数を記載

( i i i ) 有料又は無料の別 ( i )の駐車場の有料 ･ 無料の区別を記載 (有料の場合 、 料金を記載することも差し支えない 。 )

1 2 案内用ホームページアドレス 患者や住民が閲覧可能なホームページを有してし 、る場合にURLを記載

1 3 案内用電子メールアドレス 患者や住民が連絡、 相談等を行うことができる電子メールアドレスを有している場合にはそのアドレスを記載

1 4 診療科 目 別の外来受付時間 ･

1 5 予約診療の有無

l 6 時間外における対応 別紙1 の 1 )

1 7 面会の 日 及び時間帯

( 3 ) 院内サービス ･ アメニティ

1 8 院内処方の有無 外来患者に対して 、 診療所内で処方が行われているかどうか。

1 9 対応することができる外国語の種類

20 障害者に対するサービス内容 別紙1 の 2 )

21 車椅子利用者に対するサービス内容 別紙 1 の 3 )

22 受動喫煙を防止するための措置 別紙 1 の 4 )

23 医療に関する相談員の配置の有無及び人数
医療ソーシャルワーカ 等の相談員を配置してし 、る場合にはその人数を記戦 く※非常勤も含む。 非常勤を含
む場合には常勤換算により記載)

に



( 4 ) 費用負担等

24
保険医療機関 、 公費負担医療機関及びその他
の診療所の種類

別紙1 の 5 )

25 選定療養

( i ) ｢特別の療養環境の提供｣ に係る病室差額料が発生
する病床数及び金額

( i i ) ｢予約に基づく診察｣ に係る特別の料金の徴収の有
無及び金額

Gお
i ) r保険医療機関が表示する診療時間以外の時間に

ナる診察｣ に係る特別の料金の徴収の有無及び金額

26 治験の実施の有無及び契約件数
薬事法 (昭和3 5年法律第 1 45号) に規定する治験を実施しているかどうか 。 実施している場合は 、 報告を行
う年度の前年度の治験実施に係る契約件数

27 クレジットカードによる料金の支払いの可否

2 . 提供サービスや医療連携体制に関する事項

( 1 ) 診療内容、 提供保健 ･ 医療 ･介護サービス

28

医師、 歯科医師、 薬剤師、 看護師その他の医
療従事者の専門性に関する資格の種類及び
その種類毎の人数

男 紙 1 の 6 )
当する資格を保有する医療従事者 (非常勤を含む) が在籍している医療機関は当該専門資格を保有する
療従事者の人数OE常勤を含む場合には常勤換算により記載) をその種類毎に記載すること

29 併設している介護施設 月 紙 1 の7 )

30 対応することができる疾患又は治療の内容 月 紙2

3 1 対応することができる短期滞在手術
月 紙1 の 8 ) ① ( 日帰 り手術)

月 紙1 の 8 ) ② ( 1 泊 2 日 手術)

32 専門外来の有無及び内容

診療所内において、 設置してし 、る特定の患者、 部位、 疾患 、 治療を対象とする専門的外来を設置しているか
どうか。 設置している場合 、 医療法に基づき、 広告が可能な患者特性や治療方法に限る。 また、 名 称を記載
する部分については 、 都道府県が定める様式において 、 字数制限を設けることができる。

33 健康診査及び健康相談の実施

G ) 健康診査の実施の有無及び内容
内容については 、 ｢乳幼児検診｣ 、 ｢ 胃 がん検診｣等、 対象者や部位を付記することは差し支えなく 、 ｢ 人間 ドッ
ク｣ という表現も差し支えない 。 ただし 、 医療法に基づき、 広告が可能なものに限る 。 また、 内容を記載する部
分については、 都道府県の定める様式において字数制限を設けることができる。

( i i ) 健康相談の実施の有無及び内容
内容については、 ｢がんに関する健康相談｣ 、 ｢生活習慣病に関する健康相談｣ 、 ｢歯の健康相談｣等 、 対象者
や部位を付記することは差し支えない。 ただし、 医療法に基づき 、 広告が可能なものに限る 。 また、 内容を記
載する部分については 、 都道府県の定める様式におし 、て字数制限を設けることができる。

34 対応することができる予防接種 別紙 1 の9 )

35 対応することができる在宅医療 別紙 1 の 1 0 ) ※同一敷地内に併設されているもの

36 対応することができる介纈サービス 別紙1 の 1 1 )

3 7 セカンド ･オピニオンに関する状況

( i ) セカンド ･オピニオンのための診療に関する情報提供
の有無

診療報酬点数表に基づき 、 診療情報を提供しているがどうか 。 (主治医がセカンド ･オピニオンを求める患者
又はその家族からの 申 し出に基づき、 治療計画 、 検査結果 、 画像診断に係る画像情報等 、 他の医師が当該
患者の診療方針について助言を行うために必要かつ適切な情報を添付した診療状況を示す文書を患者又は
その家族に提供すること)

( i i ) セカンド ･ オピニオンのための診察の有無及び料金
患者がセカンドオピニオンを求めて受診した場合に、 そのための診察を行い 、 セカンドオピニオンを行ってし 、る
かどうか 。 また、 セカンドオピニオンを 自 費診療としている場合の料金

38 地域医療連携体制 ( i ) 地域連携クリティカルパスの有無
退院後に患者が治療を受ける医療機関の間で共有する 、 治療開始から在宅復帰までの全体的な治療計画
を導入しているかどうか。

39
地域の保険医療サービス又は福祉サービスを
提供する者との連携に対する窓口設置の有無

退院後の相談窓 口 として 、 病院等以外の保健医療サービス又は福祉サービスを提供してし 、る事業所又は施
設との連携についての窓口を設置してし 、るかどうか。



3 . 医療の実績 、 結果に関する事項

" 診療所の人員配置 ( i ) 医療従事者の人員数

別紙 1 の 1 2 )

常勤者の数と非常勤者につ し 、て ｢医療法第25条第1 項の規定に基づく立入検査要綱｣別紙 ｢常勤医師等の取
扱いについて｣に基づき常勤換算した数とを足しあわせた数について記載する 。 なお、 担当させている業務内
容が2以上にわたる場合は、 その主たる業務によって計上し、 看護師及び助産師の免許を併せて有する者に
ついては、 現に主として行っている業務内容により 、 そのいずれか一方に計上する 。

41 看護師の配置状況

有床診療所の病床別のそれぞれの看護師実質配置の状況 ( 1 対0)
(計算方法) 各病床別の 1 日 平均患者数÷看護師及び准看護師数 (常勤換算)
※ ｢医療法第25条第1 項の規定に基づく立入検査要綱｣及び別紙｢常勤医師等の取扱いについて｣に基づき
算出すること。

42 法令上の義務以外の医療安全対策 ( i ) 医療事故情報収集等事案への参加の有無
医療法施行規則に基づく事故等分析事業 (事故等事案に関する情報又は資料を収集し、 及び分析し、 その
他事故等事案に関する科学的な調査研究を行うとともに、 当該分析の結果又は当該調査研究の成果を提供
する事業) に参加してし 、るかどうか。

43 法令上の義務以外の院内感染対策 0 ) 院内での感染症の発症率に関する分析の実施の有無
対象を定め 、 継続的 ･定期的に集計 ･解析し、 何らかの形で医療機関における院内感染対策の取組として活
用 しているかどうか 。 なお、 分析結果そのものにつし 、ては記載しないこと。

44 電子カルテシステムの導入の有無

45 情報開示に関する窓 口 の有無 診療所内に常設される情報開示の手続き等を行う窓口で、 患者等からの診療情報等の情報に関する相談、
開示請求に応じられる体制を確保しているかどうか。

46 治療結果情報

( i ) 死亡率 、 再入院率、 疾患別 ･治療行為別の平均在院
日数その他の治療結果に関する分析の有無

当該診療所における患者に対する治療結果に関して行う分析を行っているかどうか 。 なお、 分析結果そのも
のにつし 、ては記載しなし 、こと 。

G i ) 死亡率、 再入院率、 疾患別 ･治療行為別の平均在院

日数その他の治療結果に関する分析結果の提供の有無
治療結果に関する分析の結果について 、 患者等の求めに応じて提供しているかどうか 。

47 患者数

( i ) 病床種別ごとの患者数
｢病床の種別ごとの患者数｣ は、 ｢ 1 日 平均患者数｣ と し 、 ｢ 医療法第25条第 1 項の規定に基づく立入検査要
綱｣ に基づき、 前年度の入院患者延数をそれぞれ暦 日 で除した数を記入する。

( i i ) 外来患者数
｢外来患者の数｣ は 、 ｢ 1 日 平均患者数｣とし 、 ｢ 医療法第25条第 1 項の規定に基づく立入検査要綱 ｣ に基づき 、
前年度の外来患者延数を実外来診療 日数で除した数を記入する。 この場合 、 外来患者数に在宅患者数は含
めない 。

( i i i ) 在宅患者数 ｢在宅患者の数｣ は、 ｢ 1 日 平均患者数｣とし 、 ｢ 医療法第25条第 1 項の規定に基づく立入検査要綱｣ に基づき 、
前年度の在宅患者延数を実在宅診療 日数で除した数を記入する。

48 平均在院 日数
･

報告する年度の前年度の 【在院患者延数/ ( 1 / 2 x (新入院患者数十退院患者数) ) 】 ( 病床種別 )

49 患者満足度の調査

( i ) 患者満足度の調査の実施の有無
患者に行う当該診療所に対する満足度についてのアンケート等を実施しているかどうか。 ただし 、 調査結果そ
のものについては記載しないこと。

( i i ) 患者満足度の調査結果の提供の有無 ( i ) のアンケート等の結果を、 患者等の求めに応じて提供するかどうか。

50

診療科名 に産婦人科、 産科又は婦人科を有す
る診療所にあっては、 (財 ) 日 本医療機能評価
機構が定める産科医療補償制度標準補償約
款と同一の産科医療補償約款に基づく補償の
有無

(財) 日 本医療機能評価機構を運営組織とする産科医療補償制度に加入しているかどうか 。



1 .管理 ･ 運営 ･ サービス ･ アメニティに関する事項 詳細 記載上の留意事項

( ○ 基本情報

JT■■ 助産所の名称

2 助産所の開設者

3 助産所の管理者

4 助産所の所在地

5 助産所の案内用の電話番号及びFメ捌く番号
･

6 就業 日 助産所において業務を行ってし 、る曜日 及び休業 日等を記載 ･

7 就業時間 助産所におし 、て業務を行っている時間を記載

( 2 ) 肋産所へのアクセス

8 肋産所までの主な利用交通手段
助産所の最寄りの公共交通機関の駅等の名称、 当該最寄りの厭等から肋産所までの主な交通手段 、 所要
時間等を記載

9 助産所の駐車場

( i ) 駐車場の有無 敷地内及び隣接地 (概ね徒歩5分圏内 ) に駐車場を保有しているかどうか。

( i i ) 駐車台数 ( i )の駐車場について、 駐車可能な普通乗用車等の台数を記載

( i i i ) 有料又 は無料の別 ( i )の駐車場の有料 ･ 無料の区別を記載 (有料の場合 、 料金を記載することも表し支えない 。 )

1 0 案内用ホームページアドレス 患者や住民が閲覧可能なホームページを有している場合にURLを記載

1 1 案内用電子メールアドレス ･ 患者や住民が連絡、 相談等を行うことができる電子メールアドレスを有している場合にはそのアドレスを記載

1 2 面会の 日及び時間帯

1 3 外来受付時間

1 4 予約の有無

1 5 肋産所の業務形態 別紙 1 の 1 )

1 6 時間外における対応の有無 就業時間以外における対応が可能かどうか。

( 3 ) 院内サービス ･アメニティ

1 7 対応することができる外国語の種類

1 8 障害者に対するサービス内容 別縦1 の2 )

1 9 車椅子利用者に対するサービス内容 別紙1 の3 )

20 受動喫煙を防止するための措置 別紙1 の4)

〔 4 ) 費用 負担等 ･

2 t l ク レジットカードによる料金の支払し 、の可否

こ関する 自 助



2 . 提供サービスや医療連携体制に関する事項

( ○ 診療内容、 提供保健 ･ 医療 ･介護サービス

22 家族付き添い室の有無 出産等に際して 、 付添者が待機できる部屋があるかどうか。

23 妊産婦等に対する相談又は指導 別紙 1 の5 )

3 . 医療の実縦、 結果に関する事項

24 助産所の人員配置 ( i ) 医療従事者の人員数

別紙1 の 6 )
常勤者の数と非常勤者について ｢医療法第25条第1 項の規定に基づく立入検査要綱｣別紙｢常勤医師等の取
扱いについて｣ に基づき常勤換算した数とを足しあわせた数について記載する 。 なお、 担当させている業務内
容が2以上にわたる場合は 、 その主たる業務によって計上し、 看護師及び助産師の免許を併せて有する者に
ついては 、 現に主として行っている業務内容によ り 、 そのいずれか一方に計上する。

25 分娩取扱数 報告する年度の前年度の分娩件数

26 妊産婦等満足度の調査
( i ) 妊産婦等満足度の調査の実施の有無

妊産婦等に対し、 肋産所の満足度に関するアンケート等を実施しているかどうか 。 ただし 、 調査結果そのもの
については記載しないこと。

( i i ) 妊産婦等満足度の調査結果の提供の有無 ( i ) のアンケート等の結果を患者等の求めに応じて提供しているかどうか。

27

(財 ) 日 本医療機能評価機構が定める産科医
療補償制度標準補償約款と同一の産科医療
補償約款に基づく補償の有無

(財) 日 本医療機能評価機構を運営組織とする産科医療補償制度に加入しているかどうか 。
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⑧
国政発第1 1 0 4 0 0 5号

平成 2 0 年 1 1 月 4 日

各都道府県知事 殿

厚生労働省医政局長

｢医業若 し く は歯科医業又は病院若 し く は診療所に関 して広告 し得る事項等

及び広告適正化のための指導等に関する指針 (医療広告ガイ ド ラ イ ン) ｣ の改

正について

平成 2 1 年 1 月 1 日 よ り 財団法人 日 本医療機能評価機構 (以下 ｢評価機構｣ と い う 。 )

を運営組織 と して産科医療補償制度が開始さ れる こ と に伴い 、 平成 2 0 年 1 1 月 4 日 付

けで 、 ｢ 医業 、 歯科医業若 し く は助産師の業務又は病院 、 診療所若 し く は助産所に関 し

て広告する こ と ができ る 事項の一部 を改正する件｣ (平成 2 0 年厚生労働省告示第 5 0

7 号) (以下 ｢改正告示｣ と い う 。 ) が公布 さ れた こ と を踏ま え 、 ｢ 医業若 し く は歯科

医業又は病院若 し く は診療所に関 して広告 し得る事項等及び広告適正化のため の指導等

に関する指針 (医療広告ガイ ド ラ イ ン ) ｣ (平成 1 9 年 3 月 3 0 日 医政発第 0 3 3 0 0

1 4 号医政局長通知) について 、 下記の と お り 改め る こ と と したので通知する 。

貴職におかれて は 、 これ ら の 内容について十分に御了知頂き 、 併せて 、 管下保健所設

置市、 特別区、 関係団体等に対 し 、 周知をお願いする 。

記

改正告示に よ り 、 病院、 診療所及び助産所について 、 ｢財団法人 日 本医療機能評価機

構が定め る 産科医療補償制度標準補償約款 と 同一の産科医療補償約款に基づ く 補償を実

施 してい る 旨 ｣ が広告可能 と なっ た と こ ろ であ る (告示改正の概要については別添資料

2 ｢告示新旧 対照表｣ 参照) が 、 こ れ ら は 、 評価機構を運営組織 と する 産科医療補償制

度に加入 してい る こ と 、 当該制度に基づ く 補償を実施 してい る こ と を広告で き る よ う "こ

する趣 旨であ り 、 そ の際 、 評価機構が定めた 当該制度のシンボルマーク を利用 し て も 差

し支え ない こ と す る (本ガイ ド ラ イ ンの改正内容については別添資料 1 ｢ガイ ド ラ イ ン

新旧対照表｣ を参照) 。

なお 、 評価機構以外の者が運営組織と して別 に制度を開始 した場合には 、 告示等につ

いて改正する こ と と する 。



別添 1

医業 、 歯科医業又は病院若 し く は診療所に関 して広告 し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針 (医療広告ガイ ドラ イ

ン ) (平成 1 9 年 3 月 3 0 日 医政発第 0 3 3 0 0 1 4 号医政局長通知 ) 新旧対照表

(傍線部分は改正部分)

新 旧

( 1 3 ) 法第 6 条の 5 第 1 項第 1 3 号関係

ア~シ (略)

ス 広告告示第 4 条第 1 5 号関係

｢財団法人 日 本医療機能評価機構が定め る産科医療補償制度標

準補償約款 と 同一の産科医療補償約款に基づ く 補償を実施 して

い る 旨 ｣ については、 評価機構を運営組織 と す る産科医療補償制

度に加入 している こ と 、 当該制度に基づ く 補償を実施 してい る こ

- と を広告でき る よ う &こす る趣旨であ る こ と 。 そ の際、 評価機構が

定めた 当該制度のシ ンボルマーク を利用 して も差 し支えない こ

卓

(例) ◆ 0 0病院 (産科医療補償制度加入機関)

･ 当院は妊婦の方に安心 して出産 していただけ る よ う 産

科医療補償制度に加入 してお り 、 も し も 重度の脳性麻

痺と なっ た赤ちゃんが生まれ 、 一定の要件を満た して

い る場合には、 所定の補償金をお支払い します。

セ 広告告示第 4 条第 1 6 号関係

(略)

ソ 広告告示第 4 条第 1 7 号関係

(略)

( 1 3 ) 法第 6 条の 5 第 1 項第 1 3 号関係

ア~シ ･ (略)

ス 広告告示第 4 条第 1 5 号関係

(略)

セ 広告告示第 4 条第 1 6 号関係

(略)

補償約款 と 同一の産科医療補償約款に基づ く 補償を実施 して

る 旨 - - “こついては、 評価機構を運営組織 と す る産科医療補償制

に加入 している こ と 、 当該制度に基づ く 補償を実施 してい る こ

を広告でき る よ う &こす る趣旨であ る こ と 。 そ の際、 評価機構が

科医療補償制度に加入 してお り 、 も し も 重度の脳性麻

痺 と なっ た赤ちゃんが生まれ 、 一定の要件を満た して



⑧ 医政総発第 1 1 0 4 0 0 1 号

平 成 2 0 年 1 1 月 4 日

国税庁課税部審理室長

大久保 修身 殿

厚生労働省医政局総務課長

深田 修

産科医療補償制度に基づ き支払われ る補償金の所得税法上の取扱いについて (照会)

産科医療補償制度 ( 以下 ｢本件制度 ｣ と い い ま す。 ) は 、 安心 し て産科医療 を受 け ら れ

る 環境整備の一環 と し て 、 分娩 に係 る 医療事故に よ り 脳性麻痺 と な っ た児及びそ の家族の

経済的負担を速やか に補償す る と と も に 、 事故原因 の分析 を行い 、 将来の 同種事故の防止

に資す る 情報 を提供す る こ と な どに よ り 、 紛争の 防止 ･ 早期解決及び産科医療の質の 向上

を 図 る仕組みです。

本件制度におい て は 、 産科医療補償制度補償約款の規定に基づ き 、 分娩 に係 る 医療事故

に よ り 脳性麻痺 と な っ た児 に対 し て一定の補償金 (以 下 ｢本件補償金 ｣ と いい ます。 ) が支

払 われ る こ と にな っ て い ま す。

そ こ で 、 本件補償金につ い ては 、 所得税法第 9 条第 16号及び所得税法施行令第 30 条 に

規定す る 非課税所得 と し て 取 り 扱 っ て差 し支 え ないか伺い ます。

な お 、 本件制度の概要及び本件補償金が非課税所得 と し て 取 り 扱われ る 理由 は 、 下記の

と お り です。

記

1 本件制度 の概要

( 1 ) 本件制度の仕組み

① 分娩 を取 り 扱 う 病院 、 診療所及び助産所 (以下 ｢ 分娩機関 ｣ と い い ます。 ) は 、 本

件制度 の運営組織で あ る 日 本医療機能評価機構 (以 下 ｢運営組織｣ と いい ま す。 ) が

損害保険会社 と の 間 で締結する 産科医療補償責任保険契約への被保険者 と し て の加

入 を運営組織に 申 請 し ま す。

( 注 ) ｢産科医療補償責任保険契約 ｣ と は 、 保険契約者を運営組織 、 被保険者及び保険金受取人
を分娩機関 と し て 、 分娩機関が 自 院 の 管理下 に お け る 分娩で脳性麻痺の児が 出生 し た場合

(無過失で あ る 場合 に限 り ま す 。 ) に 保険金 を 受 け 取 る 損害保険契約です。

② 妊産婦は 、 出産を 予定 し て い る 分娩機関 が本件制度 に加入 し て い る か否か 、 ま た 、

本件制度 の補償 内容 を確認 し ま す。 そ の 上で分娩機関 は 、 自 院で出産 を予定 し てい



る 妊産婦の情報 を運営組織に登録 し ま す。

③ 分娩機関 は 、 運営組織 を通 じ て損害保険会社に保険料 を支払 い ま す。 こ の保険料

は 、 分娩費用 の一部 と し て最終的 に妊産婦が負担す る こ と と な り ま す。

④ 出生 し た児が脳性麻痺 と な っ た場合に は 、 産科医療補償制度補償約款の規定に基

づ き 分娩機関 が児に対 し て本件補償金を支払 い ます。 こ の場合 、 本件補償金に は 、

分娩機関が産科医療補償責任保険契約 に基づ い て支払 を受 け る 保険金 (以下 ｢本件

保険金 ｣ と い う 。 ) が充 て ら れま す。

( 2 ) 本件補償金の額

準備一時金 ( 600 万 円 ) と 補償分割金 ( 1 20 万 円 × 20 回 ) の合計額 (3 , 0 00 万 円 ) と な

り ま す。

( 3 ) 本件補償金の支払方法

① 脳性麻痺 と な っ た児又はそ の保護者は 、 運営組織 に対 し て本件補償金の支払 を請

求 し ます。

② 運営組織は 、 分娩機関か ら 保険金請求の業務委託を受 け 、 損害保険会社に対 して

本件保険金の支払 を請求 し ます。

③ 分娩機関は 、 本件保険金 を本件補償金に充て る た め に 、 別添の ｢産科医療補償責

任保険金請求書 ｣ に よ り 、 脳性麻痺 と な っ た児名 義の金融機関 の 口 座を本件保険金

の支払先に指定 し ます。

④ 損害保険会社が 、 指定 さ れた 口 座 に本件保険金 を振 り 込む こ と に よ り 、 本件補償

金の支払が履行 さ れ ます。

( 4 ) 損害賠償金 と の調 整

本件制度においては 、 分娩機関 が妊産婦又は児 に対 し て損害賠償責任を負 う 場合に は 、

保険金は支払われない こ と と さ れて い ま す。 し か し な が ら 、 損害賠償責任 を負 う か ど う

かが判明す る ま で相 当 の期 間 を要す る こ と か ら 、 通常は 、 そ の 間 に既 に本件補償金が支

払われて い ます。 こ の た め 、 分娩機関 が損害賠償責任を負 う 場合には 、 既に支払われた

本件補償金は分娩機関が妊産婦又は児に対 し支払 う べ き 損害賠償金に充て ら れ ま す 。 こ

の場合 、 分娩機関は 、 既 に支払 われた本件補償金 (本件保険金に相 当す る 金額) を損害

保険会社に対 し返還す る 義務 を 負 う こ と と さ れて い ま す。

2 本件補償金が非課税所得 と し て 取 り 扱われ る理由

( 1 ) 非課税所得 と さ れ る 損害保険金等

損害保険契約 に基づ き 支払 を受 け る 保険金及び損害賠償金 ( こ れ ら に類す る も の を含



む。 ) で 、 心身 に加 え ら れた損害 に基因 し て 取得す る も の は 、 非課税所得 と さ れて い ま

す (所法 9 ①十六 ) 。 こ れ に は 、 損害保険契約 に基づ く 保険金及び生命保険契約に基づ

く 給付金で 、 身体の 傷害 に基因 し て支払 を 受 け る も の その 他 こ れ ら に類す る も の が含ま

れ る も の と さ れて い ます (所令 30 本文 ･ - ) 。

( 2 ) 本件補償金 に つ い て

本件制度は 、 次 の理 由 か ら 損害保険契約に類する も の と 認め ら れま すの で 、 本件補償

金は ｢損害保険契約 に基づ き 身体の 傷害 に基因 し て支払 を受 け る も の に類す る も の ｣ と

し て 、 非課税所得 と し て取 り 扱 う の が相 当 と 考 え ら れま す (所法 9 ①十六 、 所令 30 本

文 ･ - ) 。

① 本件制度におい ては 、 分娩機関が運営組織 を通 じ て損害保険会社に支払 う 保険料は 、

分娩費用 の 一部 と し て 、 最終的 に妊産婦が負担す る こ と に な り ま す。 ま た 、 分娩機関

は 、 運営組織が損害保険会社 と の 間 で締結す る 産科医療補償責任保険契約への被保険

者 と し て の加入 を運営組織に 申請す る こ と に な っ て い ま す。 こ れ に よ り 、 分娩機関は

本件保険金 を本件補償金 に充て る た め に 、 脳性麻痺 と な っ た児名 義の金融機関の 口 座

を本件保険金の支払先に指定 し 、 損害保険会社か ら児 に対 し て 、 直接 、 本件補償金が

支払われ る こ と に な り ま す。 こ れ ら 一連の手続は 、 被保険者及び保険金受取人 を児 と

す る 損害保険契約 と 同視す る こ と が で き ま す。

② 損害保険契約にお い て は 、 保険価額 (損害額) を超 え た保険契約は無効 と さ れてお

, り ( 旧 商法 63 1 ) 、 ま た 、 同 一 の 目 的物 につ いて数個 の損害保険契約が併存す る 場合に 、

こ れ ら の契約 の保険金の額の合計額が保険価額 (損害額 ) を超過す る と き は 、 保険金

の額の調整が行われ る こ と に な っ て い ま す ( 旧 商法 632 ) 。 本件制度では 、 分娩機 関 が

妊産婦又は児 に対 し て損害賠償責任を負 う 場合に は本件保険金 (本件補償金 ) は支払

われず 、 本件補償金 と 損害賠償金が重複 し て支払われ る こ と はな いか ら 、 損害保険契

約 に類す る契約であ る と 考 え ら れ ま す。

( 注 ) 損害賠償責任 を負 う 場合には 、 既に支払 われて い る 本件補償金に相 当 す る 金額が損害賠償金

の額か ら 控除 さ れま す。

以 上



別紙 1 - 4

チ ェ ッ ク シ ー ト

(同業者団体等照会用 )

こ のチェ ッ ク シー ト は 、 ｢取引等に係る税務上の取扱い等に関する 照会 (同業者団体等用 ) ｣ を提出す

る に当たっ て 、 照会の内容等が文書によ る 回答の対象である かど う かを確認 し ていただく ための ｢一般

的な事項｣ を ま と めた も のです。

確認が終わ り ま した ら 、 照会文書と 併せて提出 して く だ さ い。

項 目 チェ ッ ク欄

(1 ) 照会者の構成事業者が行 う 取引等に係る照会であ る 。 はい ･ 些半半≧

(2) 国税 (関税、 と ん税及び特別 と ん税を除 く 。 以下同 じ。 ) に関する法令の解釈 ･

適用その他税務上の取扱いに関する照会であ る 。
はい ･ 上山ふと

(3) 特定の事業者の個別の取引等に係る も のでな く 、 同様の業種 ･ 業態に共通する

取引等に係る 照会で 、 多数の納税者か ら照会 される こ と が予想される も のである 。
はい ･ 半半壽暴

(4 ) 照会の 申 出の際に 、 審査に必要な資料を提出 し ている 。 はし 、 ･ 些基主≧

(5) 照会内容の審査に必要な追加的な資料や翻訳文の提出に同意する 。 はい ･ 上山主三

(6) 照会者名 、 照会内容及び回答内容が公表 される こ と に同意する 。 はし 、 ･ 些昌幸≧

(7) 照会者名 、 照会内容及び回答内容が公表 される こ と について 、 取引等の関係者

の了解を得る こ と 、 並びに仮に関係者間で紛争が起こ っ た場合には、 照会者の責

任において処理する こ と " こ同意する 。

はし 、 ･ 二半≧≧

(8) 調査等の手続、 徴収手続 、 酒類等の製造免許若 し く は酒類の販売業免許又は酒

類行政に関係する 照会ではない。
はい ･ 辷半土茎

(9) 取引等に係 る税務上の取扱い等が 、 法令 、 法令解釈通達あ るいは過去に公表 さ

れた質疑事例等において明 ら かになっ ていない。
はい ･ 些半土≧

回 事実関係の認定が伴 う 照会ではない。 はい ･ 二半≧≧

回 照会に係る取引等は、 法令等に抵触 しない又は抵触のおそれがない も のであ る 。 はい ･ 基当主≧

園 照会に係る 取引等について 、 関係者間等で紛争中ではない又は紛争のおそれが

た公 し 、。
はい ･ 三出壽暴

鰯 照会に係る 取引等は、 税の軽減を図 る こ と を主要な 目 的 と して行われる も ので

はない。
はい ･ 半半葦迄

回 一連の組み合わ された取引等の一部のみの照会ではない。 はい ･ 盪半半≧

(注) こ のチェ ッ ク シー ト のすべての項 目 そこ該当す る場合であっ て も 、 審査の結果、 文書によ る 回答が

な されない場合も あ り ます (詳細につき ま しては、 国税局等の窓 口 でご相談 く だ さ い。 ) 。

照会者

所 在 地
〒 100一 89 16

東京都千代田 区霞が関 1 ‐ 2 -2

団 体 等 の 名 称

及び代表者名

厚生労働省

医政局総務課長 深田 修 印
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厚生労働省医政局総務課長

深田 修 殿

国税庁課税部審理室長 莇已瀞
･ 大久保

産科医療補償制度に基づき支払われる補償金の所得税法上の

取扱いについて (平成 20 年 1 1 月 4 日付医政総発第 1 104001

号照会に対する回答)

標題のこ と については、 御照会に係る事実関係を前提とする限 り 、 貴兄の と お り で

差 し支えあ り ません。

ただ し、 次の こ と を 申 し添えます。

( 1 ) こ の文書回答は、 御照会に係る事実関係を前提 と した一般的な回答ですので、

個々 の納税者が行 う 具体的な取引等に適用する場合においては、 こ の回答内容と

異なる課税関係が生ずる こ と があ り ます。

( 2 ) こ の回答内容は国税庁と しての見解であ り 、 個々 の納税者の申告内容等を拘束

する ものではあ り ません。

･ 幸
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平成 20 年 1 1 月 28 日 金曜日 官 第 4963 号



地 方 厚 生 ( 支 ) 局 長

都 道 府 県 民 生 主 管 部 (局 )

国 民 健 康 保 険 主 管 課 (部 ) 長 殿

都道府県後期高齢者医療主管部 ( 局 )

後 期 高 齢 者 医 療 主 管 課 (部 ) 長

厚 生 労 働 省 保 険 局 医 療 課 長

ハ イ リ ス ク 妊娠管理加算及びハ イ リ ス ク 分娩管理加算の算定要件の 改正につい て

本 ロ 、 ｢ 基本診療料の施設基準等 の一部 を改正す る 件 ｣ (厚生労働省告示第 530号。 以下 、

｢ 改正告示｣ と い う 。 ) が 公布 さ れ 、 平成 2 1年 1 月 1 日 か ら 適用 さ れ る と こ ろ で あ る 。

改正告示の 内容等 につ い て は以下の と お り で あ る の で 、 そ の 取扱い に遺漏 の ない よ う 、

貴管下の 保険医療機関 、 支払審査機関等 に対 し 、 周 知徹底 を図 ら れた い 。

記

1 改正告示の 内容

平成2 1年 1 月 1 日 よ り 、 区分番号A 2 3 6 - 2 に掲げ る ハイ リ ス ク 妊娠管理加算及び

区分番号 A 2 3 7 に掲げ る ハ イ リ ス ク 分娩管理加算 の算定要件に 、 財団法人 日 本医療機

能評価機構が定め る 産科医療補償制度標準補償約款 と 同一の 産科医療補償約款に基づ く

補償を 実施 してい る こ と を 加 え る こ と と し た こ と 。

た だ し 、 平成2 0年 1 2月 3 1 日 に お い て 当 該加算 に係 る 届 出が受理 さ れて い る 保険医療機

. 関 につ い て は 、 平成 2 1年 3 月 3 1 日 ま で の 間 に限 り 、 財団 法人 日 本医療機能評価機構が 定

め る 産科医療補償制度標準補償約款 と 同一の産科医療補償約款に基づ く 補償 を実施 し て

い る も の と み なす も の で あ る こ と 。



2 改正告示の適用 に伴 う ｢ 基本診療料の施設基準等及 びそ の届 出 に 関す る 手続 き の取扱

い につ い て ｣ ( 平成20年 3 月 5 日 保 医発第03 0 5 0 0 2号 ) の 一部改正につ い て

( 1 ) 改正告示の適用 に 伴 い 、 ｢ 基本診療料の施設基準等及びそ の届 出 に 関 す る 手続き の

取扱い につい て ｣ を別紙の と お り 改正 し 、 平成2 1年 1 月 1 日 か ら適用 す る 。

( 2 ) 経過措置の対象 と な る 保険医療機関 の届 出 について

平成20年 1 2 月 3 1 日 現在 においてハイ リ ス ク 妊娠管理加算又 はハ イ リ ス ク 分娩管理加

算の届 出 を行 っ て い る 保険医療機関 につ い て は 、 平成 2 1年 3 月 3 1 日 ま で の 間 は経過措

置の対象 と な る が 、 平成 2 1 年 4 月 1 日 以 降 も 当 該加算 を算定す る 場合に は 、 別添 7 の

｢基本診療料の施設基準等 に係 る 届 出書 ｣ 及 び産科医療補償責任保険加入者証の 写 し

等 、 財団法人 日 本医療機能評価機構が 定 め る 産科医療補償制度標準補償約款 と 同 一の

産科医療補償約款 に基づ く 補償 を 実施 し てい る 旨 の書類 を提出す る こ と 。 よ っ て 、 様

式 1 3 の 2 、 様式2 0及び様式38の提出 は不要で あ る こ と 。



匝四回

1 ｢第 4 経過措置等｣ の 1 の次 に次の よ う に加 え る 。

1 の 2 第 2 及び第 3 の規定にかかわ らず 、 平成20年 1 2月 3 1 日 現在においてハイ リ ス ク 妊

娠管理加算又はハイ リ ス ク 分娩管理加算の届 出が受理 されてい る 保険医療機関について

は 、 平成2 1年 4 月 1 日 以降において 当該点数を算定する に 当 た り 届 出が必要であ る こ と 。

2 ｢別添 3 ｣ の ｢第2 2 の 2 ｣ の 1 に次の よ う るこ加 え る 。

( 4 ) 財団法人 日 本医療機能評価機構が定め る 産科医療補償制度標準補償約款 と 同一の

産科医療補償約款に基づ く 補償を実施 し て い る こ と 。

3 ｢別添 3 ｣ の ｢第23 ｣ の 1 に次の よ う に加 え る 。

( 5 ) 財団法人 日 本医療機能評価機構が定め る産科医療補償制度標準補償約款 と 同一の

産科医療補償約款に基づ く 補償を実施 し てい る こ と 。

4 ｢別添 7 ｣ の様式38 を次の よ う に改め る 。



様式38

′
、

ハ イ リ ス ク 妊娠管理加算 の施設基準に係る届出書添付書類
ハイ リ ス ク 分娩管理加算

1 標椦診療科

2 年間分娩件数

年間分娩件数 件

[記載上の注意]

年間分娩件数は 、 前年 1 年間 ( 1 月 ~ 1 2月 ) に行われた分娩件数であ り 、 院内
に掲示 した分娩件数 と 同 じ数字を用 いる こ と 。

3 専 ら産婦人科又は産科に従事する 医師

氏名 診療科 勤務形態

常勤 ･ 非常勤

2 常勤 ･ 非常勤

3 常勤 ･ 非常勤

4 常勤 ･ 非常勤

5 常勤 ･ 非常勤

※ ハイ リ スク 妊娠管理加算では 、 1 名 以上の専 ら産婦人科又は産科に従事する
医師 、 ハイ リ ス ク 分娩管理加算では、 3 名 以上の専 ら産婦人科又は産科に従事
する常勤の医師を記載する こ と 。

4 常勤の助産師

氏名
べ

2

3

4

5

5 財団法人 日 本医療機能評価機構が定め る産科医療補償制度標準補償約款 と 同一

の産科医療補償約款に基づく補償を実施している旨の文書 (産科医療補償責任保険

加入者証の写し等) を添付すること 。

※ ハイ リ ス ク 妊娠管理加算の施設基準に係る届出のみを行 う 場合には 、 1 及び 3 のみ

を記載し 、 5の書類を添付すること 。



( 参考 )

｢ 基本診療料の施設基準等及 びそ の届 出 に 関す る 手続 き の取扱 いに つ いて ｣
( 平成20年 3 月 5 日 保医発第 0305 00 2号 ) の 一部改正 につ いて

改 正 前改 正 後

第 4 経過措置等
1 (略 )

第 4 経過措置等
1 ( 略 )
1 の 2 2 及び第 3 の 規 定 に かか わ ら ず 、 平成 2 0年 1 2 月 3

日 現在 に お い て ハ イ リ ス ク 妊娠管理加 算 及びハ イ リ ス ク 分
娩管理加算 の 届 出 が 受理 さ れ て い る 保険医療機 関 に つ い て
は 、 平成 2 1年 4 月 1 日 以 降 に お い て 当 該点数 を 算 定す る に
当 た り 届 出 が 必要で あ る こ と 。

2 ~ 4 ( 略 )

別 添 3

2 ~ 4 ( 略 )

別 添 3

入院基本料等加算 の施設基準等入院基本料等加算 の施設基準等

第 2 2 の 2 ハ イ リ ス ク 妊娠管理加算
1 ハ イ リ ス ク 妊娠管理加算 に 関す る 施設基準

( 1 ) 産婦人科 又 は産科 を 標椦す る 保険医療機 関 で あ る こ
と 。

( 2 ) 当 該保険 医療機 関 内 に 、 専 ら 産婦人科又 は産科 に従
事す る 医師が 、 1 名 以上配置 さ れ て い る こ と 。

( 3 ) 緊急の分娩 に 対応 で き る 十分 な 体制 及び設備 を 有 し
て い る こ と 。

第 2 2 の 2 ハ イ リ ス ク 妊娠管理加算
1 ハ イ リ ス ク 妊娠管理加算 に 関す る 施設基準

( 1 ) 産婦 人科又 は産科 を 標檮す る 保険 医療機 関 で あ る こ
と 。

( 2 ) 当 該保険医療機 関 内 に 、 専 ら 産婦人科 又 は産科 に 従
事す る 医師が 、 1 名 以上配置 さ れて い る こ と 。

( 3 ) 緊 急 の 分娩 に 対応 で き る 十分 な 体制及び設備 を 有 し
て い る こ と 。

( 4 ) 財 団 法人 日 本 医療機能評価機構 が 定 め る 産科 医療補
償制 度標 準補償約款 と 同 一 の 産科 医療補償約款 に基づ
く 補償 を 実施 し て い る こ と 。

2 届 出 に 関す る 事項
ハ イ リ ス ク 妊娠管理加算 の 施設 基準 に係 る 届 出 は 、 別 添

7 の様式3 8 を 用 い る こ と 。

2 届 出 に 関す る 事項
ハ イ リ ス ク 妊娠管理加算 の 施設基準 に係 る 届 出 は 、 別 添

7 の様式 38 を 用 い る こ と 。



第 2 3 ハ イ リ ス ク 分娩管理加算
1 ハ イ リ ス ク 分娩管理加算 に 関す る 施設基準

( 1 ) 当 該保険医療機 関 内 に 、 専 ら 産婦人科又 は産科 に 従
事す る 常勤 の 医師が 、 3 名 以上配置 さ れて い る こ と 。

( 2 ) 当 該保険医療機 関 内 に 、 常 勤 の 助 産師 が 3 名 以 上配
置 さ れて い る こ と 。

( 3 ) 1 年 間 の 分娩件数 、 配置 医 師数及び配置助産師数 を
当 該保険医療機関 の 見やすい場所 に掲示 し て い る こ と 。

( 4 ) 病 院勤務 医 の負 担 の軽減 に 対す る 体制 が と ら れ て い
る こ と 。

　　　
( 5 ) 財 団 法人 日 本 医療機能評価機構 が 定 め る 産科 医療補

償制 度標 準補償約 款 と 同 一 の 産科 医療補償約款 に 基づ
く 補償 を 実施 し て い る こ と 。

2 届 出 に 関す る 事項
( 1 ) ハ イ リ ス ク 分娩管理加算 の 施設基準 に係 る 届 出 は 、

別添 7 の様式 1 3 の 2 及 び別 添 7 の様式 38 を 用 い る こ と 。
( 2 ) 1 の ( 1 ) 及 び ( 2 ) に 掲 げ る 医 師及 び助 産師 の 勤務 の

態様 ( 常勤 ･ 非 常勤 、 専 従 ･ 専任 の別 ) 並 び に 勤務時
間 を 、 別 添 7 の様式20 を 用 い て提 出 す る こ と 。

( 3 ) 毎 年 4 月 に お い て 、 前年度 に お け る 病 院勤務医 の負
担の軽減 に 資す る 計画 の 成果 を評価す る た め 、 別 添 7
の様式 1 3 の 2 に よ り 届 出 る こ と 。

( 4 ) ( 略 )

第 2 3 ハ イ リ ス ク 分娩管理加算
1 ハ イ リ ス ク 分娩管理加算 に 関す る 施設基準

( 1 ) 当 該保険 医療機 関 内 に 、 専 ら 産婦人科又 は産科 に 従
事す る 常勤 の 医師が 、 3 名 以上配置 さ れて い る こ と 。

( 2 ) 当 該保険医療機 関 内 に 、 常勤 の 助 産師 が 3 名 以 上配
置 さ れて い る こ と 。

( 3 ) 1 年 間 の 分娩件数 、 配置 医師数及 び配置助 産師数 を
当 該保険医療機関 の 見やすい場所 に掲示 し て い る こ と 。

( 4 ) 病 院勤務 医 の 負 担の 軽減 に 対す る 体制 が と ら れ て い
る こ と 。

2 届 出 に 関す る 事項
( 1 ) ハ イ リ ス ク 分娩管理加算 の 施設 基準 に係 る 届 出 は 、

別添 7 の様式 1 3 の 2 及び別 添 7 の様式 3 8 を 用 い る こ と 。
( 2 ) 1 の ( 1 ) 及 び ( 2 潟こ 掲 げ る 医 師及 び助 産師 の 勤務 の

態様 ( 常勤 ･ 非 常勤 、 専 従 ･ 専任 の 別 ) 並 び に 勤務 時
間 を 、 別 添 7 の様式2 0 を 用 い て提 出 す る こ と 。

( 3 ) 毎 年 4 月 に お い て 、 前年度 に お け る 病 院勤務 医 の 負
担 の 軽減 に 資す る 計画 の成果 を 評価す る た め 、 別 添 7
の様式 1 3 の 2 に よ り 届 出 る こ と 。

( 4 ) ( 略 )



⑤ 保発第 1 2 0 5 0 0 2 号

平成 2 0 年 1 2 月 5 日

健康保険組合理事長 殿

厚 生 労 働 省 保 険 局 長

健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について

健康保険法施行令等の一部を改正する政令 (平成 2 0 年政令第 3 7 1 号。 以下 ｢令 ｣ と

い う 。 ) が本 日 公布 され、 平成 2 1 年 1 月 1 日 か ら施行 される こ と と された と こ ろであ る 。

改正の趣旨及び主な内容は下記の と お り であ る ので、 そ の運用 にあた っ ては十分に留意

の上、 被保険者等への周知 を図 る等遺憾な き を期 されたい。

記

第 1 改正の趣旨及び主な内容

平成 2 1 年 1 月 1 日 よ り 一定の出産に係る事故について補償金の支払に備え る ための

仕組み (産科医療補償制度 (別添) ) が 開始 される こ と に伴い 、 出産費用 の上昇が見込

まれる こ と を踏ま え 、 健康保険法施行令 (大正 1 5 年勅令第 2 4 3 号) 等において所要

の改正を行い 、 同 日 よ り 、 出産育児一時金等の支給額を見直すも のである 。

第 2 改正の具体的内容

1 健康保険法施行令の一部改正 (令第 1 条及び附則第 2 条関係)

出産育児一時金及び家族出産育児一時金の金額を 、 病院、 診療所、 助産所その他の

者であっ て 、 次に掲げる要件のいずれに も該当する も のに よ る 医学的管理の下におけ

る 出産であ る と 保険者が認め る と き は 、 一の保険契約に関 し被保険者が追加的に必要

と な る 費用 の額を基準 と して 、 3 5 万円 に 3 万円 を超えない範囲内で保険者が定め る

額を加算 した額 と する こ と 。

一 病院 、 診療所、 助産所その他の者に よ る 医学的管理の下におけ る 出産について 、

特定出産事故 (※ ) が発生 した場合において 、 当該出生 した者の養育に係る経済的

負担の軽減を図 る ための補償金の支払に要する費用の支出に備え る ための一定の保

険契約が締結 されてい る こ と 。

二 出産に係る 医療の安全を確保 し 、 当該医療の質の向上を図 る ため 、 特定出産事故

に関する情報の収集、 整理、 分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講

じてい る こ と 。



(※ ) 一定の出産に係 る事故で、 出生 した者が 当該事故に よ り 重度の脳性麻痺に

かかっ た も の。

2 船員保険法施行令 (昭和 2 8 年政令第 2 4 0 号) の一部改正 (令第 2 条及び附則第

3 条関係)

上記 1 の改正に準 じた改正を行 う こ と 。

3 その他関係政令の一部改正 (令第 3 条及び第 4 条並びに附則第 4 条及び第 5 条関係)

国家公務員共済組合法施行令 (昭和 3 3 年政令第 2 0 7 号) 及び地方公務員等共済

組合法施行令 (昭和 3 7 年政令第 3 5 2 号) につ き 、 上記 1 の改正に準 じた改正を行

う こ と 。



( 別 添 )

産科医療補償制度について

1 . 産科医療補償制度の概要

産科医療補償制度は、 出産に係る 医療事故 (過誤を伴 う 事故お よ び

過誤を伴わない事故の両方 を含む。 以下 同 じ 。 ) に よ り 脳性麻痺 と な

っ た者及びその家族の経済的負担 を速やかに補償する と と も に 、 事故

原因の分析 を行い 、 将来の同種事故の防止に資す る情報を提供する こ

と な どに よ り 、 紛争の防止 ･ 早期解決およ び産科医療の質の 向上を図

る こ と を 目 的 と し て い る 。

2 . 補償制度の仕組み

分娩機関 と妊産婦 と の契約に基づいて 、 通常の妊娠 ･ 分娩に も かか

わ らず脳性麻痺 と な っ た者に補償金 を支払 う 。

分娩機関は、 補償金の支払いによ る損害を担保す る ため 、 運営組織が

契約者 と な る損害保険に加入す る 。

補償金が支払われた個 々 の事例 について 、 専門家が医学的観点で検

証 ･ 分析 し 、 その結果を分娩機関 ･ 脳性麻痺 と な っ た者及びその家族

に フ ィ ー ドバ ッ ク す る 。

原因分析された個 々 の事例情報を体系的に整理 ･ 蓄積 し 、 広 く 社会

に公開する こ と に よ り 、 将来の同種の医療事故の再発防止等 、 産科医

療の質の向上 を図 る 。

原因分析の結果 、 分娩機関に損害賠償責任がある場合は 、 補償金 と

損害賠償金の調整を行 う 。
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な
実
施
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る

こ
、と

0

(国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の

一
部
改
正

)
第
三
条

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令

(昭
和
三
十

‐
三
年
政
令
第
二
百
七
号

)
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る

。

第
十

一
条
の
三
の
七
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る

。
た
だ
し

、
病
院

、
診
療
所

、
助
産
所
そ
の
他
の
者

で
あ
っ
て

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
も
の
に
よ
る
医
学
的
管
理
の
下
に
お
け

る
出
産
で
あ
る
と
組
合
が
認
め
た
と
き
は

、
三
十
五

万
円
に

、
第

一
号
に
規
定
す
る
保
険
契
約
に
関
し
組

合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
追
加
的
に
必
要
と
な
る

費
用
の
額
を
基
準
と
し
て

、
三
万
円
を
超
え
な
い
範

囲
内
で
財
務
省
令
で
定
め
る
金
額
を
加
算
し
た
金
額

と
す
る

。
･

一
当
該
病
院

、
診
療
所

、
肋
産
所
そ
の
他
の
者
に

よ
る
医
学
的
管
理
の
下
に
お
け
る
出
産
に

つ
い

て
、
特
定
出
産
事
故

(出
産

(財
務
省
令
で
定
め

る
基
準
に
該
当
す
る
出
産
に
限
る

。
)
に
係
る
事
故

(財
務
省
令
で
定
め
る
事
由
に
よ
り
発
生
し
た
も

の
を
除
く

。
)
の
う
ち

、
出
生
し
た
者
が
当
該
事
故

に
よ
り
脳
性
麻
痺
に
か
か
り

、
財
務
省
令
で
定
め

る
程
度
の
障
害
の
状
態
と
な

っ
た
も
の
を
い
う

。

次
号
に
お
い
て
同
じ

。
)
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い

て
、
当
該
出
生
し
た
者
の
養
育
に
係
る
経
済
的
負

担
の
軽
減
を
図
る
た
め
の
補
償
金
の
支
払
に
要
す

る
費
用
の
支
出
に
備
え
る
た
め
の
保
険
契
約
で
あ

っ
て
財
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の

が
締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と

o

二
出
産
に
係
る
医
療
の
安
全
を
確
保
し

、
当
該
医

療
の
質
の
向
上
を
図
る
た
め

、
財
務
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
特
定
出
産
事
故
に
関
す
る
情

報
の
収
集

、
整
理

、
分
析
及
び
提
供
の
適
正
か

つ

確
実
な
実
施
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ

亀と
0

(地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の

一
部
改
正

)
第
四
条

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令

(昭
和
三

十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号

)
の

一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る

。

第
二
十
三
条
の
四
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る

。

た
だ
し

、
病
院

、
診
療
所

、
肋
産
所
そ
の
他
の
者

で
あ
っ
て

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
も
の
に
よ
る
医
学
的
管
理
の
下
に
お
け

る
出
産
で
あ
る
と
組
合
が
認
め
た
と
き
は

、
三
十
五

万
円
に

、
第

一
号
に
規
定
す
る
保
険
契
約
に
関
し
組

合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
追
加
的
に
必
要
と
な
る

費
用
の
額
を
基
準
と
し
て

、
三
万
円
を
超
え
な
い
範

囲
内
で
総
務
省
令
で
定
め
る
金
額
を
加
算
し
た
金
額

'
と
す
る

。

一
当
該
病
院

、
診
療
所

、
助
産
所
そ
の
他
の
者
に

よ
る
医
学
的
管
理
の
下
に
お
け
る
出
産
に

つ
い

て
、
特
定
出
産
事
故

(出
産

(総
務
省
令
で
定
め

る
基
準
に
該
当
す
る
出
産
に
限
る

。)に
係
る
事
故

(総
務
省
令
で
定
め
る
事
由
に
よ
り
発
生
し
た
も

の
を
除
く

。)
の
う
ち

、
出
生
し
た
者
が
当
該
事
故

ひ

に
よ
り
脳
性
麻
痺
に
か
か
り

、
総
務
省
令
で
定
め

る
程
度
の
障
害
の
状
態
と
な

っ
た
も
の
を
い
う

。

次
号
に
お
い
て
同
じ

。)が
発
生
し
た
場
合
に
お
い

総
務
大
臣

財
務
大
臣

文
部
科
学
大
臣

厚
生
労
働
大
臣

内
閣
総
理
大
臣

麻
生

太
郎

て
、
当
該
出
生
し
た
者
の
養
育
に
係
る
経
済
的
負

担
の
軽
減
を
図
る
た
め
の
補
償
金
の
支
払
に
要
す

る
費
用
の
支
出
に
備
え
る
た
め
の
保
険
契
約
で
あ

っ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の

が
締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と

。
二

出
産
に
係
る
医
療
の
安
全
を
確
保
し

、
当
該
医

療
の
質
の
向
上
を
図
る
た
め

、
総
務
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
特
定
出
産
事
故
に
関
す
る
情

報
の
収
集

、
整
理

、
分
析
及
び
提
供
の
適
正
か

つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ

1と
o

附
則

(施
行
期
日

)
t

第
一
条

こ
の
政
令
は

、
平
成
二
十

一
年

一
月

一
日
か
ら

施
行
す
る

。

(健
康
保
険
法
施
行
令
の

一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
)

第
二
条

こ
の
政
令
の
施
行
の
日

(以
下

｢施
行
日

｣
と

い
う

。豆
別
に
出
産
し
た
被
保
険
者
若
し
く
は
日
雇
特
例

被
保
険
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ

っ
た
者
又
は
被

扶
養
者
に
係
る
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
出
産
育
児

一
時
金
又
は
家
族
出
産
育
児

【
時
金
の
額
に

つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

。

(船
員
保
険
法
施
行
令
の

一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
)

第
三
条

施
行
日
前
に
分
べ
ん
し
た
被
保
険
者
若
し
く
は

被
保
険
者
で
あ

っ
た
者
又
は
被
扶
養
者
に
係
る
船
員
保

険
法
の
規
定
に
よ
る
出
産
育
児

一
時
金
又
は
家
族
出
産

育
児

一
時
金
の
額
に

つ
い
て
は

、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。(国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の

一
部
改
正
に
伴

う
経
過
措
置

)

第
四
条

施
行
日
前
に
出
産
し
た
国
家
公
務
員
共
済
組
合

の
組
合
員
若
し
く
は
組
合
員
で
あ

っ
た
者
又
は
被
扶
養

者
に
係
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
六
十

一
条
の
規

定
に
よ
る
出
産
費
又
は
家
族
出
産
費
の
額
に

つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

。

(地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の

一
部
改
正
に

伴
う
経
過
措
置

)

第
五
条

施
行
日
前
に
出
産
し
た
地
方
公
務
員
共
済
組
合

の
組
合
員
若
し
く
は
組
合
員
で
あ

っ
た
者
又
は
被
扶
養

者
に
係
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
六
十
三
条
の

規
定
に
よ
る
出
産
費
又
は
家
族
出
産
費
の
額
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

。

鳩
山

邦
夫

中
川

昭
一

塩
谷

立
舛
添

要
一



　 　　　　 　 　　
健康保険組合理事長 殿

厚 生 労 働 省 保 険 局 長

健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について

健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令 (平成 2 0 年厚生労

働省令第 1 6 9 号。 以下 ｢改正省令｣ と い う 。 ) が本 日 公布 さ れ 、 平成 2 1 年 1 月 1 日 か

ら施行 される こ と と さ れた と こ ろであ る 。

改正の趣旨及び主な内容は下記の と お り であ る ので 、 その運用 にあたっ ては十分に留意

の上、 被保険者等への周知を図 る 等遺憾な き を期 されたい。

なお 、 こ の通知においては 、 健康保険法施行令等の一部を改正する 政令 (平成 2 0 年政

令第 3 7 1 号。 以下 ｢改正令｣ と い う 。 ) に よ る 改正後の健康保険法施行令 (大正 1 5 年

勅令第 2 4 3 号) を ｢政令｣ 、 改正省令に よ る 改正後の健康保険法施行規則 (大正 1 5 年

内務省令第 3 6 号) を ｢規則 ｣ と 略称する 。

記

第 1 改正の趣旨及び主な内容

平成 2 1 年 1 月 1 日 よ り 一定の出産に係る事故について補償金の支払に備え る ための

仕組み (産科医療補償制度) が開始 さ れる こ と に伴い出産費用 の増加が見込まれる こ と

を踏ま え 、 改正令が 1 2 月 5 日 々こ公布 さ れた と こ ろであ る が 、 政令及び改正令に よ り 改

正 された船員保険法施行令 (昭和 2 8 年政令第 2 4 0 号) か ら委任 された事項を定め る

ため 、 健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則 (昭和 1 5 年厚生省令第 5 号) の改

正を行 う も の。

第 2 改正の具体的内容

( 1 ) 健康保険法施行規則の一部改正 (改正省令第 1 条関係)

1 出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に関する 手続 (規則第 8 6 条及

び第 9 7 条関係)

出産育児一時金及び家族出産育児一時金 (以下 ｢出産育児一時金等｣ と い う 。 )

の支給の 申請において 、 3 万円加算 した額の支給を受け よ う と す る場合には 、 保

険者が 3 万円 の加算対象 と な る 出産であ る かを認め る 際に必要 と な る 書類を添付



しな ければな ら ない こ と 。

2 政令第 3 6 条第 1 号に規定する特定出産事故に係る 政令か ら の委任事項 (規則

第 8 6 条の 2 か ら第 8 6 条の 5 ま で関係)

ア 政令第 3 6 条第 1 号の 、 産科医療補償制度に係 る保険契約の補償対象 と な る

出産の基準を 、 体重が 2 0 0 0 g 以上であ り 、 かつ 、 在胎週数が 3 3 週以上で

あ る こ と 又は在胎週数が 2 8 週以上であ り 、 かつ 、 厚生労働大臣が定め る も の

に該当する こ と と した こ と 。 (規則第 8 6 条の 2 関係)

イ 政令第 3 6 条第 1 号の 、 産科医療補償制度に係る保険契約の補償対象 と な る

事故か ら除 く も の を 、 天災、 事変その他の非常事態及び出産 した者の故意又は

重大な過失に よ り 生 じた も の と する こ と と した こ と 。 (規則第 8 6 条の 3 関係)

ウ 政令第 3 6 条第 1 号の 、 産科医療補償制度に係 る保険契約の補償対象 と な る

脳性麻痺の障害の状態の程度を身体障害者福祉法施行規則 (昭和 2 5 年厚生省

令第 1 5 号) 別表第 5 号の 1 級又は 2 級に該当する も の と し た こ と 。 (規則第

8 6 条の 4 関係)

エ 政令第 3 6 条第 1 号の産科医療補償制度に係る保険契約の要件を 、 病院等に

対 し 、 当該病院等が 3 0 0 0 万円以上の補償金を 出生 した者等に対 して適切な

期間にわた り 支払 う ための保険金が支払われる も のであ る こ と と した こ と 。 (規

則第 8 6 条の 5 関係)

3 政令第 3 6 条第 2 号に規定する措置に係る 政令か ら の委任事項 (規則第 8 6 条

の 6 関係)

政令第 3 6 条第 2 号に規定する措置を 、 特定出産事故に関する紛争の防止又は

解決を図 る と と も に 、 特定出産事故に関する情報の分析結果を体系的に編成 し 、

その成果を広 く 社会に提供する ため 、 特定出産事故に関する情報の収集、 整理、

分析及び提供について 、 これ ら を適正かつ確実に実施する こ と ができ る適切な機

関に委託する こ と と した こ と 。

( 2 ) 船員保険法施行規則の一部改正 (改正省令第 2 条関係)

上記 ( 1 ) の改正に準 じた改正を行 う こ と 。


